
提 供 日 2024/06/17

タイトル 相良高校で、e-Sportsサークルが始動します！

担　　当 教育委員会 相良高等学校

連 絡 先 副校長　佐藤計

TEL 0548-52-1133

相良高校で、e-Sportsサークルが始動します！

　令和５年夏期休業前に、現生徒会長土屋さんの申し出により、e-Sportsサークル設立に向けた取り組みを開始しました。
　創立100周年記念事業の１つとしての同窓会および後援会からの支援、地域の会社経営者よりゲーミングチェアの寄贈、学校と
してのネットワーク回線開通など、多くの関係者の尽力により、e-Sportsサークルが正式に始動することとなりました。
　御協力をいただいた同窓会および後援会の関係者を招き、以下の内容でサークルの始動を報告します。
今後は高校生対象のe-Sports大会「STAGE:0」へ挑戦します。環境整備に時間がかかり準備不足ですが、生徒は競技を精いっぱ

い満喫したいと意気込んでいます。

１　日時
　　令和６年６月20日（木）午後３時30分から午後４時30分まで

２　会場
　　静岡県立相良高等学校　総合実践室

（牧之原市波津1700番地の３）

３　出席者
　　e-Sportsサークル所属生徒　９名

相良高校同窓会・後援会関係者、地域の会社経営者　５名程度
相良高校教職員

４　次第
　　(1) 開式
　　(2) 校長挨拶
　　(3) 同窓会長挨拶
　　(4) 機材の贈呈
　　(5) 設立宣言（生徒会長　土屋さん）
　　(6) 閉式

(7) e-Sportsサークルの活動見学

５　問合せ先
　　静岡県立相良高等学校
　　担当　　副校長　佐藤計
　　電話　　0548-52-1133
　　メール　kei01.sato@edu.pref.shizuoka.jp

「有徳の人づくり」を進めています。
静　岡　県　教　育　委　員　会　

mailto:kei01.sato@edu.pref.shizuoka.jp


提 供 日 2024/06/17

タイトル 選挙啓発活動の企画・運営に参画する若者（若者選挙
パートナー）を任命します！

担　　当 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

連 絡 先 書記　中澤

TEL 054-221-2058

選挙啓発活動の企画・運営に参画する若者

（若者選挙パートナー）を任命します！

１　要旨
　静岡県選挙管理委員会及び静岡県明るい選挙推進協議会では、平成28年度から、若者の投票参加に関心が高く行動意欲のある静
岡県内の20歳前後の若者を「若者選挙パートナー」に任命し、選挙啓発活動の企画や運営に参画してもらっており、６月22日に令
和６年度のパートナーを対象とした任命式を行います。

２　任命式
（１）日時　令和６年６月22日（土）午後１時00分～　【30分程度】
（２）会場　静岡県庁別館２階第一会議室
（３）任命書交付者
　　　 静岡県選挙管理委員会書記長（静岡県明るい選挙推進協議会参与）
　　　　山岸　達生（やまぎし たつお）
（４）備考
      任命者の一部の方はWeb参加の予定です。

３　任命
　公募に申込みがあった県内に在住・通学する高校生９名、大学生６名の計15名の若者を任命します。
　任命期間は令和６年度末までとします。
　（注）若者選挙パートナーの氏名等は任命式で公表します。　　

４　活動計画
　若者選挙パートナーによる企画・交流会「Voteカレッジ」の開催を通じて、静岡県内各学校で行う「選挙出前授業」等の教育連
携事業の企画及び改善提案や、学校教育外での若者の政治・選挙への関心を高める活動などに取り組む予定です。

参考：令和５年度の活動内容
　・高校生を対象とした選挙出前授業の実施
　・若者を対象とした選挙啓発ポスターの作成
　・SNSによる情報発信



提 供 日 2024/06/17

タイトル 令和５年度消費税申告遅れによる延滞税の発生

担　　当 企業局 経営課

連 絡 先 経営課

TEL 054-221-2157

（要　旨）
　水道事業の令和５年度消費税の中間申告及び納付が、５月31日の期限に遅れたた
め、延滞税が発生した。企業局は、未納を確認後直ちに静岡税務署に対して申告を
行うとともに、中間申告にかかる消費税を６月４日に納付した。また、６月20日に
延滞税を納付予定。
　
（概　要）
１　経緯及び対応
　令和６年５月31日（金）消費税５月中間納付分（14,082,400円）の未納付が判明

      税務署に対応を協議
  令和６年６月３日（月）e-taxによる申告手続完了
　令和６年６月４日（火）中間納付完了
　令和６年６月12日（水）延滞税額確定（3,700円）
　令和６年６月20日（木）延滞税納付予定（支払処理済）

区　　分 金額（円） 備　　考
前払消費税及び地方消費税 14,082,400 ６月４日（火）納付水

道  延滞税 3,700  遅延 ４ 日分 、 年利2.4 ％

２　原　因
  ・企業局ではこれまで、名古屋国税局から郵送される納付書の到達を受けて、
　　e-Tax（オンラインで税の申告等を行うシステム）で申告書を提出後、納付書
　　を用いて納付していた。
　・国税庁は、e-Taxにより申告書を提出している大規模事業者への納付書の郵送
　　を、令和６年５月納付分から廃止した。
　・納付書郵送廃止については、従前の納付書送付時に同封された案内文書により
　　周知されていたが、担当職員はこれを認識していなかったため、未納に気づく
　　のが遅れた。

３　再発防止策
　　　・e-Taxの機能を活用した複数人でのチェック体制整備
　　　・電子納付への移行



提 供 日 2024/06/17

タイトル 静岡県海業推進本部会議が発足します

担　　当 経済産業部 水産・海洋局水産振興課

連 絡 先 水産振興班　中村永介

TEL 054-221-2744

 静岡県海業推進本部会議が発足します

　
  海業の専門家と取組団体が構成員となり「静岡県海業推進本部会議」が発足し、第１回会議を開催します。
　本県の特色ある水産物や美しい景観など多様な地域資源を活用して新たな価値を創造する「海業」を振興し、水産業者等の所得
向上を図ります。

《日　時》　令和６年６月19日（水）　午後２時から

《会　場》　静岡中央ビル５階第１会議室（静岡市葵区追手町９番18号）

《委　員》  東京海洋大学副学長　　　　　婁小波　
　　　　　　東海大学海洋学部准教授　　　李銀姫
　　　　　　愛媛大学社会共創学部准教授　竹ノ内徳人　

《出席者》  海業取組漁港の代表者

《内　容》　事業概要説明、漁協の現況、海業取り組み状況の紹介



提 供 日 2024/06/17

タイトル ヤマハスタジアムにおける薬物乱用防止啓発活動の実
施

担　　当 健康福祉部 生活衛生局薬事課

連 絡 先 薬物対策班

TEL 054-221-2413

Ｊリーグサッカー試合会場（ヤマハスタジアム）において、薬物乱用防止啓発活動を
実施します！

１　要旨
　薬物乱用問題は、全世界的な広がりを見せ、最も深刻な社会問題の一つとなっています。「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、薬
物乱用防止活動において、官民一体となり、国民一人一人の薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、国連総会決議による
「６．２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図ることにより、薬物乱用防止に資することを目的に、毎年６月20日から７月19日ま
での１ヶ月間に実施されています。
　特に、近年は次代を担う若者を中心に大麻事犯の検挙者数が急増しています。令和２年以降、本県においては、毎年100人を超
える若者が検挙されるなど、極めて憂慮すべき深刻な状況にあります。
　このような状況を踏まえ、県では、本運動の一環として、以下のとおりＪリーグサッカー試合会場において、啓発活動を行い、
薬物乱用防止を呼び掛けます。

２　概要
 日時  令和６年６月26日（水） 17時からハーフタイム終了まで
 実施場所  ヤマハスタジアム（磐田市新貝2500）
 実施内容  ・来場者への啓発資材（ポケットティッシュ）の配布、のぼり旗の掲出

  （17時から18時まで、啓発資材がなくなり次第終了）
 ・横断幕及び着ぐるみ（「ダメ。ゼッタイ。」君、ジュビロくん）に
   よる場内周回（ハーフタイム中）
 ・電光掲示板による啓発動画の発信（適宜）

 参加者  ・静岡県薬物乱用防止指導員
※
　

 ・県西部保健所職員
 ・県健康福祉部生活衛生局薬事課職員　８名

※静岡県薬物乱用防止指導員
　薬物乱用防止を目的とした啓発活動、相談、指導等を行うため、社会的に指導者の立場にある保護司、薬剤師、ライオンズクラ
ブ会員を中心に静岡県知事が委嘱している方（県内で320人）

３　取材、撮影等
　　当日、取材いただける場合は、令和６年６月21日（金）までに以下へ電話又は
　メールにて申請ください。
　　ジュビロ磐田　ホームタウン共創部　広報グループ



提 供 日 2024/06/17

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第32報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が令和６年３月27日に回収を命じた小林製薬株式会社の紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内でも関連が疑われる患

者がこれまで確認されています。４月以降に発症した患者は、現時点では確認されておりませんが、引き続き、 これらの 製品 の 使用 の 中止及

 び 無症状 でも 最近 まで 使用 していた 方 の 医療機関 の 受診 をお 願 いします 。 また 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 を

 してください 。

２　回収命令の対象食品（現在、静岡県内で販売されていない）　

（１） 紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

３ 静岡県内の健康被害状況（６月10日～６月16日）

静岡県内で、前週、関連が疑われる患者が６人確認されました。患者はともに上記（１）紅麹コレステヘルプを使用していました。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

前週新規

（6/10～6/16）
 ３（０）  ２(０)  １(０)  ６（０）

患者数

累計 41（４） 15(２) 22(１)  78（７）

*  健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数、（　）は入院

４ その他

　次回は６月24日に、６月17日から６月23日の健康被害状況についてお知らせします。

　静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　 　　　　 054-249-3161

        浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114　

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/06/17

タイトル 混雑を避けて、安全・快適な富士登山を！

担　　当 スポーツ・文化観光部 文化局富士山世界遺産課

連 絡 先 交流・継承班

TEL 054-221-3746

混雑を避けて、安全・快適な富士登山を！

静岡県と山梨県が事務局を務める「富士山世界文化遺産協議会」では、今夏の富士登山の混雑緩和のため、「混雑予想カレン

ダー」及び「啓発動画」を日本語版と英語版で製作しました。

１　動画の作成目的

富士山からの御来光を見るため、週末やお盆等の休日の午前３時から日の出前後に八合目から山頂付近で発生する混雑緩

和を目的に、事前に混雑予想カレンダー等を広報し、混雑を避けた登山計画を促すことで、登山者の平準化を図ります。

　２　広報の展開

令和６年６月７日から、下記広告媒体を利用して混雑回避の周知を実施中

(1) YouTube

(2) SNS(Facebook、Instagram)

(3) Googleでのバナー広告

　 (参考) 各啓発サイト

　　　【YouTubeリンク】

　　　https://www.youtube.com/@user-zz7lu4rg5w/videos

　　　【富士山世界文化遺産協議会HP】

　　　https://www.fujisan-3776.jp/preservation/visitor-management/calendar.html

　　　【富士登山オフィシャルサイトHP】

　　　https://www.fujisan-climb.jp/risk/congestion.html

　　　　【啓発動画】　　　　【2024年富士登山混雑予想カレンダー】

　 　　　

　◇「静岡県富士登山事前登録システム」

６月10日（月）に事前登録システムの運用を開始し、富士登山ルール・マナーの学習、登山情報の登録を呼び掛けてい

ます。

　※「混雑予想カレンダー」は同システム内でも案内しています。

　 　

https://www.youtube.com/
https://www.fujisan-3776.jp/preservation/visitor-management/calendar.html
https://www.fujisan-climb.jp/risk/congestion.html


提 供 日 2024/06/17

タイトル ＪＩＣＡ海外協力隊帰国報告会を開催します

担　　当 知事直轄組織 地域外交局多文化共生課

連 絡 先 地域外交局多文化共生課

TEL 054-221-3316

ＪＩＣＡ海外協力隊帰国報告会を開催します

１　要　旨
独立行政法人国際協力機構（JICA）と県の共催により、「JICA海外協力隊帰国報告会」を開催します。
静岡県にゆかりのあるJICA海外協力隊派遣帰国者９人が、現地の生活状況や活動の様子などについて発表します。

２　概　要

項　目 内　容

日　時 令和６年６月22日（土）午後２時から午後４時45分（受付13時30分）

会　場 県庁別館20階会議室AB

イベント名 静岡県JICA海外協力隊帰国報告会

スピーカー

帰国隊員９名
中田　里穂　　マダガスカル　コミュニティ開発
前田　隆志　　ナミビア　音響
古市　啓子　　チュニジア　コミュニティ開発
久保　亮太　　モザンビーク　PCインストラクター
塚本　直巳　　グアテマラ　土壌肥料
伊藤　すみれ子　ボリビア　小学校教育
金子　真也　　ヨルダン　体育
髙須　はるな　カメルーン　小学校教育
中谷　友紀　　マダガスカル　家政・生活改善

内　容

14:00　　　　　　 開会挨拶（多文化共生課長）
　　　　　　　　　　 関係者紹介

JICA海外協力隊事業説明(JICA静岡デスク）
14:25～16:00　活動報告会（帰国隊員）
16:10　　　　　 　閉会挨拶（JICA中部）
16:15～16:45  参加者交流会・個別相談会

３　問合せ
　　ＪＩＣＡ静岡デスク（加藤）　電話054-202-0931

chirashi.pdfchirashi.pdf



提 供 日 2024/06/17

タイトル 台湾の旅行展で「静岡の旅」パンフレットを配布

担　　当 知事直轄組織 地域外交局地域外交課

連 絡 先 海外交流班、静岡県台湾事務所

TEL 054-221-3066､010-886-2-2508-1515

台湾の旅行展で「静岡の旅」パンフレットを配布

静岡県台湾事務所（以下「当事務所」）では、静岡県の新しい観光スポットやモデルコースを紹介するパンフレット「静岡の旅」を作成し、当
事務所がブース出展した以下の旅行展で約1,400部配布しました。パンフレットを手に取った来場者からは「このパンフレットを参考に、新しく
できた観光施設を巡りたい」などの声が聞かれました。

パンフレットには、コロナ期間中とコロナ後にオープンした新スポットを中心に、県内約40か所を掲載しました。台湾の方から問い合わせが
多い交通アクセスについては、特に詳しく記載しています。
「静岡の旅」パンフレット（繁体字）
　URL： https://drive.google.com/file/d/1VMCEGJa8fsPn9o0Kp003ujNF31wFunJD/view

【高雄市旅行公会2024国際旅展（KTF2024）】
　５月24日（金）〜５月27日（月）に台湾南部最大の都市である高雄市で開催された台湾南部最大規模を誇るこの旅行展には、４日間で約
29万人が来場しました。

【台北国際観光博覧会（TTE2024）】
５月31日（金）〜６月３日（月）に台湾最大の都市である台北市で開催された旅行展には、４日間で約30万人が来場しました。

　※添付資料に旅行展の写真掲載 

当事務所では今後も、台湾各地で、幅広い年代の方々を対象に、静岡県の情報発信を行って参ります。
●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」https://www.facebook.com/shizuokaken

https://drive.google.com/file/d/1VMCEGJa8fsPn9o0Kp003ujNF31wFunJD/view
https://www.facebook.com/shizuokaken


提 供 日 2024/06/18

タイトル 海外に留学し、探究活動に挑戦する高校生の壮行会等
を行います！

担　　当 教育委員会 教育政策課

連 絡 先 政策推進班

TEL 054-221-3674

海外に留学し、探究活動に挑戦する高校生の壮行会等を行います！
トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ拠点形成支援事業

「ふじのくにグローバル人材育成事業」

　グローバル人材育成の取組の強化に向け、昨年度、本県は、文部科学省の「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」拠点形成支援事業に応
募し、採択されました（採択は全国で３県）。
　本県の「ふじのくにグローバル人材育成事業」では、高校生が海外で、多文化共生等本県の特性等をテーマとする探究に挑戦し
ます。
　選考を通過し、海外に飛び立つ高校生51人の壮行会等を実施します。

１　日　時
　　令和６年６月22日（土）　午前11時から午後４時まで

２　会　場
　　札の辻クロスホール（静岡市葵区呉服町１丁目30 札の辻クロス６階）

３　内　容
（１）壮行会（午前11時から午前11時45分まで）
　・挨拶
　　県教育長、（独行）日本学生支援機構審議役、派遣留学生代表（高校生）
　・支援団体メッセージ
　　（独行）日本貿易振興機構 静岡貿易情報センター
　 　(公財）静岡県国際交流協会
　・記念撮影
（２）交流会（午前11時45分から午後１時まで、軽食を取りながら交流）
（３）事前オリエンテーション（午後１時から４時）
　探究計画の考察や静岡県への理解*を深めるグループワーク
　*派遣留学生は、留学先で静岡県の魅力のＰＲも行います。
　　　
４　「ふじのくにグローバル人材育成事業」の概要

事業内容 探究を行う高校生の留学費用の助成、事前・事後研修を通じた探究支援等
対　　象 静岡県内の高等学校等に所属する生徒（応募者85人、採択者51人）
留学期間 令和６年７月10日～12月31日（14日以上124日以内）
事業実施

主体
ふじのくにグローバル人材育成事業運営協議会
（県教育委員会、経済団体、教育関連団体等、産官学の11団体で構成）

　　※「ふじのくにグローバル人材育成事業」ＨＰ
　　　
https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/school/kyoiku/1003777/1060426/index.html

５　問合せ先
　　静岡県教育委員会教育政策課
　　政策推進班　大島・河村
　　電話　054-221-3674

「有徳の人づくり」を進めています。
静  岡  県  教  育  委  員  会　

https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/school/kyoiku/1003777/1060426/index.html


提 供 日 2024/06/18

タイトル 県議会広報委員会の開催（取材案内）

担　　当 議会事務局 政策調査課

連 絡 先 議会事務局 政策調査課

TEL 054-221-2559

令和６年度第１回静岡県議会広報委員会を下記のとおり開催します。（取材案内）

■　日　　時　令和６年６月25日（火）本会議散会後

■　場　　所　第４委員会室（県庁本館４階）

■　報告事項・協議事項
　　　　　　　１　令和６年度県議会広報の実施計画について
　　　　　　　２　若者向け広報（議員出席依頼分）について

　　　　 　・高校出前講座
　　　　 　・大学生との意見交換会
　　　　 　・ふれあい親子県議会教室

　　　　　　　３　令和６年度広報委員会の開催計画について

（参考）
【広報委員会の概要】
　・県議会の広報に関する協議又は調整を行うことを目的として設置
　・構成員：６人

氏　　　名 会　派　等
委 員 長 　落　合　愼　悟 　　議長
副委員長 　鳥　澤　由　克 　　副議長

　鈴　木　澄　美 　　議会運営委員会委員長
　伊　丹　雅　治 　　自民改革会議
　田　中　照　彦 　　ふじのくに県民クラブ

委　　員

　山　本　彰　彦     公明党静岡県議団

※委員会の映像取材を希望する県政記者会加入社は、委員会撮影許可願を委員会開催日の前日午後５時までに議会事務局へ提出し
てください。



提 供 日 2024/06/18

タイトル 出張がんよろず相談（浜松市）を開催します

担　　当 がんセンター局 県立静岡がんセンター

連 絡 先 マネジメントセンター　医療広報担当

TEL 055-989-5222

出張がんよろず相談（浜松市）を開催します

１　要　旨
静岡県立静岡がんセンターでは、広く県民のがんに関する総合相談窓口として「よろず相談」を設け、電話や対面で年間約

14,000件の相談に応じています。
このたび、対面でのよろず相談を利用することが難しかった地域住民の利便を図るため、専門スタッフが地域に出向く「出

張がんよろず相談」を実施いたします。

２　概　要
（１）開催日時　2024年７月23日(火)　13:00～16:00
（２）開催場所　口腔保健医療センター（浜松市中央区鴨江二丁目11-2）
（３）対　　象　原則として浜松市の住民で、がんに関する相談を希望される方
（４）内　　容　専門スタッフによる対面相談

医師、看護師、ソーシャルワーカー等、2～3名のチームが患者・家族からのがんに関する疑問や不安、悩みについ
てお話を伺い、一緒に考え、問題を解決する手助けを行います。

（５）費　　用　無料
（６）主　　催　静岡県・静岡県立静岡がんセンター

３　予約・問合せ
相談は、事前予約制で先着４組までとし、定員になり次第締め切ります。
予約受付日：７月１日(月)～７月12日(金)まで
受付時間　：９:00～17:00（土日・祝日を除く）
予約・問合せ先：静岡県立静岡がんセンターよろず相談
電話 055-989-5392（出張がんよろず相談予約専用ダイヤル)

４　今後の予定
（１）開催日時　2024年８月～2025年１月（各管轄地域につき１回）13:00～16:00
（２）開催地域　静岡市管轄（静岡市全区）

賀茂健康福祉センター管轄
（下田市・東伊豆市・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町）
中部健康福祉センター管轄
（島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町）
西部健康福祉センター管轄
（磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町）

（３）その他
　開催日時、場所、予約受付期間等が決まり次第、ホームページにてお知らせします。
お急ぎの相談は、静岡県立静岡がんセンターよろず相談へどうぞ
電話055-989-5710　受付8：30～16:00（土日・祝日除く）



提 供 日 2024/06/18

タイトル 富士山登山道（富士宮ルート）五合目～六合目の冬期
閉鎖の解除

担　　当 交通基盤部 道路局道路保全課

連 絡 先 維持舗装班

TEL 054-221-2752

富士山登山道（富士宮ルート）五合目～六合目の冬期閉鎖の解除

～宝永山までハイキングを楽しめます～

　富士山登山道（富士宮ルート）（県道富士公園太郎坊線）のうち、 五合目 ～ 六合目 の 区間については、登山道の積雪がなくな

り、案内標識設置や誘導ロープ補修等の安全対策が整いましたので、 令和 ６ 年 ６ 月26 日 （ 水 ） 午前 ９ 時に冬期閉鎖（全面通行止

め）を解除します。

１　冬期閉鎖解除区間　

　・富士山登山道（富士宮ルート）（県道富士公園太郎坊線） 五合目 ～ 六合目

２　規制解除日時
　・令和６年６月26日（水）午前９時00分

３　その他
　・ 六合目 から 山頂 までの 登山道 は 、 引 き 続 き 全面通行止 めです。
　　危険ですから登らないでください。
　・五合目にレストハウスは無いため、トイレは緊急用の仮設トイレがあるのみ
　　です。五合目に上られる前に、二合目等（水ヶ塚駐車場）のトイレを利用し
　　てください。

　　※東部地域局へ同時に記者提供を行っております。

　問い合わせ先

静岡県交通基盤部道路局道路保全課

　電話　０５４－２２１－２７５２

　　　静岡県富士土木事務所維持管理課

　　　　電話　０５４５－６５－２２３７



提 供 日 2024/06/18

タイトル ｢TECH BEAT Shizuoka  2024｣参加申込受付開始！
－スタートアップ120 社超の出展決定－

担　　当 経済産業部 産業革新局産業イノベーション推進課

連 絡 先 産業イノベーション推進班

TEL 054-221-2609

１　要　旨
令和６年７月25日(木)～27日(土)にグランシップ(静岡市駿河区)で開催する「TECH BEAT Shizuoka 2024」の参加申し込み受付を開始しました。ま

た、出展する120社以上のスタートアップを公開します。
出展企業の商談に加え、有識者による基調講演やトークセッション等様々な企画を実施するほか、県民の皆様に先端技術に興味を持っていただけ

るよう、ファミリー・学生向け体験型コンテンツも御用意します。是非、御来場ください。

２　スタートアップ出展リスト（６月18日現在）
　　全12カテゴリー、計121社のスタートアップの出展が決定しました。
　＜出展カテゴリー＞＊出展スタートアップ及び各社の事業内容は別紙を御参照ください。

３　追加決定コンテンツ（内容は予告なく変更になる可能性があります）
（１）基調講演／トークセッション

（２）ファミリー・学生向けコンテンツ

４　参加申込
　　御来場のお申し込みは、TECH BEAT Shizuoka 2024公式ウェブサイトを御覧ください。

   (https://techbeat.jp/tech-beat-shizuoka-2024/)

　　【TECH BEAT Shizuoka 2024のチラシはこちらから】

　　https://techbeat.jp/tech-beat-shizuoka-2024/assets/pdf/240617_TECHBEAT2024_A4_ksp.pdf

https://techbeat.jp/tech-beat-shizuoka-2024/
https://techbeat.jp/tech-beat-shizuoka-2024/assets/pdf/240617_TECHBEAT2024_A4_ksp.pdf


提 供 日 2024/06/18

タイトル しずおかマリッジ掛川城で婚活イベントを開催しま
す！

担　　当 健康福祉部 こども未来局こども未来課

連 絡 先 少子化対策班

TEL 054-221-2037

しずおかマリッジ
掛川城で婚活イベントを開催します！！

「しずおかマリッジ」では、マッチングシステムによる出会いの機会の提供に加え、地域資源等を活用した各種イベント・セミナーを開催
し、会員同士の直接の出会い・交流の場を提供します。このたび、今年度２回目の市町連携婚活イベントを、掛川市で開催します。

１　開催概要
イベント名 「しずマリ」出会いイベントVol.2＠掛川市

～掛川城巡りと掛川市指定有形文化財の竹の丸で話題のスイーツセット～
日時 令和６年６月22日（土）13時15分～16時30分
会場 掛川城竹の丸カフェ （静岡県掛川市掛川1200-1 ）
内容等

（予定）
・掛川城天守閣と御殿をチームに分かれて散策
・休憩時間には王将戦時藤井聡太名人が食べたと人気の「CHABATAKE」のケーキ
　セットをお楽しみいただきます
・市有形文化財に指定されている竹の丸の離れを貸し切って、青紅葉が美しい庭
園
　をお楽しみいただきながら参加者全員との個別トーク
13:00 受付開始
13:15 オリエンテーション・自己紹介
13:30 天守閣・御殿散策
14:30 休憩＆スイーツセット
14:50 個別トーク
16:00 マッチング（結果発表・アンケート）
16:30 終了

参加者概要 (募集)35～45歳前後の会員男女各８人（計16人）
参考URL https://www.shizuoka-msc.jp/event/eventdetail.php?id=129

２　取材・報道に係るお願い
【取材申込】令和６年６月21日（金）までに
　　　　　　こども未来課少子化対策班（054-221-2037）に連絡をお願いします。
【当日受付】掛川城に到着後、担当者に御連絡ください。
　　　　　　車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場等を御利用ください。
　　　　　　なお、別紙「婚活イベント・セミナーの取材・報道について（御協力のお

　　　　　　　願い）」に沿った取材・報道の実施に御理解・御協力ください。

　３　今後のスケジュール（予定）

日程 開催市町 場所 内容
6月29日(土) 浜松市 ＴＨＥ　ＥＳＴＲＥＡＬ しずおかマリッジ初の「結婚式場」で

大型マッチングイベント
7月28日(日) 焼津市 焼津ＰＯＲＴＥＲＳ 港の風を感じながら快適な室内での

お手軽キャンプ体験

　●ふじのくに出会いサポートセンター概要
　・県と市町で構成する「ふじのくに結婚応援協議会」が、結婚を希望する者を支援する
　　ために運営する拠点。
　・マッチングシステムを活用した出会いの機会の提供のほか、会員を対象にした婚活
　　イベント等を開催。※詳細はHP（https://www.shizuoka-msc.jp/）を御覧ください。

お見合い成立 お友達成立 交際成立 ご成婚
5,402件 1,793件 292件 55件

（※令和６年５月31日時点）

https://www.shizuoka-msc.jp/event/eventdetail.php?id=129
https://www.shizuoka-msc.jp/


提 供 日 2024/06/18

タイトル 県内最大の総合芸術祭ふじのくに芸術祭2024審査・コ
ンクールへの応募スタート！

担　　当 スポーツ・文化観光部 文化局文化政策課

連 絡 先 芸術祭推進班

TEL 054-221-3109

県内最⼤の総合芸術祭ふじのくに芸術祭2024

審査・コンクールへの応募スタート︕

１　要　旨
　・ふじのくに芸術祭は半世紀以上の歴史をもつ県内最大の総合芸術祭です。
　・この度、ふじのくに芸術祭2024の審査・コンクールの作品及び参加団体の募集を開始しました。
　・美術部門、文芸コンクールなどのほか、高校生だけが応募できる「高校生短歌・俳句・川柳コンクール」の募集も行います。
　・県民の皆様の「思い」のこもった多くの作品の応募をお待ちしています。
　
２　応募期間について

分 　 野 応募期間

美　　術 ６月15日（土）～８月６日（火）

書 　 道 ６月15日（土）～８月23日（金）

文芸コンクール ６月15日（土）～９月２日（月）

高校生短歌・俳句・川柳コンクール ６月15日（土）～９月13日（金）

写　　真 ６月15日（土）～９月13日（金）

合唱コンクール ９月30日（月）まで

演劇コンクール
公演日の50日前まで

(12月８日(日)までの公演対象）

３　応募について

　　募集要項は、県の公式HPからダウンロードできます。（「ふじのくに芸術祭2024」で検索）

　　なお、募集要項は県内公立図書館等に配架しています。

      

https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/bunkageijutsu/bunkaevent/1061258/index.html

４　問い合わせ先
　　ふじのくに芸術祭事務局（静岡県文化政策課/静岡県文化協会）
　　TEL 054-221-3109　　FAX 054-221-2827

    

https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/bunkageijutsu/bunkaevent/1061258/index.html


提 供 日 2024/06/18

タイトル 令和６年度の海水浴場の水質調査結果

担　　当 くらし・環境部 環境局生活環境課

連 絡 先 大気水質班

TEL 054-221-2253

令和６年度の海水浴場の水質調査結果は、
約８割が「ＡＡ」の判定でした

　静岡県内海水浴場の水質調査を実施した結果、54か所全ての海水浴場で「適」又は「可」と判定しました。
　そのうち、特に良好な水質であるＡＡの判定は、41か所でした。

１　調査の概要
　(1)調査時期： 令和６年４月15日から令和６年５月23日まで
　(2)調査箇所： 県内54海水浴場
　(3)調査項目： 環境省の定める水浴場水質判定基準の項目
　　　　　　　　・ふん便性大腸菌群数
　　　　　　　　・油膜の有無
　　　　　　　　・化学的酸素要求量（ＣＯＤ）
　　　　　　　　・透明度
　(4)調査結果：

判定結果 判定基準判定基準 水質区分
令和６年度 令和５年度 ふん便性大

腸菌群数
油膜の有無 COD 透明度

AA 41か所 49か所 不検出 なし ２mg／L以下 １m以上適
A 12か所 ２か所 100個／

100mL以下
なし ２mg／L以下 １m以上

B １か所 ３か所 400個／
100mL以下

常時はなし ５mg／L以下 １m未満～
50cm以上

可

C - - 1,000個／
100mL以下

常時はなし ８mg／L以下 １m未満～
50cm以上

不適 - - 1,000個／
100mL超

常時あり ８mg／L超 50cm未満

計54か所 計54か所

２　参考項目
　腸管出血性大腸菌Ｏ157は、全ての海水浴場で不検出でした。

３　その他
　海水浴場の今年度の開設の有無に関わらず、全ての海水浴場を調査しています。



提 供 日 2024/06/18

タイトル 学校法人静岡理工科大学と寄附講座設置のための協定
を締結

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局デジタル戦略課

連 絡 先 デジタル戦略課

TEL 054-221-2915

学校法人静岡理工科大学と 寄附講座設置のための協定を締結しました

１　要旨　
　ＶＲ（仮想現実）やＡＲ（拡張現実）などの先端技術の発展や、デジタルツイン、メタバースの産業利用など、仮想空間市場が急成長しています。
　その一方で、デジタル人材が不足する中、仮想空間分野においても人材獲得競争が激化しています。
　県では、こうした仮想空間分野における人づくり・仕事づくりを進めるため、学校法人静岡理工科大学と寄附講座設置のための協定を締結しました。
　学校法人静岡理工科大学は、静岡県からの寄附に基づき、教育プログラムを開発します。また、雇用の受け皿づくりや育成した人材の県内就職促進のためのコ
ミュニティ形成等にも取り組みます。

２　協定の概要

区　　分 内　　　　容
寄附講座の名称 静岡県XR（クロスリアリティ）寄附講座
締　　  結 　 　日 令和６年６月17日（取組期間は３年間を想定）
目　　　　　　　的 ・３次元点群データ等を活用した関連産業領域で活躍できる人材の育成

・県内関連産業の振興や育成した人材の県内定着　ほか
事　　　　　　　業 学校法人静岡理工科大学は、仮想空間分野における次の事業を実施

　・人材を育成するプログラムの開発・実施や公開講座の開催
　・教員や学生、企業等が参加するコミュニティの形成及び運営

寄      付      額 2,000万円/年

参考１
　静岡理工科大学の他、静岡産業技術専門学校や静岡デザイン専門学校など、多様な学校種を12校持つ学校法人。

区　　分 内　　　　容
名称 学校法人静岡理工科大学（理事長：杉浦　哲）

所在地 静岡市葵区御幸町20番地 M20 13階

参考２
・仮想空間とは、コンピューターやネットワーク上に構築された仮想的な空間（メタバースやデジタルツイン等のサイバー空間）を言う。
・仮想空間を体感できるXR（クロスリアリティ）技術※は、製造業、建設業、観光業など様々な業種で活用されている。　
  ※VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）の総称



提 供 日 2024/06/19

タイトル 静岡県議会議員選挙区等調査検討委員会の開催

担　　当 議会事務局 議事課

連 絡 先 議事課

TEL 054-221-2556

「静岡県議会議員選挙区等調査検討委員会」の開催

　令和９年に実施される一般選挙における静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び
配当定数について調査検討するため、下記のとおり第６回委員会を開催する。

記
　
■　日　時　令和６年６月26日(水)　本会議散会後を予定

■　場　所　第５委員会室（静岡県庁本館４階）

■　構成員　１１人

　
　 委 員 長

　
　良　知　淳　行　　（自民改革会議）

副委員長
　
　木　内　　　満　　（自民改革会議）
　
　四　本　康　久　　（ふじのくに県民クラブ)

委　　員

　
　藤　曲　敬　宏　　（自民改革会議)

　宮　沢　正　美　　（自民改革会議)

　相　坂　摂　治　　（自民改革会議)

　鈴　木　啓　嗣　　（自民改革会議）

　市　川　秀　之　　（自民改革会議)

　小長井　由　雄　　（ふじのくに県民クラブ)

　田　口　　　章　　（ふじのくに県民クラブ）  

　早　川　育　子　　（公明党静岡県議団）

　



提 供 日 2024/06/19

タイトル 静岡県議会議員選挙区等調査検討委員会の開催

担　　当 議会事務局 議事課

連 絡 先 議事課

TEL 054-221-2556

「静岡県議会議員選挙区等調査検討委員会」の開催

　令和９年に実施される一般選挙における静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び
配当定数について調査検討するため、下記のとおり第６回委員会を開催する。

記
　
■　日　時　令和６年６月26日(水)　本会議散会後を予定

■　場　所　第５委員会室（静岡県庁本館４階）

■　構成員　１１人

　
　 委 員 長

　
　良　知　淳　行　　（自民改革会議）

副委員長
　
　木　内　　　満　　（自民改革会議）
　
　四　本　康　久　　（ふじのくに県民クラブ)

委　　員

　
　藤　曲　敬　宏　　（自民改革会議)

　宮　沢　正　美　　（自民改革会議)

　相　坂　摂　治　　（自民改革会議)

　鈴　木　啓　嗣　　（自民改革会議）

　市　川　秀　之　　（自民改革会議)

　小長井　由　雄　　（ふじのくに県民クラブ)

　田　口　　　章　　（ふじのくに県民クラブ）  

　早　川　育　子　　（公明党静岡県議団）

　



発 表 日 2024/06/19

タイトル 令和６年５月の富士山静岡空港利用状況

担　　当 スポーツ・文化観光部 空港振興局空港振興課　　　　

富士山静岡空港株式会社

連 絡 先 空港振興課　小野、大澤

TEL 054-221-3166

富士山静岡空港の令和６年５月の搭乗者数は41,498人となり、

前年同月を下回ったが、前月を上回り、２か月ぶりに４万人を超えた。

１　富士山静岡空港の令和６年５月の搭乗者数、搭乗率等
（航空会社からの情報提供の集計）

路線 提供座席数（席） 搭乗者数（人） 搭乗率（％）
札幌地区 12,236 8,344 68.2
　新千歳線 7,120 4,870 68.4
　　うちANA 1,992 1,336 67.1
　　うちFDA 5,128 3,534 68.9
　丘珠線 5,116 3,474 67.9
出雲線 4,936 2,730 55.3
福岡線 18,372 11,833 64.4
熊本線 1,008 621 61.6
鹿児島線 5,208 3,479 66.8
沖縄線 1,992 1,304 65.5
チャーター便 420 338 80.5

国内線計 44,172 28,649 64.9
ソウル線 11,718 9,838 84.0
上海線 4,992 2,231 44.7
楡林線 1,380 780 56.5

国際線計 18,090 12,849 71.0
合計 62,262 41,498 66.7

※欠航便、ダイバート便（他空港への降客）、引き返し便を除く。

２　富士山静岡空港の令和６年５月の就航状況
区　　分 国　内 国　際 合　計

就航予定便数（便）　a 515 112  627

就航便数（便）　　  　b 511 108  619

就 航 率（％）      (b/a) 99.2 96.4 98.7

３　富士山静岡空港の令和６年度（令和６年４月～５月）の累計搭乗者数、搭乗率等
（航空会社からの情報提供の集計）

路線 提供座席数（席） 搭乗者数（人） 搭乗率（％）
札幌地区 23,808 13,708 57.6
　新千歳線 13,668 8,194 60.0
　　うちANA 3,652 2,156 59.0
　　うちFDA 10,016 6,038 60.3
　丘珠線 10,140 5,514 54.4
出雲線 9,840 4,696 47.7
福岡線 33,204 21,054 63.4
熊本線 1,680 934 55.6
鹿児島線 9,960 6,491 65.2
沖縄線 3,652 2,336 64.0
チャーター便 504 414 82.1

国内線計 82,648 49,633 60.1
ソウル線 23,058 19,453 84.4
上海線 7,800 3,545 45.4
楡林線 2,760 1,706 61.8

国際線計 33,618 24,704 73.5
合計 116,266 74,337 63.9

※欠航便、ダイバート便（他空港への降客）、引き返し便を除く。

４　富士山静岡空港の令和６年度（令和６年４月～５月）の就航状況（累計）
区　　分 国　内 国　際 合　計

就航予定便数（便）　a 973 204 1,177

就航便数（便）　　　b 967 200  1,167

就 航 率（％）   (b/a) 99.4 98.0 99.2





提 供 日 2024/06/19

タイトル 七夕豪雨50年～SNSや企画展で過去の教訓を発信しま
す～

担　　当 経営管理部 東部地域局地域課

連 絡 先 東部地域局地域課　野沢

TEL 055-920-2089

今年は七夕豪雨から50年　～過去の災害を教訓に風水害に備えよう～

１　概要
　　七夕豪雨の発生から今年で50年を迎えます。そこで、県東部地域局と沼津土木事務所では地域で起きた災害を知り風水害に備えるきっ

かけにしてもらうため、当時の被害状況や治水対策についてSNS等を用いた情報発信や企画展を行います。

２　七夕豪雨とは
　　七夕豪雨は昭和49年（1974年）７月７日から８日にかけて台風８号の影響により静岡県内に浸水害・土砂災害をもたらした集中豪雨の通称

です。死者44人、負傷者241人など甚大な被害をもたらしました。

３　内容（予定）
　・七夕豪雨発災時の東部地域の被害の状況や当時の貴重な資料を紹介します。
　・浸水被害を軽減するため、県が沼津市内で整備中の治水対策事業を紹介します。

４　方法
　（1）情報発信
　　媒体：東部地域局　    　X　Toubu_Shizuoka

Instagram　shizuoka.pref_toubu
note　https://note.com/s_toubuchiiki/

　　　　　沼津土木事務所　 X　shizuoka_numado
　　期間：令和６年７月１日（月）～７月12日（金）

　 ※X、Instagramに平日毎日投稿します。（沼津土木事務所は期間中１回程度投稿予定）
※気象に関する警報等が発令された場合は一時投稿を休止し、後日投稿します。

（2）企画展
　　期間：令和６年７月１日（月）～７月12日（金）
　　場所：静岡県東部総合庁舎本館２階　ロビー（沼津市高島本町１-３）

※７月８日（月）から一部展示を入れ替えます。

         
　　　　富士市内状況　　　　　　　　　　沼津市内状況　　　　　　　　　　清水町内状況

https://note.com/s_toubuchiiki/


提 供 日 2024/06/19

タイトル 令和５年度静岡県一般会計決算見込額

担　　当 知事直轄組織 政策推進局財政課

連 絡 先 財政課企画班（決算全般）、経営管理部財務局税務課

（税収関連）

TEL 054-221-2034(財政課)､2040(税務課)

令和５年度静岡県一般会計決算は、県税収入額が最終予算額に対し24億円程度上回って確保することができたことや、経費節減及
び歳入確保の努力を行った結果、
実質的収支は48億円程度の黒字となる見込みです。
今後、監査委員の審査及び議会の認定を得て確定します。
○一般会計決算見込
・歳入決算額　　　　　A　　　　　１兆3,472億30百万円
・歳出決算額　　　　　B　　　　　１兆3,291億63百万円
・差引（形式収支）　　C＝A-B　　　　　 180億67百万円
・繰越充当財源等　　　D　　　　　　　　132億73百万円
・実質的収支　　　　　E＝C-D　　　　　　47億94百万円
○県税収入額　4,969億85百万円
（最終予算額　4,946億円、最終予算比　＋23億85百万円）



提 供 日 2024/06/20

タイトル オーラルフレイル啓発ポスターを作成

担　　当 健康福祉部 健康局健康増進課

連 絡 先 地域支援班

TEL 054-221-2975

県・静岡社会健康医学大学院大学・静岡県歯科医師会のコラボ

オーラルフレイル啓発ポスターを作成（取材依頼）

１　趣旨

　　健康寿命の更なる延伸のため、静岡社会健康医学大学院大学の溝田准教授協力のもと、県と静岡県歯科医師会との協働により、オーラルフレイル
啓発ポスターを作成しました。

２　概要

　　　　オーラルフレイルとは、食べることや話すことなど、様々な口腔の機能の軽微な衰えのことです。
　　　口の機能のささいな衰えが積み重なると、心身の機能の衰えにつながり、健康寿命に影響があ
　　　ると考えられています。そのため、県では令和６年３月に第3次静岡県歯科保健計画を策定し、
　　　オーラルフレイルの県民への認知度向上に取り組んでいます。今回、行動科学の専門家である
　　　静岡社会健康医学大学院大学の溝田准教授の協力を得て、「わかりやすさ」「伝わりやすさ」を意
　　　識した、オーラルフレイル啓発ポスターを作成しました。

　　　　　　　　　　　　　　　
３　その他

　　 本ポスターを制作に御協力いただいた静岡社会健康医学大学院大学の溝田 准教授への直接

　 取材も可能です。



提 供 日 2024/06/20

タイトル  【富山・石川・静岡連携事業】日本三霊山観光物産展

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光振興課

連 絡 先 観光振興班

TEL 054-221-3684

【富山・石川・静岡連携事業】日本三霊山観光物産展について

　石川県、富山県、静岡県の観光資源や食などの魅力発信を行うため、観光物産展を開催します。
特産品などの物産販売に加えて、３県のおすすめ観光地のマップ掲載するなど観光ＰＲを行い、静岡県の魅力が発信します。

イベント名 日本三霊山観光物産展

日　時
令和６年７月20日（土）11時～19時
令和６年７月21日（日）11時～18時

場　所 KITTE 丸の内 1Fアトリウム　（東京都千代田区丸の内二丁目７番２号）

内　容

（１）物産展
・物販（農水産物、地酒、銘菓、工芸品等）
・三県連携の物販（日本酒、お茶等）

（２）観光PRブースの設置
・観光案内・パンフレット配布（白山、立山、富士山を中心とした観光案内）
・３県のポスター掲示
・アンケート抽選

（３）関連イベント等のPR
・各県主催のマラソン等、他の三県連携事業PR
・三霊山連携スタンプラリーのPR

＜日本三霊山連携事業＞
富士山、立山、白山（三霊山）を擁する富山県、石川県、静岡県の３県が連携・協力し、地域振興と交流拡大を目的とした事
業に取り組んでいる。
富山県富山市で歌い継がれている民謡「越中おわら節」に、次のように歌われている。

＜越中おわら節の一節＞
～ 越中（富山）で立山　　加賀（石川）では白山

駿河（静岡）の富士山　　三国一だよ ～



提 供 日 2024/06/20

タイトル 【大学生が「働く」を今、考える】2024年夏の静岡県
キャリア教育プログラムを開催します！

担　　当 スポーツ・文化観光部 総合教育局大学課

連 絡 先 大学・学術班

TEL 054ｰ221ｰ3557

１　要　旨
静岡県は、昨年に引き続き、主に大学１・２年生を対象としたキャリア教育プログラムを開催します。複数の県内企業での就業体験と事

前・事後の学習を組み合わせ、大学生に地域の産業や企業の魅力を学ぶ機会を提供します（プログラムの内容は、大学生の県内定着を考え
るキャリア教育検討会議において、産学官の関係者が連携して構築）。

令和６年度は、夏期と春期の２回の開催を予定しており、現在夏期における参加者を募集しています。
　　　※キャリア教育の定義（中央教育審議会）

　一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てるこ
　とを通して、キャリア発達を促す教育

２　概　要
　(1) カリキュラム

日　程 場　所 内　容
・ガイダンス
・メッセージ「参加者に期待すること」
　《大学・企業関係者》

令和６年
７月16日～
８月７日

オンデマンド
・講義「社会で働くことの理解と意識醸成」
　《静岡大学 宇賀田教授》

８月８日
静岡市産学交流セン

ターＢ-nest

事前
学習

・講義「静岡県の産業」
　《静岡産業大学 小泉教授》
・目標の設定
　《静岡大学 宇賀田教授》

８月19日～
９月10日

県内企業
企業
実習

３～５日間の企業実習
（内容は各企業ごとに異なる）

９月12日 静岡市産学交流セン
ターＢ-nest

事後
学習

・プログラムの成果の発表
・参加者へのフィードバック（実習先企業関係者及び
　キャリア教育検討会議委員からのコメント等）
・まとめ
　《静岡大学 宇賀田教授》
・参加学生と企業との交流

(2) 対象者：主に大学生低学年（１・２年生）
(3) 募集人数：30人程度
(4) 参加費：無料(各会場への交通費は自己負担）

３　申込情報
(1) 募集期間：令和６年６月12日（水）～７月８日（月）
(2) 申込先：ふじのくに地域・大学コンソーシアム専用ページから

　　　　　　（https://www.fujinokuni-consortium.or.jp/news/6112/）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　問い合わせ先

公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム事務局（運営委託先）
　　電話：054-249-1818
　　住所：〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-6-1もくせい会館２階
　　ＵＲＬ：https://www.fujinokuni-consortium.or.jp

https://www.fujinokuni-consortium.or.jp/news/6112/
https://www.fujinokuni-consortium.or.jp


提 供 日 2024/06/20

タイトル 産業廃棄物処理業許可の取り消し

担　　当 くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課

連 絡 先 産業廃棄物班

TEL 054-221-2424

産業廃棄物処理業者に対し産業廃棄物収集運搬許可の取消処分を行いました。

１　処分を受けた者
　　所在地　静岡県富士市永田北町８番１号
　　名　称　有限会社笠井技建

２　処分内容
　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第14条の３の２第１項第４号に基づき、産業廃棄物収集運搬業
許可を取り消す。

３　処分年月日
　　令和６年６月17日

４　処分理由
　　有限会社笠井技建の役員は、静岡地方裁判所富士支部において、過失運転致傷の罪により禁錮１年８月、執行猶予３年の判決
を受け、令和３年７月６日に刑が確定している。

　　これにより、同役員は、法第14条第５項第２号イに規定する法第７条第５項第４号ハの欠格要件に該当することから、同社は
法第14条第５項第２号ニに該当するに至ったため。



提 供 日 2024/06/20

タイトル 『しずおか女性相談チャット』開設しました！

担　　当 くらし・環境部 県民生活局男女共同参画課

連 絡 先 男女共同参画班　前田

TEL 054-221-3122

『しずおか女性相談チャット』開設しました！

　静岡県男女共同参画センターで実施している女性相談件数が年々増加しているため、より多くの方が相談できるように、令和６年６月から
チャットにより相談できる「しずおか女性相談チャット」を新たに開設しました。

　このチャットは専用アプリ等をインストールする必要なく、無料・匿名で相談できますので、ぜひ、御利用ください。
　　※昨年度の相談状況については別紙



提 供 日 2024/06/20

タイトル 静岡県最大規模の移住相談会「静岡まるごと移住フェ
ア」を開催します！

担　　当 くらし・環境部 政策管理局企画政策課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-2540

静岡県最大規模の移住相談会「 静岡まるごと 移住フ ェ ア」 を開催し ます！

　静岡県は、豊かな自然環境や温暖な気候、東京圏からの近接性など、様々な魅力が評価され、４年連続「移住希望地ランキング１位※」に
選ばれています。
　静岡県に興味がある方、ライフスタイルを変えたい方などに向けて、静岡県の自治体、団体や企業が一堂に会した大相談会「静岡まるごと
移住フェア」を開催し、新しい暮らし方の提案や、仕事、住まい選びの相談など、本県への移住をまるごとサポートします。
※認定NPO法人ふるさと回帰支援センター調べ（2020年、2021年、2022年、2023年）

１　概要

タイトル 静岡まるごと移住フェア

開催日時 令和６年７月７日（日）11時～16時30分　※最終受付 15時30分

会　　場 東京交通会館12階ダイヤモンドホール（東京都千代田区有楽町2-10-1）

主 催 等
静岡県、ふじのくにに住みかえる推進本部

（共催：認定NPO法人ふるさと回帰支援センター）

実施方法 対面

出 展 者 約60団体（静岡県、市町、仕事・暮らし・住まいに関する団体・企業等）

内   容

・出展者との対面による個別相談

・移住セミナー

１「市町の１分間PR」

２「現役地域おこし協力隊員に聞く！

20代・30代からはじめる、いなか暮らしのホント・ウソ」

３ 旅系インフルエンサー：ももちゃん、ゆきさんが紹介する、

「住んで分かった静岡の魅力＆人気スポット」

・静岡の名物が抽選で当たる、スタンプラリー大抽選会

・事前申し込みすると、静岡茶一煎などのノベルティをプレゼント！

特設Web

サイトURL
https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp

２　当日の連絡先
　・企画政策課　企画班　山本（公用携帯：090-6805-1420）

　　　　 ※ 現地 で 取材希望 の 場合 は 、 人数 、 代表者名 、 訪問予定時間 を 事前 に 御連絡 くだ さい 。

https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp


提 供 日 2024/06/20

タイトル 緊急地震速報訓練（6月20日）の実施結果

担　　当 危機管理部 危機政策課

連 絡 先 調整班

TEL 054-221-3512

              Jアラートの緊急地震速報訓練を実施しました

１　要旨
　　本日(６月20日)、今年度１回目の緊急地震速報訓練を実施しました。
　　訓練では、県及び県内35市町で訓練用の緊急地震速報の受信確認を行い正常に機能したほか、一部の市町では、情報伝達手段
の作動確認や緊急地震速報(訓練報)と連動した地震の揺れへの対応訓練等を行いました。

２　訓練の概要及び実施結果
　(1)　実施日時
　　　 令和６年６月20日(木) 午前10時00分頃
　(2)　結果
　　　 以下のとおり、訓練用の緊急地震速報の受信確認及び住民への情報伝達を行った。
　　　 ア　県及び市町における受信確認
　　　　　 県及び県内全35市町において、気象庁からJアラート端末へ配信された訓練報を正常に受信した。
　　　 イ　住民への情報伝達
　　　　　 下表の市町において、気象庁から受信した訓練報を各種の情報伝達手段を用いて住民へと伝達した。
　         

３　訓練内容、参加機関

内容 参加機関 参加機関数

(1)緊急地震速報（訓練報）の受信確認  県及び県内全ての市町  県、35市町

(2)地震発生時に実施する業務の確認  三島市、伊東市、御殿場市  ３市

(3)防災行政無線、屋外スピーカー、コ 
   ミュニティFM、CATV、音声告知端末、
   登録制メール等による住民への緊急地
   震速報（訓練報）の伝達

 磐田市、掛川市、御殿場市、 
 袋井市、下田市、裾野市、
 伊豆市、東伊豆町、南伊豆町、
 松崎町、函南町、小山町

 12市町

(4)庁舎等で緊急地震速報（訓練報）の庁
   内放送  三島市、南伊豆町、函南町  ３市町

(5)メール等による職員への情報伝達
 三島市、伊東市、磐田市、
 掛川市、東伊豆町、小山町  ６市町

(6)職員参加による緊急地震速報と連携し
   た避難行動訓練

 三島市  １市



提 供 日 2024/06/20

タイトル 静岡県推計人口　前月比1,571人の減少

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局統計調査課

連 絡 先 人口就業班

TEL 054-221-2995





提 供 日 2024/06/21

タイトル 令和６年度中途管理職員人事異動

担　　当 教育委員会 義務教育課

連 絡 先 人事班

TEL 054-221-3105

概要
　富士宮市教育長（池谷 眞德 教育長）が令和６年７月６日に退任する。
　この退任に伴い、現富士宮市立富士宮第二中学校長（望月 俊伸 校長）が新教育長に就任するため、後任人事として、複数校で管理職員
の異動を行う。

新勤務 氏名 現勤務
望月　俊伸 富士宮市立富士宮第二中学校長

※令和６年６月30日退職
富士宮市立富士宮第二中学校長 齋藤　治 富士宮市立上井出小学校長
富士宮市立上井出小学校長 佐藤　健 富士宮市立山宮小学校教頭
富士宮市立山宮小学校教頭 田中　友也 富士宮市教育委員会

学校教育課指導主事

　令和６年７月１日付け



提 供 日 2024/06/21

タイトル 野生イノシシの豚熱検査結果（6/14～6/20）

担　　当 経済産業部 農業局畜産振興課

連 絡 先 家畜衛生防疫班

TEL 054-221-2709

県内における豚熱の防疫対策に関する情報（第545報）

＜野生イノシシの豚熱検査結果（6/14～6/20）結果判明分＞

静岡県は、県内全域を対象に、死亡及び捕獲野生イノシシの豚熱遺伝子検査を実施しています。

新たに検査結果が判明したのは、下表の53頭で、豚熱ウイルスの感染事例はありませんでした。

平成30年９月以降、15,300頭（死亡383頭、捕獲14,917頭）の検査を実施し、598頭の陽性（死亡170頭、捕獲428頭）を確認して

います。

＜次ページへ続く＞



＊過去の検査の情報は、静岡県ホームページに掲載しています。
（ホーム ＞ 産業・しごと ＞ 農業 ＞ 畜産業 ＞ 家畜衛生に関する情報）



提 供 日 2024/06/21

タイトル 2024アビリンピック静岡大会を開催します！　～全国
への切符をかけて技能を競い合います～

担　　当 経済産業部 就業支援局職業能力開発課

連 絡 先 ものづくり人材班　平賀

TEL 054-221-2954

2024アビリンピック静岡⼤会を開催します︕
〜全国への切符をかけて技能を競い合います〜

　障害のある方の職業能⼒の向上と、企業や社会の障害者雇用促進への理解を深めることを⽬的に、令和６年度静岡県障害者技能競技⼤会（2024アビリンピック静岡⼤
会）を開催します。
　企業で働いている方、特別⽀援学校やあしたか職業訓練校の在校生等の選手が、11⽉に愛知県で開催される全国⼤会への切符をかけてナンバー1を⽬指します︕ 
　一般の方も自由に観覧することができます︕

○⼤会の概要
⽇程

・
会場

令和６年６⽉30⽇（⽇）　ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区登呂3-1-35）
令和６年７⽉ ６⽇（⼟）　静岡市東部勤労者福祉センター清⽔テルサ（静岡市清⽔区島崎町223）
令和６年７⽉13⽇（⼟）　静岡デザイン専門学校（静岡市葵区御幸町20 M20ビル）

主催 静岡県、独⽴⾏政法人高齢・障害・求職者雇用⽀援機構静岡⽀部（054-280-3622）

○各会場の競技種目
⽇程 会場 種⽬ 競技時間 出場者

（人）
ME棟１階 ⽊⼯ 9:45~13:45 ６
F棟１階 喫茶サービス 9:45~10:45 ３６⽉30⽇

（⽇） ポリテクセンター静岡
K棟２階 オフィスアシスタント 9:30~10:30 10
１階　テルサホール ビルクリーニング 9:50~13:25 11
６階　研修室（小） 縫製 9:45~14:00 ４
７階　会議室（ＡＢ） 販売実務 9:30~11:00 ３
６階　コンピュータルームＡ パソコンデータ⼊⼒ 9:45~10:45 ７
７階　小会議室（１） データベース 9:45~11:15 ２
６階　コンピュータルームＢ ワードプロセッサ 9:45~10:35 ７

７⽉６⽇
（⼟）

静岡市東部
勤労者福祉センター

清⽔テルサ

７階　会議室（Ｃ） 表計算 9:45~10:45 ５
７⽉13⽇
（⼟） 静岡デザイン専門学校 Ｍ20ビル７階　703教室 ＤＴＰ競技 9:35~12:35 １

○全国⼤会について
　各種⽬の優勝者は、令和６年11⽉22⽇〜24⽇に愛知県で開催される第44回全国障害者技能競技⼤会（第44回全国アビリンピック［通称、アビリンピック2024］）の県
代表候補となります。
　※　販売実務種⽬を除く

○アビリンピックのマスコットキャラクター「アビリス」について
　アビリンピックのロゴ「星」をモチーフに、「障害を乗り越える⼠気」「受賞の歓喜」「能⼒の開花」をイメージしてデザイン。名前は、「アビリンピック」の語感と、「幸せを運んでくれる」という
花言葉を持つラン科の花「マキシラリア・バリアビリス」にちなんで命名されました。



提 供 日 2024/06/21

タイトル 【8/30、9/2会場開催中止】労働法セミナー受講者募
集！

担　　当 経済産業部 就業支援局労働雇用政策課

連 絡 先 労働政策班　渡邉

TEL 054-221-2334

～働くルールを基礎から実務まで学べます～

労働法セミナー参加者募集！

　※台風の接近に伴う荒天が予想されるため、８月30日(金)の東部会場の開催を中止します。（８月28日14時
変更）

　※台風の接近に伴う荒天が予想されるため、９月２日(月)の西部会場の開催を中止します。（８月30日14時
変更）

県では、労働者と使用者の間に生じる様々な問題の解決に役立つ「労働法」への理解を深めるため、基礎から実務のポイントなどを分かりや

すく解説する「労働法セミナー」を開催します。時間外労働の上限規制や、育児・介護休業法の改正等最新の話題もとりあげます。

　県内３箇所の会場開催に加え、Zoomを使ったライブ配信も行います。また、後日のセミナー動画視聴が可能です。

※会場開催については、自然災害や感染症等の影響により、中止する場合があります。

１　開催概要　※８月30日開催分の代替措置は、８月29日WEBへ振替又は後日配信のオンデマンドの視聴とする。

　　　　　※９月２日開催分の代替措置は、９月５日WEBへ振替又は後日配信のオンデマンドの視聴で対応す
る。

テーマ 労働法制の基礎　１ 労働法制の基礎　２
安全衛生や多様な働き方

に関する法律の実務

東部
(沼津商工会議所)

 ８ 月30 日 （ 金 ）

※開催中止
９月６日（金） ９月13日（金）

中部
(静岡労政会館)

８月28日（水） ９月４日（水） ９月10日（火）

西部
(県浜松総合庁舎)

８月26日（月）
 ９ 月 ２ 日 （ 月 ）

※開催中止
９月９日（月）

WEB
(Zoom)

８月29日（木） ９月５日（木） ９月12日（木）

開催日時

(会場)

各日午前10時から午後４時30分まで（休憩：正午から午後１時まで）

主な内容
労働法制の概要や押さえておきたいポイント、条文の解釈等

について、判例を交えながら解説します。

労務管理・職場環境や多様

な働き方に関する対応等を解

説します。

講師
静岡大学　人文社会科学部教授

本庄　淳志　氏

社会保険労務士

星野　恵美子　氏

小田切　克子　氏

開催方法

定員

◇会　　　場：各回30人程度（先着順）

 ◇ライブ配信：各回100人程度（先着順）

受講料 無料

申込期間 令和６年６月21日（金曜日）から７月31日（水曜日）17時　まで

申込方法

◆静岡県県労働雇用政策課ホームページの「申込フォーム」から電子申請
【ホームページURL】
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1003248/1043060 .html
◆別添のチラシ裏面「受講申込書」に必要事項を記入し、各会場指定申込先に
FAX・郵送
※ライブ配信の受講を希望する場合は、電子申請からお申込みください。

２　セミナーに関する問合せ先
　担当　　経済産業部就業支援局労働雇用政策課

　電話番号　　054-221-2334

　E-mail　　roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp

　Ｈ　Ｐ　    https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1003248/1043060.html

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1003248/1043060.html
mailto:roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1003248/1043060.html


提 供 日 2024/06/21

タイトル 令和６年度流通食品の放射性物質検査結果（第１報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3708

県内流通食品の放射性物質検査の結果、安全性を確認しました（第１報）
－令和６年４月分：23品目40検体－

１　要　旨

静岡県以東で生産又は製造され、静岡県内に流通している食品の放射性物質検査を実施しています。

 令和 ６ 年 ４ 月 は23 品目40 検体実施 し 、 検査結果 は 全 て 基準値以下 で 、 安全性 を 確認 しました 。

２　検査結果　

食品区分 品目 検体数 製造所、産地等所在地 検査結果

浅漬けの素 １ 栃木県（製造所）

乾わかめ ３ 三陸産（原産地）

ふりかけ １ 新潟県（製造所）

切り餅 ２ 新潟県（製造所）

そうざい ２ 福島県,長野県（製造所）

つゆ ２ 千葉県（製造所）

米飯 ４ 新潟県,福島県（製造所）

米菓 １ 埼玉県（製造所）

ソース １ 長野県（製造所）

調味料 ３ 静岡県,千葉県,福島県（製造所）

みそ ２ 長野県（製造所）

こんにゃく ４ 群馬県,千葉県（製造所）

豆腐 ２ 埼玉県,群馬県（製造所）

ゆでうどん ２ 群馬県（製造所）

米粉麺 １ 岩手県（製造所）

干しそば ２ 長野県（製造所）

ビタミンB1強化麦 １ 山梨県（製造所）

清涼飲料水 １ 山形県（製造所）

かんぴょう １ 栃木県（製造所）

干ししいたけ １ 静岡県（原産地）

一般食品

キムチ １ 千葉県（製造所）

牛乳 １ 神奈川県（製造所）

　　牛乳

加工乳 １ 栃木県（製造所）

合計 40

すべて
基準値以下



・検査機関：静岡県中部保健所化学検査課
・検出機器：ゲルマニウム半導体検出器
・食品区分別の基準値：一般食品 100Bq/kg　牛乳50Bq/kg　乳児用食品 50Bq/kg　飲料水 10Bq/kg



提 供 日 2024/06/21

タイトル 食品検査情報（第１報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3708

食品の検査情報をお知らせします
（４月分）

１　概要

静岡県では、県内の製造所や販売店等から食品を抜き取り、添加物、残留農薬、微生物等の項目を検査し、 基準 に 不適合 が 確認 された

 食品 は 、 回収命令 など 行政処分 を 行 い 、 県内 で 流通 する 食品 の 安全 ・ 安心 を 確保 しています。

２　検査結果

　以下のとおり、本年４月中に154検体について検査を実施したところ、 行政処分 を 行 った 事例 はありませんでした 。

検査項目 対象食品
４月

検体数
４月

行政処分数

規格基準等検査
（微生物）

輸入冷凍食品 13 0

規格基準等検査
（添加物等）

輸入冷凍食品、果実酒 25 0

添加物等表示検査 輸入冷凍食品、果実酒 19 0

残留農薬 県内農産物（ほうれんそう、チンゲンサイ） 14 0

県内農畜水産物（山菜類） 4 0

放射性物質

　県内流通食品（切り餅、こんにゃく等） 40 0

腸管出血性大腸菌、
腸炎ビブリオ等

生食用鮮魚介類、そうざい 35 0

衛生規範を参考とする
E.coli検査

そうざい 4 0

合計 154 0



提 供 日 2024/06/21

タイトル 令和６年度　埋文セミナーの参加者を募集していま
す！

担　　当 スポーツ・文化観光部 静岡県埋蔵文化財センター

連 絡 先 調査課　普及班

TEL 054-385-5500

令和６年度　埋文セミナーの参加者を募集中！

大特集!!　静岡県埋蔵文化財センター周辺の遺跡

発掘調査の分析から見える　新しい歴史文化　!!

（要　旨）
文化財は、様々な時代背景の下、人々の生活や風⼟との関わりの中から生み出され、現在まで守り伝えられてきた地域の「宝」です。
静岡県埋蔵文化財センターは、静岡県の歴史文化に誇りと愛着を持っていただけるよう、県内で実施された遺跡の調査結果を基に、どのように分

析を⾏い、そこで⾒えてくる新しい歴史文化について県⺠にわかりやすく伝えるセミナーを例年開催しています。
今年度は、「埋蔵文化財センター周辺の遺跡」を通年テーマとして、全３回開催します。
多くの県⺠の方に参加していただくよう募集を開始しました。

１　開催⽇時・テーマ・申込期間
⽇　時 テーマ 申込期間

第１回 ７⽉13⽇（⼟） 尾羽廃寺跡の発掘調査
〜遺構・遺物から⾒えてきたこと〜

６⽉１0⽇（⽉）
〜７⽉４⽇（⽊）

第２回 ９⽉19⽇（⽊） 富⼠川SA周辺の遺跡
〜富⼠⼭を望む縄文と古墳の遺跡〜

８⽉１⽇（⽊）
〜８⽉31⽇（⼟）

第３回 11⽉16⽇（⼟） 蒲原の遺跡 
〜とても⾝近な桑原遺跡とその周辺〜

10⽉１⽇（⽕）
〜10⽉31⽇（⽊）

２　会　場　静岡県埋蔵文化財センター(旧庵原高校)　セミナールーム
３　時　間　１４︓００〜１５︓３０（各回共通）
４　定　員　７０人（各回）
５　臨時バス　各開催⽇のみ運⾏（ＪＲ新蒲原駅発13︓30、センター発15:40）

⽚道︓⼤人210円、小人110円
６　申込方法

ふじのくに電子申請システム、又は往復ハガキで申し込んでください。
※連続の講座ではありませんので、各回ごとにお申込みください。

後頭部結髪状⼟偶（破魔射場遺跡）



提 供 日 2024/06/24

タイトル 経営革新計画の承認（令和６年５月分）

担　　当 経済産業部 商工業局経営支援課

連 絡 先 経営革新班

TEL 054-221-3164

静岡県は、令和６年５月の経営革新計画を35件承認しました。
承認企業の地域別内訳は、東部13件、中部９件、西部13件となっており、市町別で
は静岡市が最多の６件となっています。
業種別の内訳は、製造業が最多で17件となっています。

１　令和６年５月の承認件数

区分 東部 中部 西部 計 当年度計
件数 13件 ９件 13件 35件 51件

　

　２　市町別内訳

　　 東部
区分 　　沼津市 富士市 　　三島市 　　裾野市 富士宮市
件数 　　　３件 ５件 　　　１件 　　　１件 ２件

区分 伊豆市
 件数 １件

　　 中部
区分 　静岡市  　焼津市 　藤枝市
件数 ６件 １件 ２件

　　
　　　　西部

区分 浜松市 　　磐田市 　　掛川市 湖西市 袋井市
件数 ４件 　　　１件 　　　１件 １件 ４件

区分 御前崎市 　　 森町
件数 １件 　　　１件

３　業種別内訳

区分 製造業 建設業 情報通信業 運輸業 卸売・小売業
件数 17件 ２件 １件 ０件 ４件

　区分 飲食店・宿泊業 医療・福祉 教育学習法支援 サービス業 その他
　件数 １件 ０件 ３件 ５件 ２件

＜参考＞
◆「経営革新計画の承認」とは
　県は、中小企業者等による新規事業への取組で、相当程度の経営の向上が見込める計画について承認します。承認企業は、制度融資や信用保証の別枠、
補助金など主に資金調達に係る支援策が利用できます。（ただし、利用する支援策ごとに個別審査が別途必要となります。）
◆具体的な経営革新の取組事例を紹介している経営革新事例集（Ｒ５版）は、県経営支援課のホームページでご覧いただけます。
 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/472/r5zireishu.pdf

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/472/r5zireishu.pdf


提 供 日 2024/06/24

タイトル ものづくり体験「WAZAチャレンジ教室」の開催

担　　当 経済産業部 就業支援局職業能力開発課

連 絡 先 ものづくり人材班　富永

TEL 054-221-2823

ももののづづくくりり体体験験「「WWAAZZAAチチャャレレンンジジ教教室室」」
７７月月はは1122校校でで556699人人のの児児童童・・生生徒徒がが体体験験ししまますす。。

　「WAZAチャレンジ教室」は、技能士が小・中学校、特別支援学校等に出向き、「ものづくり体験」を通じて「ものづくり」の楽しさや面白さを伝える事

業です。

　県では、この体験を通じて、ひとりでも多くの子ども達に「ものづくり」の技術や技能に関心を持ってもらいたいと考えています。

　７月は12校で569人が「ものづくり」を体験します。

実施日時 学校名・電話番号 担当者 体験メニュー 人
数

7月2日(火)
13:30-15:20

浜松市立蜆塚中学校
053-453-0171

鈴木 アートモザイク,紋様こて砂絵,銅板へら出し,フラワーアレンジメント,
玉子焼き・鶏のくわ焼き,ウール地で作るコサージュ

123

7月3日(水)
10:00-11:30

静岡県立富士特別支援学校
中学部

0545-36-2345
木戸 フラワーアレンジメント 40

7月4日(木)
09:00-12:0

0

焼津市立黒石小学校
054-629-4855

鳥居 紋様こて砂絵,銅板へら出し,盆景（ミニチュア造園）,
フラワーアレンジメント,篆刻（落款印）

120

7月5日(金)
09:00-12:0

0

浜松市立笠井中学校
053-434-1079

中村 アートモザイク,ミニ畳,写真立て,紋様こて砂絵,銅板へら出し,
盆景（ミニチュア造園）,フィルム切文字

139

7月10日(水)
09:00-12:0

0

静岡県立伊豆の国特別支援学校
中学部

0559-49-0001
神田 銅板へら出し,フラワーアレンジメント 27

7月11日(木)
09:40-11:5

0

静岡県立藤枝特別支援学校
焼津分校

054-628-8111
貞森 篆刻（落款印） 12

7月11日(木)
10:45-12:2

5

静岡県立伊豆の国特別支援学校
伊豆松崎分校

0558-43-2737
齋藤 フラワーアレンジメント 17

7月12日(金)
09:00-12:0

0

静岡市立千代田小学校
054-261-2685

萩田 ミニ畳,写真立て 43

7月12日(金)
09:30-12:0

0

静岡県立御殿場特別支援学校
0550-87-8200

小花 アートモザイク 11

7月17日(水)
09:30-12:0

0

静岡県立中央特別支援学校
中学部

054-246-5504
鶴田 玉子焼き・鶏のくわ焼き 3

7月17日(水)
10:30-12:00

静岡大学教育学部附属
特別支援学校中学部

054-247-2811
鈴木 アートモザイク 17

7月22日(月)
10:00-12:00

静岡県立沼津特別支援学校
愛鷹分校

055-943-5177
杉澤 盆景（ミニチュア造園） 17

　　

　 　　　　　　　
　　　　　　篆刻（落款印）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盆景（ミニチュア造園）

○技能士とは

　働く人々の有する技能を一定の基準により検定する技能検定(国家検定)に合格した方を技能士と呼びます。確かな技能の証として各職場において高く評

価されています。

○報道機関の方へのお願い

　取材される際には、必ず事前に学校へ連絡をお願いします。



提 供 日 2024/06/24

タイトル 「技能マイスター出前講座」を開講します！　～マイ
スターが仕事の魅力と職業観を伝えます～

担　　当 経済産業部 就業支援局職業能力開発課

連 絡 先 ものづくり人材班　平賀

TEL 054-221-2954

「静岡県技能マイスター出前講座」を開講します︕
〜マイスターが仕事の魅⼒と職業観を伝えます〜

　  「技能マイスター出前講座」は、県が認定した技能マイスターが小・中学校、高校に出向き、児童や生徒に仕事の魅⼒や職業観を伝えるもので
す。
　県では「出前講座」の活動を通じ、技能者の社会的評価の向上を図っています。

○報道機関の方へのお願い
  取材される際には、事前に学校又は県担当まで御連絡をお願いします。※実施⽇、時間が変更になる場合があります。

○７月の実施計画
  小学校12校、中学校2校、高校1校、計15校955人の児童・生徒が対象です。

実施⽇時 学校名・電話番号 担当 受講者 技能マイスター
1⽇(⽉)

17:40~90分
静岡県⽴磐田南高等学校定時制

0538-24-7171 鈴⽊ 高校２年生
37人

岡部　悟
(中華料理調理人)

1⽇(⽉)
13:30~90分

湖⻄市⽴東小学校
053-578-1094 村松 小学６年生

30人
天野　又一

(洋生菓子製造⼯)
2⽇(⽕)

 9:25~60分
熱海市⽴多賀小学校

0557-68-2105 小⼭ 小学６年生
56人

檜⼭　和正
(⽇本料理調理人)

2⽇(⽕)
13:30~90分　

静岡市⽴清⽔飯田小学校
054-366-6091 板倉 小学６年生

103人
新⾙　晃一郎
(寝具製作職)

4⽇(⽊)
13:30~100分

東伊豆町⽴稲取中学校
055-795-2010 鈴⽊ 中学３年生

35人
檜⼭　和正

(⽇本料理調理人)
4⽇(⽊)

13:40~90分
伊東市⽴⼤池小学校

0557-45-0076 岩沢 小学６年生
51人

澤元　教哲
（宮⼤⼯）

5⽇(⾦)
13:20~45分

浜松市⽴可美小学校
053-447-0043 ⽚岡 小学６年生

128人
岡部　悟

(中華料理調理人)
8⽇(⽉)

10:15~120分
浜松市⽴芳川小学校

053-461-0020 岡本 小学６年生
104人

内藤　久美子
(美容師)

9⽇(⽕)
13:45~100分

静岡市⽴由⽐小学校
054-375-2074 望⽉ 小学６年生

40人
新⾙　晃一郎
(寝具製作職)

10⽇(⽔)
14:20~50分

浜松市⽴都田中学校
053-428-2024 渡邊 中学２年生

81人
澤元　教哲
(宮⼤⼯)

12⽇(⾦)
10:00~90分

菊川市⽴六郷小学校
0537-35-3147 松本 小学６年生

74人
天野　又一

(洋生菓子製造⼯)
16⽇(⽕)

13:25~100分
浜松市⽴伊⽬小学校

053-523-0253 平松 小学６年生
13人

天野　又一
(洋生菓子製造⼯)

17⽇(⽔)
9:05~90分

掛川市⽴原⾕小学校
0537-26-0005 川隅 小学６年生

33人
岡部　悟

(中華料理調理人)
18⽇(⽊)

13:00~120分
焼津市⽴豊田小学校

054-628-3201 梅原 小学６年生
164人

新⾙　晃一郎
(寝具製作職)

19⽇(⾦)
13:00~90分

掛川市⽴倉真小学校
0537-28-0921 正村 小学６年生

6人
天野　又一

(洋生菓子製造⼯)

○静岡県技能マイスターとは
 平成18年度に創設。極めて優秀な技能を有し、技能伝承のために後進の指導・育成に尽⼒している技能者を「静岡県技能マイスター」として認定
する県の制度。小・中学校、高校の児童・生徒に対し、仕事の魅⼒などを語ってもらう「出前講座」の活動を通して、技能者の社会的評価の向上を
図っている。現在、現役の認定者は46人。 



提 供 日 2024/06/24

タイトル 無理のない範囲で省エネ・節電に御協力をお願いしま
す！

担　　当 経済産業部 産業革新局エネルギー政策課

連 絡 先 エネルギー政策班

TEL 054-221-2949

県民や事業者の皆様は無理のない範囲で省エネ・節電に御協力をお願いします！

令和６年度夏季電力需給対策を決定しました。

県も自ら率先して省エネ・節電対策に取り組みます。

１　国の夏季電力需給見通しと電力需給対策

・全国の全てのエリアで安定供給に最低限必要な予備率３％以上を確保する見込み
・国民や企業に対して、節電要請はせず、省エネ支援策、省エネ節電メニューの周知広報を行う。

２　県の夏季電力需給対策

【取組方針】

○令和６年６月から９月までの間、節電・省エネに重点的に取り組み、電力需要のできる限りの抑制を図る。
○県民や事業者に対して、生活や経済活動に無理のない範囲で、省エネ・節電への協力をお願いする。
○国が、令和４年10月から開始した国民運動「デコ活」(※１)の取組と普及に務める。
○本県の豊かな自然資源を活かした再生可能エネルギー等の導入を促進し、小規模分散型のエネルギー体系への転換によるエネル
ギーの地産地消及びエネルギーの脱炭素化を促進する。
（※１）2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向け、国民の行動変容・ライフスタイル転換を強力に後押しするための国民運動。

【省エネ・節電対策の取組内容】

＜県の取組＞

・快適な執務環境と省エネの両立を目指す空調運転
・照明の減灯（執務室窓際・通路、廊下等共用部の一部）
・電化製品（パソコン、事務機器等）の適正管理　
・夏季軽装化（クールビズ）の実施（５月７日から10月31日まで）
・県有施設の新築時のZEB(※２)化及び既存県有施設の省エネ改修　など
（※２）ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）：室内環境の質を維持しつつ、省エネ・創エネ技術の導入によりエネルギー消費量を正味ゼロにするこ
とを目指した建築。

＜県民・事業者への取組促進＞

・県民運動「ふじのくにCOOLチャレンジ」の推進
・企業脱炭素化支援センターを通じた中小企業の脱炭素化支援
・専門家派遣による中小企業者等の省エネ化　など

【エネルギーの地産地消・脱炭素化の推進】

・太陽光発電設備等共同購入支援事業による導入促進
・自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入に対する助成
・カーボンクレジットの活用・企業の脱炭素化の推進



提 供 日 2024/06/24

タイトル 高校生献血セミナーの実施
～輸血療法を受けたモデル・タレントの友寄蓮さんに
よる講演を行います～

担　　当 健康福祉部 生活衛生局薬事課

連 絡 先 薬事企画班

TEL 054-221-2412

高校生献血セミナーの実施
～輸血療法による治療を受けたモデル・タレントの友寄蓮さんによる講演を行います！～

　少子高齢化が進み、輸血用血液が必要となる高齢者が増える中、将来の献血を担う若い世代の献血者の減少が続いています。
　県では、献血開始年齢にあたる高校生に献血への理解を深めていただくことを目的として『献血セミナー』を実施しています。
　このたび、静岡県立駿河総合高等学校において、輸血療法による治療を受けたモデル・タレントの友寄蓮さんによる講演を行い
ます。

１ 献血セミナー
　(1) 日時

令和６年６月28日(金)　午後２時20分から３時10分まで
　(2) 場所

静岡県立駿河総合高等学校　体育館
（静岡市駿河区有東３丁目４−１７ ）

　(3) 参加人数
200名

　(4) 講演内容
　　　ありがとう献血　～100回の輸血でつながれた命～

２ 『献血セミナー』について
　県内の大学等及び高等学校に対し献血セミナーの開催を募集し、学生・生徒を対象に、静岡県赤十字血液センターが献血の講習
を行っている。
　講習は、映像・音声やパンフレット等の資材を用いて、献血や献血した血液のゆくえ、輸血を受けた患者の声などを講義形式で
伝え、献血に対する意識の高揚を図っている。

３ 取材、撮影等
　当日、取材いただける場合は、事前に学校へ御連絡ください。
（連絡先：０５４－２６０－６６８８　担当：養護教諭　杉山先生）



提 供 日 2024/06/24

タイトル 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動ヤング街頭キャンペー
ンの実施

担　　当 健康福祉部 生活衛生局薬事課

連 絡 先 薬物対策班

TEL 054-221-2413

令和６年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

ヤング街頭キャンペーンを実施します。
１　要旨

　薬物乱用問題は、全世界的な広がりを見せ、最も深刻な社会問題の一つとなっています。「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、薬
物乱用防止活動において、官民一体となり、国民一人一人の薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、国連総会決議による
「６．２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図ることにより、薬物乱用防止に資することを目的に、毎年６月20日から７月19日ま
での１ヶ月間に実施されています。
　特に、近年は次代を担う若者を中心に大麻事犯の検挙者数が急増しています。令和２年以降、本県においては、毎年100人を超
える若者が検挙されるなど、極めて憂慮すべき深刻な状況にあります。
　このような状況を踏まえ、県では本運動に合わせて、以下のとおり街頭キャンペーンを実施し、若者を中心とする県民の皆様に
薬物乱用防止を呼び掛けます。

２　静岡市内における街頭キャンペーン

実施日時 令和６年７月３日（水）７時50分～８時30分
実施場所 JR静岡駅構内
参加者 ・静岡県薬物乱用防止指導員

※

・静岡市保健所職員
・静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局薬物銃器国際捜査課職員
・静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課職員　　　　　　　　　　　約30名

その他 JR駅敷地内での取材、撮影等については、事前に以下の連絡先への連絡・手続等が必要になりますので、直接お申
し込みください。
連絡先：東海旅客鉄道株式会社　静岡支社広報

※静岡県薬物乱用防止指導員
　薬物乱用防止を目的とした啓発活動、相談、指導等を行うため、社会的に指導者の立場にある保護司、薬剤師、ライオンズクラブ会員を中
心に静岡県知事が委嘱している方（県内で320人）

３　その他の地域における街頭キャンペーン
 実施日  時間  場所  担当保健所  連絡先
 ６月27日（木）  7:40～8:20  県立下田高等学校  賀茂保健所  0558-24-2057
 ６月27日（木）  7:15～8:00  JR沼津駅北口  東部保健所  055-920-2107
 ７月10日（水）  7:45～8:30  JR藤枝駅  中部保健所  054-644-9289



提 供 日 2024/06/24

タイトル 小林製薬株式会社の紅麹を含む健康食品に関する情報
について（第33報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-3358

－危機管理情報－

１ 概要

大阪市が令和６年３月27日に回収を命じた小林製薬株式会社の紅麹原料を使用した健康食品について、静岡県内でも関連が疑われる患

者がこれまで確認されています。４月以降に発症した患者は、現時点では確認されておりませんが、引き続き、 これらの 製品 の 使用 の 中止及

 び 無症状 でも 最近 まで 使用 していた 方 の 医療機関 の 受診 をお 願 いします 。 また 、 健康被害 が 確認 された 場合 は 、 最寄 りの 保健所 に 連絡 を

 してください 。

２　回収命令の対象食品（現在、静岡県内で販売されていない）　

（１）紅麹コレステヘルプ

（２）ナイシヘルプ＋コレステロール （販売地域：北陸地区）

（３）ナットウキナーゼさらさら粒ＧＯＬＤ （販売地域：広島県）

３ 静岡県内の健康被害状況（６月17日～６月23日）

静岡県内で、前週、関連が疑われる患者が２人確認されました。患者はともに上記（１）紅麹コレステヘルプを使用していました。

静岡県 静岡市 浜松市 合計

前週新規

（6/17～6/23）
 ２（０） ０(０) ０(０)  ２（０）

患者数

累計 43（４） 15(２) 22(１)  80（７）

*  健康被害が疑われたことにより、県及び政令市が国に報告した人数、（　）は入院

４ その他

　次回は７月１日に、６月24日から６月30日の健康被害状況についてお知らせします。

　静岡県の健康被害状況、自主回収情報等は衛生課のホームページでお知らせします。

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
この他、小林製薬株式会社が製造した紅麹原料に関連した食品のリコール情報については、厚生労働省ホームページを参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html

５　県内保健所一覧

賀茂健康福祉センター（賀茂保健所）　　 0558-24-2054

熱海健康福祉センター（熱海保健所）　　 0557-82-9116

東部健康福祉センター（東部保健所）　　 055-920-2102

御殿場健康福祉センター（御殿場保健所） 0550-82-1223

富士健康福祉センター（富士保健所）　　 0545-65-2154

中部健康福祉センター（中部保健所）　　 054-644-9283

西部健康福祉センター（西部保健所）　　 0538-37-2245

静岡市保健所　　　　　　　　　　　　　           054-249-3161

　　　 浜松市保健所　　　　　　　　　　　　　           053-453-6114

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/eiseiyakuji/shokuanzen/kohyo/1062481.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html


提 供 日 2024/06/24

タイトル 【富山・石川・静岡連携事業】チェックインラリー及
びバイクラリーイベントの実施

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光振興課

連 絡 先 観光振興班

TEL 054-221-3684

【富山・石川・静岡連携事業】

チェックインラリー及びバイクラリーイベントの実施について

　日本三霊山（立山・白山・富士山）を結ぶルートについて、スマートフォンアプリを活用したチェックインラリー（デジタルス
タンプラリー）を実施するとともに、バイクラリーイベントを開催します。

１ 日本三霊山チェックインラリー

イベント名 日本三霊山チェックインラリー

内　容

三霊山信仰の拠点となる神社や周辺観光地に設定された対象スポットをま
わり、アプリを起動してポイントを集めます。
集めたポイントに応じて、応募フォームから３県の特産品が獲得できる抽選
に参加できます。

日　時 令和６年７月１日（月）～令和６年１１月３０日（土）

参加方法 スマートフォンアプリ「日本三霊山巡り」をダウンロードすることで、どなた
でも参加することができます。

対象スポット 300ヵ所（立山・白山・富士山の各エリア１００ヵ所）

賞及び賞品

エリア制覇数及び獲得したポイント数に応じて、抽選で合計１５０名様に３県
の特産品をプレゼントします。
（１）各地域制覇賞
　　　全エリア１０ポイント以上（合計３０ポイント以上）獲得で応募可
　　　３県の特産品の中から抽選で１５，０００円相当の特産品をプレゼント

（２）２地域制覇賞
　　　２エリア１０ポイント以上（合計２０ポイント以上）獲得で応募可
　　　３県の特産品の中から抽選で５，０００円相当の特産品をプレゼント

（３）参加賞
　　　１ポイント以上獲得で応募可
　　　３県の特産品の中から抽選で１，０００円相当の特産品をプレゼント

その他
期間中、ＮＥＸＣＯ中日本及びＮＥＸＣＯ東日本から、お得に３県を周遊でき
る「三霊山周遊ドライブプラン」が販売されます。チェックインラリーに参加
する際にもご活用いただけます。

２ 日本三霊山バイクラリーイベント

イベント名 日本三霊山バイクラリーイベント

内　容

日本三霊山を周遊するバイクラリーイベントを開催します。富士山五合目
（静岡県御殿場市）を出発し、指定のスポットを周遊して、白山一里野温泉
スキー場（石川県白山市）で開催されるゴールイベントへの参加を目指しま
す。

日　時 令和６年１０月２６日（土）・２７日（日）

コース
 ２６日に富士山五合目(富士山御殿場口新五合目第３駐車場)から一斉ス
タート。
翌２７日に白山一里野温泉スキー場でゴールを迎えます。

参加方法 （一社）日本ライダーズフォーラムのエントリーサイトから参加申込ができま
す。　　 (７月中に応募受付を開始予定)

その他

イベントは、ＳＳＴＲ
※
を手がける（一社）日本ライダーズフォーラムと連携して

実施しています。
イベントの詳細については、（一社）日本ライダーズフォーラムのエントリー
サイトに掲載します。（７月中に公表予定）

※ＳＳＴＲ（サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー）とは
世界的なオートバイ冒険家・風間深志氏が発案したオートバイによる独創的なツーリングイベント。「Chasing the Sun」（太陽
を追い駆けろ）をテーマに、日の出とともに自身で定めた日本列島の東海岸からスタートし、日没までに日本海の千里浜にゴール
をするという基本ルールのもと、全国から集ったライダー同士で交流を深めることを目的とした自己完結型のラリーです。

〈日本三霊山連携事業〉
富士山、立山、白山（三霊山）を擁する静岡県、富山県、石川県の３県が連携・協力し、地域振興と交流拡大を目的とした事
業に取り組んでいる。
富山県富山市で歌い継がれている民謡「越中おわら節」に、次のように歌われている。

＜越中おわら節の一節＞
～ 越中（富山）で立山　　加賀（石川）では白山

駿河（静岡）の富士山　　三国一だよ ～





提 供 日 2024/06/24

タイトル 生命（いのち）のメッセージ展inしずおか（７月、９
月）

担　　当 くらし・環境部 県民生活局くらし交通安全課

連 絡 先 交通安全班

TEL 054-221-2104

【心で学ぶ交通安全「いのち」の教育】

生命（いのち）のメッセージ展　in　しずおか

～令和６年度も県内高等学校で開催～

　県では、県内高校等を対象に命の大切さを伝える「生命（いのち）のメッセージ展」を平成２９年度から開催しています。
　今年度は高校１３校での開催を予定しており、７月、９月は下記の３校で開催します。
　８月の開催はありません。

※　生命（いのち）のメッセージ展とは
　ＮＰＯ法人いのちのミュージアム（東京都日野市）が実施する生命の大切さを伝えるためのパネル展示会です。
　交通事故などの犠牲者の人型パネルに、一人一人の素顔や遺族の綴ったメッセージ、そして、[生きた証]である遺品の[靴]が添えられてい
ます。いのちのミュージアムでは、この人型パネルとなった犠牲者たちのことを、生命の大切さを伝える[メッセンジャー]と呼んでいます。

記

１　実施計画
期間 実施校 展示内容

展示開始
７月　１日(月)午後２時
展示終了
７月　５日(金)午後１時

袋井高等学校
（袋井市愛野2446-1）

展示開始
７月　８日(月)午後２時
展示終了
７月１２日(金)午後１時

富士高等学校
（富士市松本17）

展示開始
９月２４日(火)午後２時
展示終了
９月２７日(金)午後１時

清流館高等学校
（焼津市上新田292-1）

メッセンジャー
20体の展示

２　取材に関するお願い
　　撮影条件等について各校に確認するため、取材日直近の開庁日正午までに上記担当班まで連絡をお願いします。

参加者募集告知　　　催事等の当日取材　　　実施事業等の紹介　　　調査結果の公表



提 供 日 2024/06/24

タイトル 「やさしい日本語」けっこう通じる。84％
静岡駅地下道で「やさしい日本語」広報を実施しま
す！

担　　当 知事直轄組織 地域外交局多文化共生課

連 絡 先 地域外交局多文化共生課

TEL 054-221-3316

「やさしい⽇本語」けっこう通じる。84％
静岡駅地下道で「やさしい⽇本語」広報を実施します︕

１ 要旨

静岡県には120以上の国と地域の約11万⼈の外国⼈県⺠が暮らしています。「やさしい⽇本語」を多くの皆様に知って、使ってもらうことで、“⾔葉の
壁のない静岡県”を⽬指しています。しかしながら、県⺠の「やさしい⽇本語」の認知度は５割強に留まっています。

「やさしい⽇本語」認知度向上のため、より多くの方に⾒ていただくことができる、静岡駅地下道ショーウィンドー電照看板掲⽰にて広報を実施しま
す。

２ 実施概要
掲載期間 令和６年６⽉28⽇（⾦） 午前11時 から 令和６年７⽉31⽇（⽔）

場所 静岡駅前地下道ショーウィンドー 松坂屋前
仕様 横1400mｍ × 縦 804mm（⾒え寸 横1372mm×縦770mm)  電照看板。

ねらい

「やさしい⽇本語」であれば、私たちが想像する以上に、外国⼈の方に⽇本語は伝わりま
す。
多くの方にそのことを知っていただき、「やさしい⽇本語」を使うことで、外国⼈の方との
コミュニケーションが促進されることを期待しています。

管理 県広聴広報課

その他
キャッチフレーズの作成にあたっては、広聴広報課広報アドバイザーの助⾔を受けた後、地
域外交局内投票により、決定しました。

  
（参考）「やさしい⽇本語」とは

「やさしい⽇本語」は、難しい⾔葉を⾔い換えるなど、相⼿に配慮したわかりやすい⽇本語のことです。

1995年の阪神・淡路⼤震災を契機に、災害発⽣時に、⽇本語が不慣れな外国⼈に、素早く的確に情報を伝えることを⽬的に考案されました。

 外国⼈、⼦どもや⾼齢者、障害のある⼈など、様々な⼈に役⽴つ表現方法の⼀つです。



提 供 日 2024/06/24

タイトル 第７２回静岡県統計グラフコンクール作品募集！

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局データ活用推進課

連 絡 先 データ活用推進班

TEL 054-221-2298

第72回静岡県統計グラフコンクール作品募集！
　夏休みなどを利用して、自分の好きなことや興味のあることについて調べた結果を統計グラフにまとめてみませんか。
　統計グラフを作ることにより、物事を客観的に見る力や論理的に考える力が身につきます。

主催：静岡県、静岡県統計協会、静岡県教育研究会
後援：静岡県教育委員会、県内報道機関等

テーマ 自由です。ただし、小学校４年生以下は、児童が自ら観察又は調査した結果を
グラフにしたものとします。

応募資格 県内の小・中学生、高等学校以上の生徒、学生及び一般

応募作品のサイズ Ｂ２版（72.8cm×51.5cm）

応募方法・提出締切日

募集要領に記載のとおり。

・公立の小・中学校の児童及び生徒は、令和６年８月30日（金）までに各市町
教育委員会へ提出。

・その他の学校の児童、生徒、学生及び一般の方は、令和６年８月30日（金）
までに静岡県統計協会へ提出。

表彰

県知事賞、県教育長賞、報道機関賞など。

優秀作品は、全国コンクールに出品します。

また、令和６年11月下旬に開催する「令和６年度静岡県統計功労者表彰式」に
おいて表彰します。

その他

詳しくは、「グラーフ博士の統計工場」を御覧ください。

作品の募集要領と過去の優秀作品を掲載しています。

「グラーフ博士のとうけい工場」 
https://toukei.pref.shizuoka.jp/kids/concours/index.html   

https://toukei.pref.shizuoka.jp/kids/concours/index.html???


提 供 日 2024/06/25

タイトル 不動産鑑定に関する住民監査請求に係る支出に関する
住民監査請求の監査結果

担　　当 監査委員事務局 監査課

連 絡 先 監査班

TEL 054-221-2927

（要旨）
令和６年４月25日に受け付けた「不動産鑑定に関する住民監査請求に係る支出」に関する住民監査請求について、監査を実施した結果、棄却する

ことを決定し、６月24日に請求人に通知した。

（概要）
１　件名　　

不動産鑑定に関する住民監査請求に係る支出に関する住民監査請求

２　請求人　
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1　星野　光央（ほしの　みつお）

３　監査対象機関
静岡県出納局集中化推進課

　　静岡県監査委員事務局総務課
　　静岡県監査委員事務局監査課

４　請求の要旨
・だれが。（県の執行機関又は職員）：

監査委員４名（うち１名は既に退職済）

識見 常勤（代表） Ａ 令和２年４月1日 令和２年11月１日代表就任

識見 常勤 Ｂ 令和２年11月１日  

議員 非常勤 Ｃ 令和５年５月19日  

議員 非常勤 Ｄ 令和５年５月19日

の指揮監督の元、監査委員事務局総務課
・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。：

支出した主体は監査委員事務局総務課だが、「都道府県は監査委員に事務局をおく」（地方自治法第200条）、とある。事務局の上に、監査委員
がいる。指揮監督権も有している。実質的に、支出は、監査委員の指揮の下、行ったと考えている。

不動産鑑定に係る支出・監査結果等　静岡県監査委員告示第16号（以下、当該監査結果という）における、それらに関わる全ての支出
≪監査委員事務局職員の交通費≫

令和５年10月31日　6,180円
令和５年10月31日　6,780円　合計12,960円　（甲第１号証）

≪陳述機会の録音データの速記料≫
令和５年10月13日　40,095円　（甲第２号証）

≪監査委員の給料≫
常勤監査委員への給料　　745,000×２人×１月分＝1,490,000円
（支出記録の公開請求を試みたが、膨大な資料となると言われ断念した）
非常勤監査委員への給料　35,500×２人×３日＝213,000円（甲第３号証）
常勤は１ヶ月分、非常勤出勤日　9月11日、9月22日、10月17日の３日（他にもあるだろうが、特定できないため）とした（甲第４号証、甲第５号証）。

それぞれ、令和５年10月10日、令和５年11月10日が支出日である。　
・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。：

公平、公正な調査を行わず、客観的かつ独立的な監査ではなかった。地方自治法違反である。詳細は、別途提出する。
交通費の支出は、調査のための職員の移動費であるが、これは監査委員の指揮監督下にある職員の、監査委員の命によるものである。監査結果

を報告するために、監査を行うための調査の一環である。監査委員には、法令により、職務義務があるが、この調査は、その義務違反である。法令違
反である。違法な職務により出された監査結果は、違法である。その違法な監査結果を作成、公表するために支出された費用（速記料、給料）も含
め、全て違法である。

・その行為により、どのような損害が県に生じているのか。：
違法な監査結果を作成、発表するために使われた支出の全てが損害
監査委員が公正、公平な監査を実施していないという不名誉を静岡県民が負わされた。

・どのような措置を請求するのか。：
静岡県知事が、当該監査委員を罷免すること。
当該監査委員を罷免しないのであれば、職務義務を果たすように、監査委員に対し、権限を有する者から厳重注意すること。
当該監査委員が職務義務を果たさなかった真の原因を究明し、対策を講じ、公表すること。
当該監査委員が職務義務を果たさず発表された当該監査結果を、取り消すこと。
当該監査結果を取り消すことができないのであれば、当該監査結果が、公正、公平な調査に基づく、客観的かつ独立的な監査ではないことを、今

回の監査結果に明示すること。

５　監査結果
県には「違法若しくは不当な公金の支出」は存在しないので、請求人の主張に理由があると認めることはできず、本件措置請求は棄却する。



監査結果のポイント

１「請求人の主張に理由があると認めることはできない」とした主な判断根拠

(1) 監査委員事務局職員への旅費、速記業者への速記料、監査委員への給与等の支出が違法又は不当であるとする理由はない。
・　最高裁平成４年12月15日第三法廷判決（民集第46巻９号2753頁）は、財務会計行為に先行する行為に違法事由が存在する場合の財務会計行

為の違法性について、「当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する
原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法な
ものであるときに限られると解するのが相当である。」と判示している。

・　原因行為とは、財務会計行為の直接の原因ないし前提となる非財務会計行為であって、当該非財務会計行為により具体的な財務会計行為が直
接義務付けられる関係にあるものをいうと考えられている（新版実務住民訴訟（株式会社ぎょうせい））。監査結果を出すに当たり、協議会の開催、
調査、陳述の機会の設定等を行うが、監査結果が直接、旅費、速記料、給与等の支出を義務付けているものではなく、監査結果を個別の支出に
当たって見直すというものでもない。このため、原則として監査結果は財務会計行為の原因行為には当たらないと考えられる。監査結果の内容に
より旅費、速記料、給与等の支出が違法・不当となるとは言えないことから、本監査においては、監査対象に係る監査結果の当否は判断の対象と
はしていない。

・　集中化推進課は、監査委員事務局職員への旅費、監査委員への給与等について、監査課から提出された支出の根拠となる書類を基に、旅行命
令簿、非常勤の監査委員の出役の確認等を行い支出命令を行っている。

・　監査委員事務局総務課は、速記料について、速記録の検収が行われていることを確認し、見積書を徴して定めた時間当たりの単価及び意見陳
述に要した時間に応じて支出命令を行っている。

(2) 「違法若しくは不当な公金」の支出はしていない。
(1)に記載したとおり監査結果により財務会計行為が違法・不当となると言うことはできず、また、監査に伴う旅費、速記料、給与等に係る額及び支払い

手続きについても静岡県財務規則等に反しているとは認められない。
したがって、「違法若しくは不当な公金の支出」は存在しない。

２　結論

以上のことから、請求人の主張に理由があると認めることはできない。 



提 供 日 2024/06/25

タイトル 開発審査会の開催に係る日当交通費の支出に関する住
民監査請求の監査結果

担　　当 監査委員事務局 監査課

連 絡 先 監査班

TEL 054-221-2927

令和６年４月25日に受け付けた「開発審査会の開催に係る日当交通費の支出」に関する住民監査請求について、監査を実施した結果、棄却す
ることを決定し、６月24日に請求人に通知した。

（概要）
１　件名　　

開発審査会の開催に係る日当交通費の支出に関する住民監査請求

２　請求人　
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1　星野　光央（ほしの　みつお）

３　監査対象機関
静岡県交通基盤部都市局土地対策課
静岡県出納局集中化推進課

４　請求の要旨
・だれが。（県の執行機関又は職員）：

交通基盤部　都市局　土地対策課
・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。：

開発審査会の委員に対して、費用（日当交通費）等を支出した。
違法に開催された開発審査会は、令和５年９月28日(木)と令和５年11月30日(木)の２回である（甲第１号証、甲第２号証）。

　開催日 支払総額 　

９月28日 63,582 円

11月30日 55,606 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　119,188円
支払年　令和５年　とある。現在令和６年であるから、支出してから１年以内であることは示されている（甲第３号証）。

・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。：
支出の前提となる開発審査会の開催自体が、代表が欠席した。これは要件を欠いたものであった。つまり、違法な手続きによるものであった。
要件について、
第１ 静岡県開発審査会条例　昭和44年12月10日静岡県条例第44号によれば、

（会長）
第３条審査会に会長を置く。
２　会長は、委員の互選によつて定める。
３　会長は、会務を総理する。
４　会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
（会議）
第４条審査会は、会長が招集する。
２　審査会は、会長及び３人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
３　審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決する
ところによる。

（甲第４号証）
また、静岡県の会議開催要項からの抜粋である。

令第43条法第78条第８項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一　開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。
二　会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理す
るものとする。

三　開発審査会は、会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同
じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。

四　開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決する
ところによるものとする

（甲第５号証）
要件は、「会長の出席」と「委員の過半数の出席」であるが、会長が欠席した。その理由も、唯一認められる「事故」ではなかった。県職員からの回

答（甲第６号証）によれば、本業等による理由で２度欠席し、欠席理由を証明する書面の提出もしていない。この時点で、会長を務めることはできな
いことを自ら実証したと言える。そして、法令に基づかない「会長代理」という役職を設け、開催した。その開発審査会は違法に開催されたのであり、
無効である。
少し説明させてもらうが、これは奇妙である。開発審査会は、法令に基づき会長を定めている。会長代理が常設されていることに違和感がある（甲

第７号証）。法令に基づく、正当なものなのか。どのような法令根拠に基づいて、会長代理を常設しているのか。会長と会長代理は同じではない。
これは証拠に基づく推察であるが、明確に、条例や会議開催要項を熟知した者の仕業であろう。事故があるとき以外は、会長代理とならないこと

を知っていたのだろう。事故以外に、会長代理とすれば、違法であることが明らかになってしまう。かといって、会長（責任者）が不在のまま開催すること
もできない。そこで、「代理」という通常ありそうな立場を作り上げ、常設することで疑念を持たせないようにし、その「会長代理」を設けておいたのではな
いか。その結果、絶対に法令等に従わなければならない立場の静岡県職員が錯誤に陥り、会長が事故でもないのに欠席したまま、会長代理という
法的な根拠もなく、ありそうな立場を設定することで、開催することにこぎつけたのではないか。
土地対策課にすぐに再質問した（甲第８号証）が、未だ回答がないまま約80日が経過した。公務員の懲罰対象事由である「虚偽報告」を避ける

ために用いられる「回答しない」という常套手段のように思われる。
この請求を機に、全てを知る委員及び職員が監査委員に何と答えるか。その回答が、これらの経緯を詳らかに明らかにしてくれるだろう。法令上、そ

の誰もが虚偽を述べることはできない。条例の条文、会議開催要項の文言を、知っていたのか、知らなかったのか。知りながらの故意か、重過失か、
過失か、錯誤か。何か原因がなければ、絶対に起こり得ないことである。
いずれであっても、開発審査会の開催に係る手続きが違法である以上、それら開催に関わり支出した行為、全てが違法である。

・その行為により、どのような損害が県に生じているのか。：



当該開発審査会を開催するために支出した全額（119,188円）。
開発審査会が、違法に開催された事実が存在することにより、静岡県開発審査会に対する社会的信用が崩壊したこと。
開発審査会で、審議したことが全て無効である。開発審査会のやり直しが必要となる。どれだけの市町村、申請者に被害、迷惑をかけることにな

るか。損害は計り知れない。
・どのような措置を請求するのか。：

開発審査会会長の即時解任。
他の開発審査会の委員も、要件を欠く違法で無効な開発審査会の開催に関わる程度に応じた厳重な処分（解任もあり得る）。
委員に支出した全額（119,188円）の返還請求。
二度とこのように要件を欠く、違法な手続きで無効な開発審査会を開催しないために、原因を究明した上で、法令等に照らし、職員が職務を遂

行できる環境を整えることを求める。その際、相手が、専門家であろうが、間違っていることは間違っていると強く言わねばならないことを、静岡県職員
一同が認識し、専門家に対し、臆することなくハッキリと言える職員となるよう、「部課長」をしっかりと教育することを求める。これは部課長の責任であ
る。担当職員に責任を押し付けるような卑怯な上司は、直ぐに、その地位から離れさせることを求める。相応しくない者なのだから。

５　監査結果
県には「違法若しくは不当な公金の支出」は存在しないので、請求人の主張に理由があると認めることはできず、本件措置請求は棄却する。



監査結果のポイント

１「請求人の主張に理由があると認めることはできない」とした主な判断根拠

(1) 静岡県開発審査会委員への報酬及び旅費の支出は違法又は不当ではない。
・　静岡県開発審査会条例第３条の「開発審査会会長に事故あるとき」についての解釈・運用を定めたものはないが、地方自治法第152条において

「普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。」との規定があり、その解釈
について逐条地方自治法（学陽書房）によれば「事故があるときとは、長期又は遠隔の旅行、病気その他なんらかの事由によりその職務を自ら行
い得ない場合をいう。」とされている。また、平成23年８月11日付け、通達甲（総.企.管）第５号、「警視総監の職務代行者に関する規程の運用につ
いて」における規程の解釈では、「事故があるとき」とは、長期又は遠隔の旅行、病気等の事由により職務を行うことができない場合をいい、該当す
るか否かは、客観的状況から個別に判断する。」としており、本条例においても同様に解釈するのが相当と考えられる。

会長は、令和５年９月28日開催の開発審査会を、本業の弁護士業務で県外に出張することとなったため欠席し、同年11月30日開催の開発審査
会はインフルエンザに罹患したために欠席したが、いずれも本条例第３条の「会長に事故あるとき」に該当するものである。また、会長の欠席に際
し、本条例第３条に基づき、会長代理により開催することについて各委員の了承を得ている。

したがって、同日の開発審査会において、会長代理により開催したことは、何ら違法なものではない。
・　集中化推進課は、土地対策課から提出された報酬・報償支払名簿及び支出の根拠となる書類を基に、出席者の確認、旅行経路の確認等を行い

支出命令を行っている。
・　これらの点を踏まえれば、静岡県開発審査会の開催が違法又は不当であるとはいえず、静岡県開発審査会委員へ報酬及び旅費を支出したこと

は問題ない。

(2) 「違法若しくは不当な公金」の支出はしていない。
(1)に記載したとおり静岡県開発審査会委員への報酬及び旅費の支出が違法又は不当であるとする理由はなく、報酬額等及び支出手続きにつ

いても静岡県財務規則等に反しているとは認められない。
したがって、「違法若しくは不当な公金の支出」は存在しない。

２　結論

以上のことから、請求人の主張に理由があると認めることはできない。 



提 供 日 2024/06/25

タイトル 維持会員の会費に係る支出に関する住民監査請求の監
査結果

担　　当 監査委員事務局 監査課

連 絡 先 監査班

TEL 054-221-2927

（要旨）
令和６年４月25日に受け付けた「維持会員の会費に係る支出」に関する住民監査請求について、監査を実施した結果、棄却することを決定し、６

月24日に請求人に通知した。

（概要）
１　件名　　

維持会員の会費に係る支出に関する住民監査請求

２　請求人　
浜松市中央区雄踏町宇布見5211-1　星野　光央（ほしの　みつお）

３　監査対象機関
静岡県経営管理部資産経営課

４　請求の要旨
・だれが。（県の執行機関又は職員）：

経営管理部　財務局　資産経営課
・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。：

令和５年４月19日ごろ
一般財団法人日本不動産研究所に対して、
維持会員（特別会員）会費として、
150,000円の支出を行った、とされている。
（請求書では５月末までとされている）
昭和37年５月８日に入会し、その後、62年間毎年欠かさず、会費を支出してきたようである。その間同じ金額であったとすれば、累計で930万円とな

る。手元にある資料は６年分（甲第１号証）なら90万円である。
・いつ、どのような財務会計行為を行ったのか。：

令和６年４月に
一般財団法人日本不動産研究所に対して、
維持会員（特別会員）会費として、
150,000円の支出を行った。
４月23日に担当職員に確認したが、「４月に支出した」とのことであった。情報公開請求を４月17日に行っており、近日中に、証拠を揃えて提出する

予定である。
令和６年について、過去の証拠や経緯からも十分推測ができること、既に情報公開請求を行ったこと、県職員の回答等を踏まえて、受付することは

十分可能であると考えている。法律上、受付後に、補正することも可能なのだから。その補正の一部として、揃った時点で証拠を提出する予定であ
る。

・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか。：
条例違反である。自由な競争をゆがめており、不当である。
会費の対価として、鑑定評価の報酬が15％減となる。これは、価格競争になじまないとしている鑑定評価報酬は、公共事業の場合、公的な算出方

法が定められているにも関わらず、静岡県はそのことを知りながら、受注先の選択に影響を与え、不当に価格競争をゆがめている。これは、監査委員
も、監査結果で意見を付した内容でもある。引用する。

県は、「静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する条例」において、
中小企業者の受注機会の増大に努めるものとされていることから、公正かつ自由な競争を阻害す
ることなく、公平性を確保しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に配慮して、監査対象機関
は、今後の不動産鑑定業者の選定方法について見直しを検討されたい

その発注先の偏りが、とんでもないことになっている。直近５年間において、静岡県西部地域で45件発注した内、39件が特定の業者である（甲第２
号証）。85％超えである。不動産鑑定士の先輩も憂いている（甲第３号証）。

公正かつ自由な競争を阻害することなく、地域の中小企業者の受注機会の増大に努めるものとされている条例にも、真っ向なら反する結果となっ
ている。

１回あたり15％減により、会費の15万円を上回って、静岡県の支出を減らすことができれば、地域の中小企業者の受注機会など知らぬ、存ぜぬと
いう立場であることは明白である。条例無視も甚だしい職務行為である。

また、このような形で、会員となり、会員特典として、報酬を減額できる制度が認められるのなら、他の業者に対しても同様の会員制を認めなければ
ならない。希望する全ての不動産鑑定業者に対して、年間15万円払わなければならない。西部地域でも約20ある。例えば、私も会員制を開始し、会
員登録を希望すれば、静岡県に会費を払ってもらえるのか。同じく報酬額を15％減としよう。静岡県の仕事を受ける予定など全くないが、それでも
15万円支払うのか。毎年最大で300万円払わなければならない。年間15万円を支払うということは、静岡県は発注する前提であろう。静岡県条例をな
きものにした財政支出行為である。前例踏襲することに終始し、どのような結果を引き起こすことになるのか、まるで理解していない。条例とやっている
ことが、不整合である。

その結果、静岡県で何が起きているのか。直近５年間で1000万円以上の仕事発注した先から、鑑定評価に関する誤った考えを教え込まれた可能
性を否定できない。既に明らかになっていることもあるが、これからより一層明らかとなるだろう。

・その行為により、どのような損害が県に生じているのか。：
令和５年・令和６年支出した会費　150,000円/年　
静岡県でありながら、静岡県条例に反し、不当に自由な競争をゆがめ、自己中心的な組織であることが認識され、信用を失った。

・どのような措置を請求するのか。：
静岡県は維持会員から即時脱会すること。返還は求めない。一般財団法人日本不動産研究所に、今のところ非はない、と考えている。
静岡県は、静岡県条例を遵守し、自由な競争を不当にゆがめる維持会員に、二度と入会しないよう対策を講じること。

５　監査結果
県には「違法若しくは不当な公金の支出」は存在しないので、請求人の主張に理由があると認めることはできず、本件措置請求は棄却する。



監査結果のポイント

１「請求人の主張に理由があると認めることはできない」とした主な判断根拠

(1) 維持会員となることが違法又は不当であるとする理由はない。
・　維持会員となっている理由は鑑定評価料の割引を受けられること以外にも、不動産鑑定士が講師となり無料で研修を行ってもらえること、機関誌

の配付により業務上役に立つ情報を得られること、無料相談ができることなどである。とくに、無料相談については、日頃から個別具体的な案件等
について相当数相談をかけており、一般財団法人日本不動産研究所の不動産鑑定士に現地に行ってもらうこともある。維持会員になったことに
よって、実際にこれらのメリットを享受していることが認められる。他方で、維持会員になっても一般財団法人日本不動産研究所への不動産鑑定評
価の発注が義務付けられるわけではなく、一般財団法人日本不動産研究所以外の不動産鑑定業者に不動産鑑定評価を依頼することはできる。

したがって、県が維持会員となることをもって法令違反であるとは言えない。
・　請求人は、公共事業に係る不動産鑑定評価報酬基準により鑑定評価報酬が決まっているにも関わらず資産経営課が割引を受け不当に価格競

争をゆがめていると主張する。公共事業に係る不動産鑑定評価報酬基準とは、中央用地対策連絡協議会に加盟している国の機関等が、公共用
地取得等の際に必要とする不動産鑑定の報酬に係る予定価格を算定する場合に使用している基準である。

一方で、国においては、国有財産の不動産鑑定評価等を不動産鑑定業者へ依頼する場合、「国有財産等の評価に係る不動産鑑定業者の選
定方法について（令和元年９月24日財理第3228号）」において、大規模なものや鑑定評価等に高度な技術を要すると認められる場合等を除き価
格競争を原則とすることとされており、公共事業に係る不動産鑑定評価報酬基準を採用していない。さらに地方自治法上、契約の相手方の決定
方法の原則は価格競争であり、これらの点を踏まえれば、県有財産の評価にあたり、公共事業に係る不動産鑑定評価報酬基準と異なる鑑定報酬
額を採用し割引を受けたとしても法令違反には当たらない。

・　請求人は、県が維持会員となることで特定の不動産鑑定業者に発注が集中し、静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に
関する条例等に違反しているとも主張しているが、同条例第３条３項は「この条例による中小企業者の受注機会の増大は、公正かつ自由な競争を
阻害し、又は制限するものであってはならない。」と規定し、契約相手の決定方法は価格競争の原則が前提であるとしており、また上記のとおり、県
が維持会員となることも、鑑定手数料の割引を受けることも法令違反には当たらないことから、同条例違反にはあたらない。県の不動産鑑定業者の
選定については、令和６年２月５日付けの資産経営課長に対する天竜職員住宅の不動産鑑定に係る支出に関する住民監査請求の監査の結果に
ついての通知において、条例の趣旨を踏まえ、公正かつ自由な競争を阻害することなく、公平性を確保しつつ、中小企業者等の受注機会の増大
に配慮して、監査対象機関は、今後の不動産鑑定業者の選定方法について見直しを検討するよう意見したところであるが、契約相手の決定方法
は価格競争の原則が前提であることを踏まえつつ、引き続き、不動産鑑定業者の選定方法について見直しするよう求める。

(2) 「違法若しくは不当な公金」の支出はしていない。
(1)に記載したとおり維持会員となることが違法又は不当と言うことはできず、また、会費の支払い手続き等についても静岡県財務規則等に反して

いるとは認められない。
したがって、「違法若しくは不当な公金の支出」は存在しない。

２　結論

以上のことから、請求人の主張に理由があると認めることはできない。 



提 供 日 2024/06/25

タイトル ＡＯＩプロジェクト「オープンイノベーション型事業
化促進事業費補助金（ＳＤＧｓ貢献型）」の採択

担　　当 経済産業部 農業局農業戦略課

連 絡 先 先端農業推進室

TEL 055-955-9111

オープンイノベーション型事業化促進事業費補助金
（SDGs貢献型）の採択について 
  
（要旨） 
　静岡県が取り組む「ＡＯＩプロジェクト」において、民間事業者が行う事業化への取組を公募し、審査の結果、２件を採択しま
した。 
　本事業を通じて、農業関連分野におけるＳＤＧｓへの貢献に向け、科学技術を活用した環境負荷軽減と生産性・収益性の向上を
両立する事業化を支援していきます。 
  
○採択事業の概要 

コンソーシアム名
（代表機関） 事業計画の名称 事業計画の内容 

光合成最適化AIによる環境
制御システム開発コンソー
シアム
（株式会社HappyQuality 
:浜松市）

光合成最適化AIに
よる環境制御シス
テム開発 

・環境負荷軽減に貢献するため、気孔開度と
しおれ値を含む環境データを統合し、AI環境
制御システムを開発する。 
・作物の光合成活性を推定し、最適な環境制
御を行い、水・肥料・農薬の使用量削減、暖
房費や労働力削減を目指す。

干し芋生産加工を通じて御
前崎農地再生６次化コン
ソーシアム
（株式会社ヤマウメ:牧之
原市） 

干し芋生産加工を
通じて御前崎農地
再生６次化推進事
業 

・荒廃農地を効率的に再生し、最短で高品質
のサツマイモの生産をするとともに、厳密な
衛生管理の下で干し芋に加工して廃棄率を低
減させ、商品化・販売することで収益性を向
上させる。

【参考１】オープンイノベーション型事業化促進事業（SDGs貢献型）の概要 

項　目 内　　　容

補助対象事業
科学技術を活用した環境負荷軽減と生産性・収益性向上を両立させる革新的
な農業生産技術、作業機器等の開発を通じ、農業関連分野におけるSDGs（環
境負荷軽減）への貢献に向けた事業化を進める取組

補助対象者
民間事業者等二者以上で構成された「コンソーシアム」
※民間事業者等のうち半数以上は、静岡県内に事務所又は事業所を有する者
※代表機関は県内民間事業者

補助率 事業の実施に要する経費の２分の１以内
補助期間 ３年以内（事業化目標５年以内）
限度額 1,000万円／年　※3,000万円／３年

【参考２】
・ＡＯＩプロジェクト
　先端的な科学技術の活用による革新的な栽培技術開発を進め、農業の飛躍的な生産性向上を図るとともに、産学官金の参画を得
て、農業を軸とした関連産業のビジネス展開を促進するプロジェクト
・オープンイノベーション
　複数の主体による協働のもと、技術やアイデア、サービス、その他事業化のための資源を組み合わせ、革新的で新しい価値を創
出するイノベーション手法と定義



提 供 日 2024/06/25

タイトル ～「子どもたちを交通事故から守る！」～交通指導員
による「夏の一斉街頭指導」を実施します

担　　当 くらし・環境部 県民生活局くらし交通安全課

連 絡 先 交通安全班

TEL 054-221-2104

～「子どもたちを交通事故から守る！」～

交通指導員による「夏の一斉街頭指導」を実施します

　例年、夏休み期間中である８月に子どもの交通事故が増加傾向にあります。
　このため、静岡県交通指導員会連合会は、子どもたちを交通事故から守るため、毎年、夏休みに入る前に「夏の一斉街頭指
導」を実施しています。
　今年も７月１日（月）に、1,000人を超える交通指導員が、通学時間帯を中心に県内各地の街頭に立ち、児童・生徒に対する
交通安全・自転車安全利用の指導や、のぼり旗による交通安全啓発活動等を行います。

　　（概　要）
１　日　時
　　令和６年７月１日（月）朝夕の通学・通勤時間帯を中心に実施
２　実施団体
　　静岡県交通指導員会連合会（会長　狩野　龍一）
３　参加者
　　交通指導員、市町職員など
４　実施内容
　　児童・生徒に対する道路横断や歩道での歩き方指導、自転車の通行ルールやマナーの指導、のぼり旗によるドライバーへの注
意喚起など
５　主な実施場所

地域 市町 実施時間・場所 内容 問合せ先

東部 沼津市
7:20～8:00
門池公園周辺

・歩行者、自転車の誘導と交通指導
・のぼり旗による交通安全啓発活動

市生活安心課
055-934-4742

中部 焼津市

18:00～19:00
(1)焼津駅周辺
(2)焼津消防署周辺
(3)グランリバー周辺

・歩行者、自転車の誘導と交通指導 市くらし安全課
054-626-1131

西部 袋井市
7:30～8:30
袋井中学校周辺道路

・歩行者、自転車の誘導と交通指導
・のぼり旗による交通安全啓発活動
・自転車へのリフレクター(反射材)の
取付け

市協働まちづくり課
0538-44-3125

○　雨天の場合など、街頭指導が中止になる場合があります。実施場所等の詳細は、各市町交通安全担当課にお問い合わせくださ
い。

※　静岡県交通指導員会連合会とは
　県内33市町（磐田市、森町を除く）の交通指導員会（隊）による組織で、昭和44年に設立された。
　令和６年４月現在、県下に1,241人の交通指導員（交通ボランティア）がおり、子どもたちの登下校時の街頭指導や、警察署・
交通安全協会とともに交通安全活動に従事している。



提 供 日 2024/06/25

タイトル 「日本ポップカルチャーの集積地・上海美羅城」で静
岡直行便をＰＲ

担　　当 知事直轄組織 地域外交局地域外交課

連 絡 先 知事直轄組織地域外交課海外交流班、スポーツ・文化

観光部空港振興課利用促進班

TEL 地域外交課海外交流班054-221-2505､空港振興課利

用促進班054-221-3166

「日本ポップカルチャーの集積地・上海美羅城」で静岡直行便をＰＲ
（趣　旨）

県中国駐在員事務所は、中国でアニメや漫画など「日本ポップカルチャーの集積地」と呼ばれる「上海美羅城（英語名：Metro City）」

で開催された日本ＰＲイベントに出展し、中国東方航空による上海-静岡線の利用促進に向けたプロモーションを行った。

（イベント概要）

・日　時：2024年６月21日（金）～23日（日）　

・名　称：上海ジャパンブランド

・主　催：上海ジャパンブランド実行委員会

・共　催：在上海日本国領事館

・場　所：上海美羅城（英語名：Metro City）

・出展者：日本関係企業・団体２３社

・来場者：21．３万人（商業施設による来場者数速報値・３日間計）

（静岡県の主な取組）

・ステージでの上海-静岡線プロモーション（路線ＰＲ、静岡県の観光スポット紹介等）

・静岡県ブースでの観光パンフレット、ノベルティの配布

※添付書類に当日の写真を掲載

（来場者の声）

３月に上海の地下鉄で上海-静岡線の広告（県中国駐在員事務所企画）を見て静岡県に興味を持った。今回、具体的な観光ルートを聞

けたので、夏休みに訪問したい。

（県中国駐在員事務所：石川所長コメント）

中国現地では「夏休み旅行」の予約が本格化しており、県事務所は商業施設での一般向けプロモーションを強化して、本県の露出を増

やしている。中国人は誰もが「富士山」を知っているため、「富士山が見える静岡空港」の魅力を対面セールスでPRしながら、夏から秋に

かけての日本旅行需要を本県に取り込んでいく。



提 供 日 2024/06/26

タイトル 富士特別支援学校高等部作業製品販売会「富士特マル
シェ」を開催します

担　　当 教育委員会 富士特別支援学校

連 絡 先 教頭　山崎　美穂子

TEL 0545-36-2345

富士特別支援学校高等部作業製品販売会
「富士特マルシェ」を開催します

　地域の店舗の駐車場をお借りして、作業製品の販売や実演を行います。(７月、12月、２月の計３回）
　地域の方々と交流し、日頃の学習の成果を発信することで、働く意欲、地域社会で生活する力を高めます。

１　開催日時
　　令和６年７月３日（水）午前10時30分から11時10分まで

２　会　場
　　ファミリーマート富士大渕店　駐車場（富士市大渕3579－42）
　　※雨天時：富士特別支援学校　中棟プラットフォーム（富士市大渕3773－1）

３　内　容
　　高等部生徒による作業製品の販売（油吸収材Ｑちゃん、手織り製品）、作業実演（窓清掃、椅子やトレーの展示）

４　参加者
　　各参加作業班生徒及び教員（数名ずつ）、保護者、地域住民
　　※雨天時は地域住民の参加は無し

５　お問合せ先
　　静岡県立富士特別支援学校
　　富士市大渕3773－1
　　担　当　教頭　山崎
　　電　話　0545－36－2345

「有徳の人づくり」を進めています。
静  岡  県  教  育  委  員  会　



提 供 日 2024/06/26

タイトル 県議会令和６年12月定例会の日程

担　　当 議会事務局 議事課

連 絡 先 議会事務局 議事課

TEL 054-221-2555

　６月26日の議会運営委員会において、令和６年12月定例会の日程が次のとおり内定されたので、お知らせします。
　なお、諸事情により日程等が変更となる場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

月　　　日 会　　　議

１１月２５日（月） 　議会運営委員会

１２月  ２日（月） 　開会

１２月  ５日（木） 　本会議（質問）

１２月  ６日（金） 　本会議（質問）

１２月  ９日（月） 　本会議（質問）

１２月１０日（火） 　本会議（質問）

１２月１１日（水） 　本会議（質問）

１２月１３日（金） 　常任委員会

１２月１６日（月） 　常任委員会

１２月１９日（木） 　議会運営委員会

１２月２０日（金） 　閉会

　       　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　 会期　１９日間



提 供 日 2024/06/26

タイトル ６月18日の大雨による土砂災害は10件、住宅半壊１
戸、人的被害は無し

担　　当 交通基盤部 河川砂防局砂防課

連 絡 先 交通基盤部 河川砂防局 砂防課

TEL 054-221-3042

　令和６年６月18日の大雨による土砂災害は、県内で10件（土石流等１件、がけ崩れ９件）発生し、このうち、１件のがけ崩れで
は人家が半壊となる被害が発生しました。また、下田市西本郷など３箇所では、これまでに整備した土砂災害防止施設（擁壁工）
により、斜面の崩壊土砂を捕捉して、人家等への被害を軽減し、施設の効果が発揮されました。なお、令和６年６月25日時点で、
令和６年の土砂災害発生件数は20件となっています。

１．施設の軽減効果について

　　　 　　
 　　下田市西本郷（斜面上部より）　下田市西本郷（斜面下部より）
 　　【崩壊高５ｍ、崩壊幅10ｍ】

　　　 　　
　   菊川市高橋（斜面正面より）　菊川市高橋（斜面下部より）
　　 【崩壊高６ｍ、崩壊幅９ｍ】

２．近年（10年間）の土砂災害の発生状況

　　　

３．県からのメッセージ
　６月は「土砂災害防止月間」です。県内は既に梅雨入りし、豪雨や長雨により土砂災害が発生しやすくなることから、ハザード
マップ等により、自宅付近のリスクや避難場所の確認とともに、豪雨の際には声を掛け合いながら、「早めの避難」に心がけてく
ださい。



提 供 日 2024/06/26

タイトル 蚊に御注意ください！～蚊が媒介する感染症がありま
す～

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 静岡県感染症管理センター

TEL 055-928-7220

蚊が媒介する感染症に気を付けましょう！
～注意喚起のポスターを作成しました～

１　要旨
　病原体ウイルスを持つ蚊に刺された場合、デング熱やジカウイルス感染症等の感染症を発症する恐れがあります。2023年には県
内で蚊に刺されたことによると思われる、日本脳炎の感染事例がありました。海外ではその他にも、マラリア、ウエストナイル
熱、黄熱等、蚊が媒介する感染症の流行が見られる地域もあります。
　 現在 、 国内 で 流行 している 感染症 はありませんので 、 蚊 に 刺 されただけで 過分 に 心配 する 必要 はありませんが 、 蚊 が 増 える 時期
 を 迎 えますので 、 感染予防 に 努 めましょう 。

　 県 では 、 包括連携協定 を 締結 しているアース 製薬株式会社 に 御協力 いただき 、 蚊 に 対 する 注意喚起 のポスターを 作成 しました 。
 事業所等 の 人 が 集 まる 場所 への 掲示 に 御活用 ください 。
県HP「感染症情報センター」からダウンロード可能です。
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003065/index.html

＜ポスター送付を御希望の方へ＞
　印刷したポスターを送付することもできます。感染症対策課宛Ｅメールにて、「郵便番号」「御住所」「お名前」「希望送付枚
数」を御連絡ください。
Ｅメールアドレス　kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp

ポスターはＢ３版(515mm×364mm)縦型です。４つ折りにて郵送します。
数に限りがありますので、御希望に添えない場合があります。

２　蚊が媒介する主な感染症について
＜デング熱＞
【感染経路】
　東南アジア・中南米・アフリカなど熱帯・亜熱帯地域で主に発生しています。国内では、ヤブカの一種「ヒトスジシマカ」が媒
介します。ヒト-蚊-ヒトの感染経路をとり、ヒトからヒトへ感染することはありません。蚊から蚊へウイルスが媒介されることは
なく、卵を介して次世代にウイルスが伝わることは報告されたことがありません。2014年に約70年ぶりに国内での感染事例（県内
患者を含む）がありました。
【症状・治療方法等】
　潜伏期間は通常３～７日で、突然の発熱、発疹、頭痛等を呈します。通常、発症後２～７日で解熱し、予後は比較的良好な感染
症ですが、発症者の１～５％が出血傾向やショック症状を呈し、重症となることがあります。根治療法はなく、対症療法を行いま
す。ワクチンはありません。
【デング熱の最近の患者数（人）】　令和６年は暫定値(6月26日時点）

年
平成29年
(2017年)

平成30年
(2018年)

令和元年
(2019年)

令和２年
(2020年)

令和３年
(2021年)

令和４年
(2022年)

令和５年
(2023年)

令和６年
(2024年)

全国 245 201 461 45 8 98 176 88 
静岡県 1 6 6 2 0 1 3 2 

※国内での感染が推定された県内患者が平成26年（2014年）に２人あり（その他は海外での感染）

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003065/index.html
mailto:kansentaisaku@pref.shizuoka.lg.jp


＜ジカウイルス感染症＞
【感染経路】
　主に中南米で発生しています。デング熱同様、国内では、ヤブカの一種「ヒトスジシマカ」が媒介します。基本的にヒト-蚊-ヒ
トの感染経路をとりますが、妊婦が感染した場合に胎児が感染する胎内感染や、稀なケースとして、性行為による感染が指摘され
ています。蚊から蚊へウイルスが媒介されることはなく、卵を介して次世代にウイルスが伝わることは報告されたことがありませ
ん。

【症状・治療方法等】
　感染しても、約80％は症状がないと言われています。発症する場合、潜伏期間は多くが２～７日で、軽度の発熱、頭痛、関節痛
等を呈します。通常、発症後２～７日で症状は治まり、予後は良好な感染症ですが、胎児の小頭症との関連やギラン・バレー症候
群の発症との関連について疑われています。根治療法はなく、対症療法を行います。ワクチンはありません。
※ギラン・バレー症候群：多くの場合、ウイルス感染が原因で、免疫システムの異常により、末梢神経に障害が発生する疾患

【ジカウイルス感染症の最近の患者数（人）】　令和６年は暫定値(6月26日時点）

年 平成29年
(2017年)

平成30年
(2018年)

令和元年
(2019年)

令和２年
(2020年)

令和３年
(2021年)

令和４年
(2022年)

令和５年
(2023年)

令和６年
(2024年)

全国 5 0 3 1 0 0 2 0 
静岡県 0 0 1 0 0 0 0 0 

※国内での感染が推定された県内患者はいません

＜日本脳炎＞
【感染経路】
　日本脳炎ウイルスは、豚の体内で増え、ウイルスを保有する豚から吸血した蚊（コガタアカイエカ）がヒトを刺すことで感染し
ます。ヒトからヒトへは感染しません。
　コガタアカイエカは水田、沼地で主に発生し、日没後に活動が活発になります。県では、豚の日本脳炎抗体保有状況を調査して
おり、令和５年度に調査した豚80頭のうち19頭（23.8％）に日本脳炎の抗体が、８月下旬以降の検査では、40頭中19頭（47.5％）
に抗体が認められ、本県は、豚の日本脳炎抗体保有率が高い（ウイルスを保有している可能性が高い）県の１つとなっています。

【症状・治療方法等】
　感染しても、発症するのは100人～1,000人に１人とされており、多くは無症状で終わります。しかし、発症する場合、潜伏期は
６～16日間とされ、数日間の高熱、頭痛、嘔吐等で発症し、続いて、意識障害等の神経症状が見られます。発症者の死亡率は20～
40％で、小児や高齢者で死亡の危険性が高くなります。また、生存者の45～70％に精神神経学的後遺症が残るとされています。根
治療法はなく、対症療法を行います。日本脳炎の予防接種は小児の定期接種として受けることができます。

【日本脳炎の最近の患者数（人）】　令和６年は暫定値(6月26日時点）

年 平成29年
(2017年)

平成30年
(2018年)

令和元年
(2019年)

令和２年
(2020年)

令和３年
(2021年)

令和４年
(2022年)

令和５年
(2023年)

令和６年
(2024年)

全国 3 0 9 5 3 5 6 1 
静岡県 0 0 0 0 0 0 1 0 



３　県民の皆様へ

（１）蚊に刺されないようにしましょう
屋外で活動する際には、長袖・長ズボンを着用する、素足やサンダルを避けるなど、肌の露出を少なくしましょう。
虫よけ剤を使用しましょう。虫よけ剤は効果のある時間が限られていますので、長時間、屋外で活動する際には、こまめに使
用しましょう。
蚊が室内に入らないように、ドアや窓の開け閉めを減らし、網戸を使用しましょう。

（２）日本脳炎の予防接種を受けましょう
日本脳炎の予防接種は小児の定期接種として受けることができます。接種対象者は、お早めの接種を御検討ください。定期接
種に関する詳細は、各市町に御確認ください。

（３）蚊の発生を抑えましょう
蚊は、タイヤに溜まった水、鉢植えの皿など、少しの水が溜まる場所で発生します。屋外に雨水等が長時間溜まる物を置かな
いようにしましょう。
室内の花瓶の水などは、最低週１回は換えましょう。

（４）蚊が媒介する感染症の流行国への渡航について
海外の流行地へ渡航する際には蚊に刺されないよう十分に気を付け、帰国後、発熱などの症状がある場合には、医療機関を受
診してください。
妊婦及び妊娠を希望予定の方はジカウイルス感染症の流行国・地域への渡航及び滞在は可能な限りお控えください。

【参考】
＜デング熱に関する情報＞
厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever.html
国立感染症研究所ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/238-dengue-info.html
政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201509/1.html

＜ジカウイルス感染症に関する情報＞
厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
国立感染症研究所ホームページ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/6224-zika-fever-info.html

＜日本脳炎に関する情報＞
厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite /bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou20/japanese_encephalitis .html

国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/449-je-intro.html

＜海外へ渡航される皆様へ＞
検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/238-dengue-info.html
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201509/1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/6224-zika-fever-info.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou20/japanese_encephalitis.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/449-je-intro.html
https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html




提 供 日 2024/06/26

タイトル 子ども観光大使認定講座「「掛川花鳥園」でバードス
タッフの仕事を学ぼう」

担　　当 スポーツ・文化観光部 観光交流局観光政策課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-3638

令和６年度第３回子ども観光大使認定講座を開催します
～「掛川花鳥園」でバードスタッフの仕事を学ぼう～

　県では、小さな頃からふるさとに興味を持ち、その魅力を学び、自ら発信できる
子どもたちを育成するため、「めざせ！ふじのくに子ども観光大使」事業として、
県内各地域で認定講座を開催しています。
　今年度、第３回目となる今回の講座では、掛川花鳥園　バード担当の多賀　悠斐
（たが　はるひ）様を講師に迎え、鳥の飼育員「バードスタッフ」の仕事を体験
しながら学びます。

（１）子ども観光大使認定講座　「掛川花鳥園」でバードスタッフの仕事を学ぼう

区　分 内　　容

日　　時
令和６年６月29日（土）　午前９時30分～午前11時35分
（受付開始：午前９時15分）

会　　場 掛川花鳥園（静岡県掛川市南西郷1517）

対　　象 県内在住の小・中学生

参加人数 20名程度（予定）

講座内容 掛川花鳥園の見学、バードスタッフのお仕事体験　ほか

(２)子ども観光大使とは
　「地域を支える観光人材の育成」を推進するため、子ども観光大使認定講座に
　３回以上参加し、観光ハガキ等で地域の魅力を発信するなどの条件を満たした
　小中学生を「子ども観光大使」として認定しています。
　認定された子どもたちには、元気に、そして自信を持って、静岡県の良いと
　ころや魅力を周りの人に発信する役割を期待しています。

(３)今後の予定

回　次 日　程 場　所 内　容

第４回 7/6(土) 焼津市 深海　駿河湾のすばらしさを知ろう

第５回 8/31(土) 沼津市 温暖で水はけの良い、愛鷹山麓の地で、
茶摘み体験をしよう

[主　催]　ＮＰＯ法人子ども未来、静岡県 
[事務局]　ＮＰＯ法人子ども未来



提 供 日 2024/06/26

タイトル 「静岡県富士登山事前登録システム」認証等研修会を
実施します

担　　当 スポーツ・文化観光部 文化局富士山世界遺産課

連 絡 先 袖山

TEL 054-221-3746

ー安全で快適な富⼠登⼭の実現を⽬指しますー
「静岡県富⼠登⼭事前登録システム」認証等研修会を実施します︕

１　要　旨
　今夏、新たに導⼊する「静岡県富⼠登⼭事前登録システム」認証等について、現地で対応に当たる予定のスタッフを対象に、下記により研修会を
実施します。

２　概　要
　○⽇　時　令和６年６⽉27⽇（⽊）午前10時から午後５時30分まで
　○場　所　御殿場市⺠会館（〒412-0042　御殿場市萩原183-1）
　○参加者　45名程度（現地で対応予定のスタッフ）
　○実　施　富⼠急ビジネスサポート（株）
　○内　容　

時　間（予定） 内　容 詳　細

10︓00-13︓00 勉強会

今夏の富⼠登⼭について
富⼠⼭保全協⼒⾦について
受付業務の流れ
外国人対応（やさしい⽇本語）

13︓00-14︓00 休　憩
14︓00-15︓00 勉強会 使用する器機の説明
15︓00-17︓30 ロールプレイング 登録確認認証・協⼒⾦受付業務
３　システム運⽤イメージ

　　　　＊添付ファイルにあり
　　　　　

４　問い合わせ先

　　静岡県富⼠⼭世界遺産課　054-221-3746（当⽇　090-1564-4737）



提 供 日 2024/06/26

タイトル ６月18日の大雨による被害状況について【最終報】
（６月26日14時00分現在）

担　　当 危機管理部 危機対策課

連 絡 先 静岡県危機報道官

TEL 054-221-3594

 下線部 ： 前報 からの 追加 ・ 変更箇所

 ※ 被害状況報告 については 、 本報告 をもって 最終報 といたします 。「 ２ 　 人的 ・ 物的被害 の 状況 」 については 、 確定値 ではござい
 ませんが 、 特段 の 事案 が 発生 しない 限 りは 、 今後 の 報道提供 は 行 いません 。

１　概　況
静岡県では、６月18日からの大雨の影響により、各地で物的被害が発生している。

２　人的・物的被害の状況
人的被害（単位：人） 物的被害（単位：棟数）
死者 住家 非住家

市　町 うち災
害関連
死

行方
不明 重傷 軽傷

全壊 半壊 一部
損壊

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物

その
他

西伊豆町 － － － － － － － － － ４ － －
沼津市 － － － － － － － － 45 76 － －
伊東市 － － － － － － １  １ － － － －

伊豆の国市 － － － － － － － － ４ 14 － －
伊豆市 － － － － － － － １ － ４ － １
函南町 － － － － － － － － ３ 16 － －
清水町 － － － － － － － － － １ － －

計 － － － － － － １  ２ 52 115 － １
[物的被害の非住家は、半壊以上の被害である。]
※静岡県立沼津商業高等学校の背後で崩土あり。

３　避難情報等の発表状況
情報種別 地区 市町 対象世帯数 対象人数

賀茂 南伊豆町、下田市、
東伊豆町

０世帯 ０人

東部
伊豆の国市、熱海市、
沼津市、三島市、伊東市 ０世帯 ０人

計 ０世帯 ０人

避難指示
(警戒レベル４)

参考：最大時 89,882世帯 171,904人
賀茂 河津町、東伊豆町 ０世帯 ０人

東部 伊豆市、沼津市、熱海市、
函南町、伊豆の国市 ０世帯 ０人

西部 菊川市 ０世帯 ０人
計 ０世帯 ０人

高齢者等避難
(警戒レベル３)

参考：最大時 195,225世帯 397,598人

４　避難所の開設状況
開設された避難所は全て閉鎖

５　ライフライン等の状況
（１）停　電

なし
（２）通　信

なし
（３）断　水

なし
（４）鉄　道

なし
（５）その他公共交通（航空機・船舶）

なし
（６）国道・県道の全面通行止の状況

管理者 路　線 区　間 原因 規 制 状 況
静岡県 (主)藤枝天竜線 森町三倉 崩土 18日 16:05全面通行止

６　その他
（１）災害ボランティア関係
・沼津市社会福祉協議会が、19日に災害ボランティアセンターを立ち上げた。

【参考資料】
１　気象及び河川等の状況
（１）雨の状況(代表地点:各地区における最大の連続雨量を観測した観測所)

地区 市　町 観測所名 連続雨量 時間最大雨量 観測期間 県内時間最大雨量
伊豆 伊豆市 湯ヶ島 327mm 69mm
東部 沼津市 戸田新田 236mm 41mm
中部 藤枝市 瀬戸谷 150mm 27mm
西部 御前崎市 御前崎 151mm 40mm

6/18 07時
～

6/19 04時

69mm
伊豆市湯ヶ島

6/18 13時～14時

（２）風の状況
種　別 観測地点 風速(観測日時)

最大瞬間風速 石廊崎 21.4m/s （18日14時59分）
最大風速 石廊崎 13.1m/s （18日15時05分）



（３）河川の状況
河川名 観測局名 到達日時 内　容

修善寺川 修善寺川橋 18日15:20
氾濫危険水位に到達
→18日17:30に下回る

狩野川 嵯峨沢橋 18日16:45 氾濫危険水位に到達
→18日17:10に下回る

（４）現在の気象警報等　なし
※18日21時40分に全ての警報が注意報に切り替えられた。

地域 大雨
警報

洪水
警報

暴風
警報

土砂災害
警戒情報

地域 大雨
警報

洪水
警報

暴風
警報

土砂災害
警戒情報

静岡市南部 沼津市 － － －
島田市 三島市 － －
焼津市 御殿場市
藤枝市 裾野市 －
牧之原市 清水町 － － －
吉田町 長泉町 － －
静岡市北部 小山町

中
部

川根本町 富士宮市
熱海市 － － －

東
部

富士市
伊東市 － － － 浜松市北部
伊豆市 － － － 浜松市南部
伊豆の国市 － － － 磐田市
函南町 － － － 掛川市 －
下田市 － － 袋井市 －
東伊豆町 － － 湖西市
河津町 － － 御前崎市 － －
南伊豆町 － － 菊川市 － －
松崎町 －

西
部

森町

伊
豆

西伊豆町 － － －
（●：発表中（再発表含む）、－：解除　、空欄：発表なし）

２　避難所の開設状況
地区 市　町 箇所数（ヶ所） 避難世帯数（世帯） 避難者数（人）

下田市 ０（３） －（０） －（０）
南伊豆町 ０（１） －（０） －（０）
東伊豆町 ０（12） －（０） －（０）

賀茂

河津町 ０（13） －（１） －（１）
西部 菊川市 ０（１） －（０） －（０）

伊豆の国市 ０（13） －（６） －（９）
沼津市 ０（24） －（10） －（12）
伊東市 ０（５） －（３） －（６）
三島市 ０（15） －（０） －（０）
函南町 ０（４） －（０） －（０）
熱海市 ０（７） －（０） －（０）

東部

伊豆市 ０（４） －（８） －（12）
計 12市町 ０（103） －(47) －(55)

※括弧内は最大時の数値

３　ライフライン等の状況
（１）高速道路の規制状況
　　　規制なし

４　配備体制
（１）県

所　属 配備体制 所　属 配備体制
賀茂地域局 廃止（警戒体制）

危機管理部 廃止（警戒体制）
東部地域局 廃止（情報収集体制）
中部地域局 －

交通基盤部 廃止（第１次非常配備）
西部地域局 廃止（情報収集体制）

（２）市　町

地域・市町 現在の体制
（ピーク時の体制）

地域・市町 現在の体制
（ピーク時の体制）

下田市 廃止（事前配備体制） 静岡市 －
東伊豆町 廃止（事前配備体制） 島田市 廃止(事前配備体制)
河津町 廃止（事前配備体制） 焼津市 廃止(事前配備体制)
南伊豆町 廃止（事前配備体制） 藤枝市 －
松崎町 廃止（事前配備体制） 牧之原市 廃止(事前配備体制)

賀
茂

西伊豆町 廃止（災害対策本部） 吉田町 －
沼津市 廃止（災害対策本部）

中
部

川根本町 －
熱海市 廃止（災害対策本部） 浜松市 －
三島市 廃止（事前配備体制） 磐田市 廃止(事前配備体制)
富士宮市 － 掛川市 廃止（事前配備体制）
伊東市 廃止（災害対策本部） 袋井市 廃止（事前配備体制）
富士市 － 湖西市 －
御殿場市 － 御前崎市 廃止（災害対策本部）
裾野市 廃止（事前配備体制） 菊川市 廃止（災害対策本部）
伊豆市 廃止（事前配備体制）

西
部

森町 －
伊豆の国市 廃止（事前配備体制）
函南町 廃止（災害対策本部）
清水町 廃止（災害対策本部）

東
部



長泉町 廃止（事前配備体制）
小山町 －



提 供 日 2024/06/26

タイトル 【中学生対象】県民の日記念イベント「広聴広報課１
Day体験」参加者募集！

担　　当 知事直轄組織 知事戦略局広聴広報課

連 絡 先 県民広報班

TEL 054-221-2233

【中学生対象】県民の日記念イベント「広聴広報課１D a y 体験」参加者募集！

「県民の日」である8 月2 1日に記念イベントを行います。
静岡県の未来について、知事と意見交換して広報記事を作ってみましょう ！
他校の中学生と交流できるチャンスです！

静岡県は、８月2 1日を「県民の日」と定め、子どもたちと県の未来を考え、語ることを通じて、県政の関心を高めてもらう ことを目的にイベン
トを実施します。

【開催日】
令和６年８月2 1日（水）13 時3 0 分～16 時
※現地参加とオンライン参加では一部異なります

【場所】
静岡県庁( 静岡市葵区追手町9 番6 号)

【対象】
県内の中学校に通う 中学生及びその保護者

【募集数】
5 0 人（定員を越える場合は抽選）
（内訳）
・現地参加 2 0 人
・オンライン（Z oom ） 3 0 人

【内容】
・知事と意見交換　
・記事作成体験
・完成記事を知事に報告
・記念撮影
※現地参加とオンライン参加では一部異なります

【申し込み】
方法：電子申請サービスによる事前申込み
期間：6 月2 6 日（水）から7 月5 日（金）まで
連絡先：静岡県知事戦略局広聴広報課　pr@ p re f .sh izuok a .lg .j p
電話　0 5 4 -2 2 1-2 2 3 3 　8 時3 0 分から17 時0 0 分まで（土日・祝日を除く）

※イベント詳細は以下から御確認ください。
h ttp s ://w w w .p re f .sh izuok a .j p /k e n se i/in f orm a tion /k e nm in n oh i/10 6 4 13 8 .h tm l

○「県民の日」とは
明治９年８月2 1日に静岡県と浜松県が合併して現在の静岡県が誕生したことを記念して、12 0 周年の節目になる平成８年に「静岡県県民の
日条例」を制定し、８月2 1日を「県民の日」としました。
８月2 1日の「県民の日」を中心に、県有施設の無料開放・見学会、市町・民間協賛事業を行う ことにより、県民の郷土に対する関心と理解を
深め、県民としての一体感を育みます。

○県民の日記念イベント「広聴広報課１Da y 体験」とは
県民の日の主要行事の一つとして、平成13 年度から令和５年度まで、知事等と中学生が静岡県の未来について語り合う ことを目的に「こど
も県議会」を開催してきました。
参加者同士の交流をより促進するために、今年度、こども県議会に替わり実施します。

mailto:pr@pref.shizuoka.lg.jp
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/information/kenminnohi/1064138.html




提 供 日 2024/06/27

タイトル 監査結果の公表（令和６年度第１回）

担　　当 監査委員事務局 監査課

連 絡 先 監査班

TEL 054-221-2295

　監査委員は、令和６年６月10日に実施した定期監査の監査結果を公表する。
　今回の定期監査の公表は、令和６年度第１回である。

１　定期監査
（１）監査の実施時期
　　　令和６年６月10日に実施した監査
（２）監査対象箇所
　　　定期監査　　　　　　　　12機関（出先12機関）
（３）監査結果
　　ア　指摘等のあった機関　該当なし
　　イ　指摘等件数　　　　　該当なし
　　（ア）指摘　該当なし
　　（イ）注意　該当なし
　　（ウ）意見　該当なし

２　今回の公表事案の特記事項
　　今回の監査結果は該当がなく、昨年同時期と比べ１件減少した。監査結果の中で重大な法令違反などの不適切な事項に該当す

る「指摘」はなく、指摘の次に重い「注意」は１件減少した。
　　また、事務処理の見直しなどに対する「意見」はなかった。

年度 実施箇所 指摘 注意 意見 計
R6（4～6月） 12箇所 0件 0件 0件 0件
R5（4～6月） 6箇所 0件 1件 0件 1件

増減 6箇所 0件 △1件 0件 △1件



提 供 日 2024/06/27

タイトル 静岡県議会令和６年６月定例会常任委員会の開催

担　　当 議会事務局 議事課

連 絡 先 議会事務局 議事課

TEL 054-221-2555

　静岡県議会令和６年６月定例会常任委員会を下記のとおり開催します。

                     　　   記

委員会名 日    時 場    所 審査事項・順序

総    務

　７月１日（月）　 
　　 　２日（火）  
  各開催日とも
午前10時30分～

第１委員会室

知事直轄組織関係
経営管理部関係
選挙管理委員会関係
出納局関係
人事委員会関係
監査委員関係

危機管理くらし環境          　〃 第２委員会室
１　危機管理部関係

２　くらし・環境部関係

文化観光 〃 第３委員会室 スポーツ・文化観光部関係

厚　　生 〃 第５委員会室
健康福祉部関係
がんセンター局関係

産　　業 〃 第７委員会室

１　経済産業部関係
　　労働委員会関係

２　企業局関係

建　　設 〃 第４委員会室
交通基盤部関係
収用委員会関係

文教警察 〃 第６委員会室
１　公安委員会関係

２　教育委員会関係

＊委員会は審査等が終了次第、閉会となります。
　なお、委員会室はすべて本館４階にあります。



提 供 日 2024/06/27

タイトル 「富士川かりがね橋」開通後の交通状況

担　　当 交通基盤部 道路局道路整備課

連 絡 先 橋梁班

TEL 054-221-3011

「富士川かりがね橋」開通後の交通状況について

１　概要

　令和６年３月９日（土）の「富士川かりがね橋」の開通により、 富士川橋 の 交通量 が 減 り 、 渋滞長 が 短 くな
 るなど、整備効果が現れています。
　

２　開通後の交通状況（令和６年５月２１日調査※１）
※１：交通量の変動が大きい時期（年度が替わる４月、ゴールデンウイーク）を避けて実施

（１）富士川渡河部の交通量
　　　 　 　　 　　　　 　　　　　　 　　　  　　　　　　　　　　　　  　（単位：台／日）

橋名 開通前
（令和６年１月23日）

開通後 増減

 富士川橋 22,437 17,378 23% 減

富士川かりがね橋 - 8,121 -

計
（断面交通量）

22,437 25,499 14%増

（２）富士川橋の渋滞長
　　　　　 　　 　　 　　　　 　　 　　 　　 　　　 　 　　　　　　　　　　　（単位：ｍ）

交差点名 方向 開通前※２ 開通後 増減

 西向 き 1,460 80 1,380 減

南向き 920 300 620減
富士川橋

西

北向き 890 720 170減

※２：西向きの調査日は、令和２年１２月３日（木）、それ以外は、令和６年１月２３日（火）

３　今後の予定

　 令和 ６ 年秋 にも 調査 を 実施し、交通状況を確認します。



提 供 日 2024/06/27

タイトル 初めてガス溶接技能講習修了試験をポルトガル語・英
語版で実施します。

担　　当 経済産業部 浜松技術専門校訓練課

連 絡 先 浜松技術専門校　訓練課　機械班　長谷川

TEL 053-462-5602

～初めて、ガス溶接技能講習修了試験を日系人向けにポルトガル語版と英語版で実施します～

１　ガス溶接技能講習の概要
　労働安全衛生法第76条に定められた技能講習の１つであり、学科講習８時間、実技講習５時間を受講し、修了試験に合格すれ
ば、同技能講習修了証が交付されます。
　また、ガス溶接技能講習を修了した者のみが、ガス溶接や溶断作業に就くことができます。
　本校は、静岡労働局の登録講習機関として、同講習を実施しています。

＜浜松技術専門校在職者訓練案内＞
URL:https://hamamatsu-tech.ac.jp/R6zaishoku.html

コース名 内容 定員 日数

ガス溶接
技能講習

労働安全衛生法に基づく取扱い資格取得講習
＜７月３日＞
・可燃性ガス及び酸素に関する知識
・設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
＜７月４日＞
・関係法令、修了試験（9:55～10:55）
・実技講習　ガス溶接の業務のために使用する
設備の取扱い(11:00～17:05）

20人 2日間

２　ガス溶接技能講習修了試験問題の多言語での実施の経緯
　溶接関係の仕事に就くため、本校の職業訓練を希望する日系人からの相談は多く、修了試験問題に平仮名のルビ付きを使用する
配慮をしてきたが、設問の意味を理解するのに時間がかかり、合格に至ることは少なかった。
　そのため、昨年度、県多文化共生課の協力を得て、ポルトガル語版と英語版の試験問題を作成した。
　この度、ガス溶接技能講習（７月３日、４日）の受講申込みにおいて、日系人２名から、それぞれポルトガル語版と英語版の試
験問題の希望があり、今回、初めて、多言語による修了試験を実施する。

３　翻訳について
　日系人が日本で仕事をする以上、少なくとも専門用語は日本語で覚えてもらう必要があるため、ガス溶接技能講習では、別途、
ポルトガル語と日本語の用語集を配布することとし、あえて、専門用語は翻訳せず使用している。　　　　　
　例）不燃性ガス（ふねんせいがす）、酸素（さんそ）、吹管（すいかん）等

４　今後の展開
　溶接関係の仕事に就くことを希望する日系人の方々に、積極的に本校の職業訓練を受講してもらうため、SNSなどを通し、引き
続き、周知に努める。

５　取材の申し込みについて
　　当日、取材していただける場合は、７月２日（火）17時までに本校担当者
（長谷川、安川）まで御連絡ください。TEL 053-462-5602

https://hamamatsu-tech.ac.jp/R6zaishoku.html


提 供 日 2024/06/27

タイトル どなたでも楽しめる「ものづくり体験教室」を開催し
ます

担　　当 経済産業部 浜松技術専門校訓練課

連 絡 先 内山

TEL 053-462-5602

～ どなたでも 楽し める「 も のづく り 体験教室」 を 開催し ます～
　

 浜松技術専門校では県民の日イ ベント の一環と し て、 地域の皆さ んが「 も のづく り 」 を 身近に感じ ていただく ための「 も のづく り 体験教

室」 を 開催し ます。

  体験 は 無料、 小さ なお子様でも 保護者と の共作で参加が可能と なっ ているなど、 どなたでも 楽し んでいただける内容と なっ ており ます。

〈 日時〉

  令和６ 年７ 月26日（ 金）

   午前の部（ 10時～12時）

   午後の部（ 13時～15時）

   ※12時～13時は休憩時間と なり ます。

〈 会場、 問合せ先〉

  浜松技術専門校

   〒435-0056 浜松市中央区小池町2444-1

   電話： 053-462-5602

   https://hamamatsu-tech.ac.jp

〈 も のづく り 体験教室の内容〉

訓練科名 体験内容 体験数

機械技術科 ネームプレ ート 作り 先着50名まで

建築科 木工体験 先着100名まで

設備技術科 パイ プ水鉄砲 先着40名まで

溶接加工科 銅板かぶと 虫・ く わがた 先着100名まで

電気工事科 電流ド キド キゲーム制作 先着20名まで

〈 備考〉

 ・ 体験は材料がなく なり 次第、 終了と なり ます。

 ・ 事前予約は不要です。 当日直接お越し く ださ い。

 ・ 体験内容は変更さ れる場合があり ます。

 ・ オープンキャ ンパスも 同時開催さ れます。 こ ちら は事前予約が必要と なり ます。

https://hamamatsu-tech.ac.jp


提 供 日 2024/06/27

タイトル 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業への資金繰
り支援

担　　当 経済産業部 商工業局商工金融課

連 絡 先 商工金融班

TEL 054-221-2525

（要旨）
　 県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の資金繰り支援のため、国の保証制度に対応した県制度融資を
創設し、資金繰り支援を継続している。
　 こうした中、７月より国の保証制度が改正されることとなったため、これに対応し、県のコロナ関連資金について、下記のと
おり見直しを行う。（別添のイメージ図参照）

（１）コロナ資金借換（別添イメージ図Ａ）
　 国が６月末で「伴走支援型特別保証」（コロナ借換保証）を終了するため、これに対応した県制度融資を終了。この一方、経
営状況が回復せず、コロナ資金の返済に不安を抱える事業者の借換資金需要が見込まれることから、７月１日からは、県独自の
「経済変動対策貸付 新型コロナウイルス感染症関連資金借換枠」を創設する。

※１　借換え時に運転資金を追加することは可
※２　ＳＮ４号保証（コロナ）の指定期間は６月30日まで。
　　　６月中に市町へ申請し、７月に認定を受けた場合、利用可能
※３　経済変動対策貸付（コロナ対応枠）、国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付
　　　新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付、再生企業支援貸付（コロナ対応枠）

（２）コロナ禍の影響を受けた事業者への経営改善・再生支援（別添イメージ図Ｂ）
　 国は「経営改善サポート保証（感染症対応型）」を12月末まで再延長するため、県は「再生企業支援貸付（コロナ枠）」をあ
わせて再延長する。



提 供 日 2024/06/27

タイトル 今年の夏も熱中症に注意！
～熱中症による救急搬送が急増する７月、８月に向け
て普及啓発を強化します！～

担　　当 健康福祉部 健康局健康増進課

連 絡 先 健康増進班

TEL 054-221-2433

今年の夏も熱中症に注意！

～熱中症による救急搬送が急増する７月、８月に向けて普及啓発を強化します！～

１　概要
　熱中症特別警戒アラートの新設等を盛り込んだ改正気候変動適応法が、令和６年４月１日に全面施行され、およそ３ヶ月が経
過しました。今年度は、現在のところ、静岡県内において熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートともに発表されておりま
せんが、昨年度、熱中症警戒アラートの県内１回目の発表が７月11日で、梅雨明け前であったことから、今年度も梅雨明け前の７
月上旬から、熱中症警戒アラートの発表に注意が必要です。
　また、例年、７月に熱中症による救急搬送が急増する傾向があります。近年の状況として、令和５年度は、６月の搬送者数が
171人である一方、７月は889人、８月は780人でした。また、令和４年度は、６月が312人である一方、７月は646人、８月は531人
でした。
　このように、７月は本格的な夏に向けて気温が急上昇する中、体が暑さに慣れておらず、特に熱中症のリスクが高まります。そ
こで、県では、７月、８月の熱中症による被害を抑えるため、以下２点の取組により、熱中症対策普及啓発を強化します。

２　静岡県内のファミリーマート店舗で啓発活動を行います
（７月２日（火）午後１時30分より、ファミリーマート静岡県庁店において、お披露目を実施します）
・静岡県と包括連携協定を結んでいる株式会社ファミリーマート及び大塚製薬株式会社と連携し、静岡県内のファミリーマート店
舗にて熱中症対策普及啓発を行います。

項目 内容
１.概要 ・店内デジタルサイネージ放映、ポスター・POP掲示

２.デジタルサイネー
ジ

・県内約300店舗にて、７月２日（火）より２週間放映
・店内デジタルサイネージ放映に合わせ、７月２日（火）午後１時30分より、ファミリーマート静岡
県庁店において、株式会社ファミリーマート、大塚製薬株式会社、静岡県健康増進課にてお披露目を
実施

３.ポスター、店内POP ・冷蔵ショーケース前に、それぞれ県内約500店舗にて掲示

（店内サイネージ例）

３　健康サポート薬局等で熱中症対策啓発グッズを配付します
・熱中症対策啓発グッズとして、瞬間冷却パックを作成し、オリジナルラベルに入れて約2,100個配付します。
・グッズは、７月上旬より、県内の健康サポート薬局（別添のとおり76箇所）にて、熱中症対策に関する具体的な指導の際、高齢
者向けに約1,500個配付するほか、８月に行われる夏休み親子県庁見学や各健康福祉センターの講習会や各種イベント、窓口にて
配付します。



（オリジナルラベル）

※健康サポート薬局：厚生労働省が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬
や健康食品に関することはもちろん、介護や食事摂取に関することまで、幅広く健康に関することを気軽に相談できる薬局のこ
と。（日本薬剤師会HP）



提 供 日 2024/06/27

タイトル しずおかマリッジ今年度初の大型マッチングイベント
を開催します！

担　　当 健康福祉部 こども未来局こども未来課

連 絡 先 少子化対策班

TEL 054-221-2037

しずおかマリッジ
今年度初の大型マッチングイベントを開催します！！

「しずおかマリッジ」では、マッチングシステムによる出会いの機会の提供に加え、地域資源等を活用した各種イベント・セミナーを開催
し、会員同士の直接の出会い・交流の場を提供します。このたび、今年度初の大型マッチングイベントを、浜松市で開催します。

１　開催概要
イベント名 ハートコレクション恋活♡IN浜松市

日時 令和６年６月29日（土）13時45分～17時00分
会場 THE ESTREAL(エストリアル) （静岡県浜松市中央区鍛冶町321-5）
内容等

（予定）
・総勢40名を募集し、結婚式場フロアを貸し切って行う大型マッチングイベント
・男性には、イベント前セミナーを、女性には、チャペルとウエディングドレス
コーナー見学を提供し、モチベーションを高めた状態でイベント開催
・参加者全員と素敵な空間で個別トーク、気になるお相手にはフリータイムで交
友を深めるチャンスも！

13:45～　◆イベント開始◆
　　　　 オリエンテーション
13:55～　直前セミナー（男性のみ）
13:55～　チャペル・ウェディングドレスコーナー見学（女性のみ）
14:30～　◆マッチングイベント開始◆
　　　 　お見合いメリーゴーランド、フリータイム
16:10～　マッチングタイム
16:30～　◆イベント終了◆

参加者概要 (募集)25～39歳前後の会員男女各20人（計40人）
参考URL https://www.shizuoka-msc.jp/event/eventdetail.php?id=132

２　取材・報道に係るお願い
【取材申込】令和６年６月28日（金）午前中までに
　　　　　　こども未来課少子化対策班（054-221-2037）に連絡をお願いします。
　　　　　　当日の担当者連絡先をお伝えいたします。
【当日受付】会場に到着後、担当者に御連絡ください。
　　　　　　車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場等を御利用ください。

　　　　　　なお、別紙「婚活イベント・セミナーの取材・報道について（御協力のお願い）」に沿った取材・報道の実施に御理解・御協
力ください。

　３　今後のスケジュール（予定）

日程 開催市町 場所 内容
7月28日(日) 焼津市 焼津ＰＯＲＴＥＲＳ 港の風を感じながら快適な室内での

お手軽キャンプ体験

　●ふじのくに出会いサポートセンター概要
　・県と市町で構成する「ふじのくに結婚応援協議会」が、結婚を希望する者を支援するために運営する拠点。
　・マッチングシステムを活用した出会いの機会の提供のほか、会員を対象にした婚活イベント等を開催。
    ※詳細はHP（https://www.shizuoka-msc.jp/）を御覧ください。

お見合い成立 お友達成立 交際成立 ご成婚 イベントカップル
のご成婚

5,402件 1,793件 292件 55件 ３件
（※令和６年５月31日時点）

https://www.shizuoka-msc.jp/event/eventdetail.php?id=132
https://www.shizuoka-msc.jp/


提 供 日 2024/06/27

タイトル Japan Sports Week  2024（東京ビッグサイト）に
スポーツコミッションShizuoka
スポーツアンバサダー飯塚翔太選手が
登場します。

担　　当 スポーツ・文化観光部 スポーツ局

連 絡 先 スポーツコミッション担当

TEL 054-221-3697

スポーツコミッションShizuokaアンバサダーの飯塚翔太選手（ミズノ株式会社所属）が、日本最大級のスポー
ツ総合展である「Japan Sports Week 2024」の静岡県ブースでスポーツコミッションShizuokaの取組をPRしま
す。

１　Japan Sports Week 2024の概要
開催日 令和６年７月３日（水）～５日（金）

会場
東京ビッグサイト　南展示場

東京都江東区有明３丁目１１－１

主な内容
・スポーツ関係 著名人、有識者による各セミナー開催

・各出展社によるブース展示、商談　　　　　　　　　　　　など

２　静岡県ブースの内容
　　県内でのスポーツ大会・合宿の誘致、施設のＰＲ等
　 ・パンフレット、ポスターの配架、動画の放映
　 ・打合せテーブルでの相談対応　等

３　飯塚翔太選手来場時間
日時 令和６年７月３日（水）　11：00～12：00（60分間）

場所 静岡県ブース内

内容
・静岡県内での大会・合宿開催の勧奨・ＰＲ

・スポーツコミッションShizuoka啓発品の配布

４　取材登録手続き等
   事前に上記展示会公式ＨＰより取材登録をしていただく必要があります。
   公式サイト（https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/press.html）からアクセスしていただいて「取材登録」を選択していただく
と申込みフォームに移りますので、忘れずに御登録ください。

       当日御連絡いただく場合は、下記までお願いいたします。
       スポーツ局公用携帯 080-1580-8162　担当：市川

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/press.html


提 供 日 2024/06/27

タイトル 期末・勤勉手当の支給

担　　当 経営管理部 人事課

連 絡 先 給与班

TEL 054-221-2964

（要旨）
○　令和６年６月期の期末・勤勉手当が、６月28日(金)に支給されます。
○　一般職員(管理職を含む。)の期末・勤勉手当の平均支給額は、約844,000円と、昨年同期と比べ約29,000円（約3.5％）の増額となっています。
○　これは、昨年度の人事委員会勧告に基づき、期末・勤勉手当の支給月数を昨年よりも0.05月引き上げたほか、若年層に重点を置いて給料月額を引き上げたことに

よるものです。

１　期末・勤勉手当の支給状況
一人当たり平均支給額

区　分 支給人員 支給総額
税等差引前 昨　年

同期比
税等差引後

平均年齢

一般職員 9,216人 7,777,913千円 844千円 3.5% 664千円 42.8歳

教育職員 18,045人 15,834,788千円 878千円 3.4% 699千円 43.2歳

警察職員 6,266人 5,362,154千円 856千円 3.7% 684千円 39.2歳

一
般
職

小計 33,527人 28,974,855千円 864千円 3.5% 686千円

特別職 77人 154,020千円 2,000千円 14.6% 1,426千円

合計 33,604人 29,128,875千円※合計は昨年同期比3.2%増（約８億９千万円増）

※　一般職員には教育委員会及び警察本部の事務職員等を含む。
※　特別職の平均支給額が昨年同期と比べ大きく増加しているのは、昨年４月の県議会議員選挙後に、新たに就任した議員について、昨年同期は在職期間が短く、本来支給額の

30/100の額となっていたため。

２　一般職の職員の支給月数
区　分 ６月期 12月期 計

令和４年度 2.150月 2.250月 4.40月

令和５年度 2.200月 2.300月 4.50月

令和６年度 2.250月 2.250月 4.50月

３　特別職の職員に係る期末手当の支給状況(税等差し引き前)及び支給月数
区　分 令和６年６月期 令和５年６月期

知　事 962,089円(※1) 3,112,642円

副知事 2,620,295円(※2) 2,543,227円

議　長 2,521,695円 2,447,527円

議  員 2,055,810円 1,995,345円

　　※1 鈴木知事の支給額。鈴木知事には、在職期間に応じて、本来支給額の30/100の額が支給される。
　　　　  なお、川勝前知事には、在職期間に応じて、本来支給額の80/100の額が支給される。

 ※2 森副知事の支給額。増井副知事には、在職期間に応じて、本来支給額の30/100の額が支給される。
区　分 ６月期 12月期 計

令和４年度 1.625月(※) 1.675月 3.30月

令和５年度 1.650月 1.750月 3.40月

令和６年度 1.700月 1.700月 3.40月

　　※　令和３年度の期末手当の引下げ相当分（▲0.10月分）を考慮しない支給月数。



提 供 日 2024/06/27

タイトル 浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果（速報・
第160報）

担　　当 危機管理部 原子力安全対策課

連 絡 先 原子力安全対策班

TEL 054-221-3735

１　要旨
　「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」に基づき実施している浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査結果について、
前回の速報（令和６年５月30日）から６月末までに結果がまとまったものを報告します。
　今回採取した試料の測定値は、すべて過去の変動幅の範囲内でした。
　　※　過去の変動幅：東電事故以前の５年間の測定値の範囲

２　測定結果等
試料名

〔試料数〕
採取場所
採取日

測定結果の最大値
〔放射性セシウム〕

過去の変動幅
（東電事故前５年間）

単位

 (1) 茶葉〔５〕

御前崎市３か所、
牧之原市１か所、
菊川市１か所
採取日:4/26, 28, 
30

0.058 ND～0.066 Bq/kg 生

 (2) 浮遊塵〔５〕

御前崎市４か所、
牧之原市１か所
採取期間:5/1～ 
6/2

ND ND mBq/m
3

 (3) 原乳〔２〕
掛川市１か所、
菊川市１か所
採取日:4/16, 26

ND ND Bq/kg 生

　（注）
　　・放射性セシウムは、セシウム134とセシウム137の合計を示します。
　　・「ND」は、検出されなかったことを示します。

＜参考＞食品中の放射性物質に関する基準値（放射性セシウム）
　一般食品　100 Bq/kg、乳児用食品及び牛乳　50 Bq/kg、飲料水　10 Bq/kg

３　今後の対応
　・上記測定結果等については、静岡県環境放射能測定技術会において、学識経験者を含む構成員による評価を行います。
　・技術会の評価結果については、静岡県原子力発電所環境安全協議会に報告します。



提 供 日 2024/06/27

タイトル 定期給与16か月連続で前年同月を上回る
毎月勤労統計調査地方調査結果（令和６年４月分）

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局統計調査課

連 絡 先 商工・経済班

TEL 054-221-2246

令和６年４月分の静岡県の賃金、労働時間、雇用の動きについて調査結果を公表する。
　（事業所規模５人以上、調査産業計）

１　賃金
　１人平均月間定期給与（所定内給与＋超過労働給与）は273,413円、名目賃金指数（定期給与）は108.2で、前年同月比2.9％増と16か月
連続で前年同月を上回った。
　実質賃金指数（定期給与）は99.6で、前年同月比0.1％増と４か月連続で前年同月を上回った。　　

　

２　労働時間

　１人平均月間所定外労働時間は12.2時間、所定外労働時間指数は131.2で、前年同月比9.0％増と８か月連続で前年同月を上回った。
　常用労働者の約３割を占める製造業の所定外労働時間は14.3時間、所定外労働時間指数は125.4で、前年同月比0.7％減と４か月連続で
前年同月を下回った。

３　雇用

本月末常用労働者数は1,440,414人、常用雇用指数は102.3で、前年同月比0.2％減と23か月ぶりに前年同月を下回った。
なお、パートタイム労働者比率は28.5％で、前年同月差1.4ポイント減と４か月連続で前年同月を下回った。

　　　



　　
＜参考＞　

１　事業所規模30人以上の結果（調査産業計）

(1)定期給与は291,000円で、前年同月比1.1％増と13か月連続で前年同月を上回った。
(2)所定外労働時間は13.8時間で、前年同月比8.7％増と４か月連続で前年同月を上回った。
(3)常用労働者数は898,324人で、前年同月比1.0％減と３か月連続で前年同月を下回った。

２　事業所規模別定期給与、所定外労働時間及び常用労働者数

＜利用上の注意＞
(1)この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして、本県の事業所規模５人以上のすべての事業所に対応するよう復元して算定したものである。
(2)現在の基準年は令和２年であり、指数は令和２年平均を基準とする。
(3)令和６年１月分において、推計に用いる母集団労働者数の更新作業（ベンチマーク更新）を実施した。賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令和６年（１月

分以降）の前年同月比等については、令和５年にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この参考値と令和６年の値を比較することにより算出しているため、
指数から算出した場合と一致しない。

詳しくは「統計センターしずおか」（https://toukei.pref.shizuoka.jp/）を御覧ください。

https://toukei.pref.shizuoka.jp/


提 供 日 2024/06/27

タイトル 生産・出荷ともに対前月比で上昇
静岡県鉱工業指数（令和６年４月分速報）

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局統計調査課

連 絡 先 商工・経済班

TEL 054-221-2240

１　生産指数の動き

令和６年４月の鉱工業生産指数（季節調整済：令和２年=100）は96.3となり、前月比は3.0％増と2か月ぶりに上昇した。
また、前年同月比（原指数）は1.4％減と2か月連続して前年を下回った。

業種別の前月比（季節調整済指数）では、電気機械、輸送機械、化学等が上昇する一方、食料品・たばこ、プラスチック製品、情報通信機械
等が低下した。

２　出荷指数の動き

令和６年４月の鉱工業出荷指数（季節調整済：令和２年=100）は94.5となり、前月比は0.4％増と2か月ぶりに上昇した。
また、前年同月比（原指数）は0.1％増と2か月ぶりに前年を上回った。

業種別の前月比（季節調整済指数）では、輸送機械、化学、その他製品等が上昇する一方、食料品・たばこ、プラスチック製品、繊維等が低
下した。

３　在庫指数の動き

令和６年４月の鉱工業在庫指数（季節調整済：令和２年=100）は106.2となり、前月比は0.3％増と3か月連続して上昇した。
また、前年同月比（原指数）は0.5％増と3か月連続して前年を上回った。

業種別の前月比（季節調整済指数）では、輸送機械、その他製品、電気機械等が上昇する一方、食料品・たばこ、汎用・生産用・業務用機
械、非鉄金属等が低下した。

＜参考１＞四半期推移及び在庫循環図



在庫循環図

詳しくは「統計センターしずおか」（https://toukei.pref.shizuoka.jp/）を御覧ください。

https://toukei.pref.shizuoka.jp/


提 供 日 2024/06/27

タイトル 夏休み親子県庁見学　参加者募集

担　　当 知事直轄組織 知事戦略局広聴広報課

連 絡 先 県民のこえ班　石田

TEL 054-221-2244

県庁ってどんなところ？

　　夏休み親子県庁見学　参加者募集
　県庁の仕組みや仕事などについて見学する「夏休み親子県庁見学」（「県民の日」事業）を開催します。

　ぜひ参加して、楽しい夏の思い出を作りましょう！

◎対象

　小学４年生以上の児童とその保護者

◎内容

　県庁の仕組みと仕事の説明、施設見学

◎見学予定場所

　県議会本会議場、危機管理センターなど

月　日 時　間 場　所 募集人数

８月　１日（木） １３：３０～１６：００

８月　２日（金） 　９：３０～１２：00

８月１９日（月） １３：３０～１６：００

８月２０日（火） 　９：３０～１２：００

静岡県庁

（静岡市葵区追手

町９番６号）

各日５０名

※４日間ともに託児を実施（小学３年生まで、定員あり）

◎募集期間・方法

　６月27日(木)～7月18日(木)（応募多数の場合抽選）

　住所・氏名・電話番号を電子申請、電話又はＦＡＸでお知らせください。

　広聴広報課（県庁案内担当）

　電　話：054-221-2455　　8：30～17：00（土日・祝日を除く）

　ＦＡＸ：054-221-2419

◎その他

　受付での手指消毒等感染防止策への御協力をお願いします。

●県ホームページ

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/kenchokengaku/1007456.html

●電子申請システム
https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9909

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/kenchokengaku/1007456.html
https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9909


提 供 日 2024/06/28

タイトル 静岡県立静岡がんセンター　山口 建名誉総長 公益財
団法人高松宮妃癌研究基金　理事長就任

担　　当 がんセンター局 県立静岡がんセンター

連 絡 先 マネジメントセンター　医療広報担当

TEL 055-989-5222

静岡県立静岡がんセンター　山口 建名誉総長
公益財団法人高松宮妃癌研究基金　理事長就任

　静岡県立静岡がんセンターの山口建名誉総長が、6月21日、公益財団法人高松宮妃癌研究基金の第9代目理事長に就任いたしました。高松宮妃殿下は、第

15代将軍徳川慶喜公の御孫であり静岡との縁が深い皇族であられました。

高松宮妃癌研究基金は、1968年、高松宮妃殿下が女子学習院の同級生とともに設立された財団です。日本のがん研究支援を目的とし、皇族のお名前を冠

した公益財団法人としては唯一のもので、現在は、常陸宮殿下が総裁をお務めになられています。過去五十数年間、国際シンポジウムの開催や学術賞、研

究助成金の贈呈など積極的な活動を行っており、日本のがん研究支援団体として世界で最もよく知られた存在になっています。

山口名誉総長は、これまでのがん医療への貢献とともに、1987年以降、高松宮両殿下の健康管理を担当し、その後、宮内庁御用掛の併任や皇族の健康管

理にあたってきたことも今回の選任の主な理由となりました。

●名誉総長　山口 建先生からのコメント

　高松宮妃殿下は、母君を43歳の若さで、がんで喪ったことをきっかけとして、生涯を通してがん研究支援に取り組まれました。妃殿下は私の人生の師で

もあり、全国のがん患者さんに資する基金の活動に全力を尽くしてまいります。

＜高松宮妃癌研究基金とは＞

高松宮妃癌研究基金は、高松宮妃殿下が、母君のご逝去をきっかけとして、1934年女子学習院の同級生諸氏とともに始められたボランティア活動を母体

としている。日本におけるがん研究支援を目的とし、1968年に財団法人として設立され、2010年に公益財団法人に移行した。　2018年には創立50周年を迎

えたが、歴史ある純然たる民間団体であり、我が国における医学研究支援の先駆けとして重要な役割を果たしてきた。

皇族の名を冠した唯一の公益財団法人として、これまで名誉総裁、総裁は高松宮妃殿下、寛仁親王殿下がお務めになり、現在は常陸宮殿下が総裁として

推戴されている。また、理事長は、武見太郎氏、山村雄一氏、和田武雄氏、末舛恵一氏など医療界の重鎮が務めてきた。

基金の主な活動は、毎年1回の国際シンポジウム開催、学術賞及び研究助成金の贈呈などである。国際シンポジウムは、これまで累計で1000名近くの海

外研究者を招き、日本で開催されるがん関連のシンポジウムとして最も著名なものである。また、研究助成金は累計で700名以上に贈呈されており、日本

のがん研究を支える存在となっている。

（公益財団法人高松宮妃癌研究基金のホームページ　https://www.ptcrf.or.jp/index.html）

https://www.ptcrf.or.jp/index.html


提 供 日 2024/06/28

タイトル 野生イノシシの豚熱検査結果（6/21～6/27）

担　　当 経済産業部 農業局畜産振興課

連 絡 先 家畜衛生防疫班

TEL 054-221-2709

県内における豚熱の防疫対策に関する情報（第546報）

＜野生イノシシの豚熱検査結果（6/21～6/27）結果判明分＞

静岡県は、県内全域を対象に、死亡及び捕獲野生イノシシの豚熱遺伝子検査を実施しています。

新たに検査結果が判明したのは、下表の76頭で、うち１頭で豚熱ウイルスの感染を確認しました。

陽性は、57番目（599例目）です。

平成30年９月以降、15,376頭（死亡383頭、捕獲14,993頭）の検査を実施し、599頭の陽性（死亡170頭、捕獲429頭）を確認して

います。

＜次ページへ続く＞



＜次ページへ続く＞

＊過去の検査の情報は、静岡県ホームページに掲載しています。
（ホーム ＞ 産業・しごと ＞ 農業 ＞ 畜産業 ＞ 家畜衛生に関する情報）
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/1040479/1003362/index.html

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/1040479/1003362/index.html


会 見 日 2024/06/28

BLUE ECONOMY EXPO＠Suruga Bay
の開催

　　　　　　　　　　　　　ブルー　　エコノミー　　　　エキスポ　アット　スルガベイ

「BLUE　ECONOMY　EXPO＠Suruga　Bay」を初開催します！！
地方においてブルーエコノミーに関する国際会議と展示会の同時開催は日本初！！

　１　要旨
このたび、県が出資する一般財団法人マリンオープンイノベーション（MaOI）機構が、海洋産業の振興と海洋環境の保全を両立する

世界的拠点の形成に向けて、「BLUE　ECONOMY　EXPO＠Suruga　Bay」を開催します。
国内外の海洋関連の有識者やクラスター代表者等が集う国際会議「海の未来会議」のほか、企業や大学、研究機関等が一堂に会する

展示会「海のEXPO」等を通じて、県内企業と海洋スタートアップ、投資家等とのマッチングにも取り組みます。

　２　開催期間・場所
令和６年７月17日（水）～18日（木）
清水マリンビル・清水マリンターミナル　ほか

　　
　３　主催
　　　一般財団法人マリンオープンイノベーション機構　　　
　
　４　開催内容
（１）海の未来会議
　　　国内外の海洋関連の有識者、企業、大学、研究機関等が参加する国際会議
　　　＜主な登壇者＞
　　　・笹川平和財団　理事長　角南 篤 氏『海洋の課題と解決に向けた取組』
　　　・TMA BlueTECH　マット・クラッセン　氏（米国）
　　　　『ブルーエコノミーに係る海外の取組』
　　　　　ほか、ポルトガル、ノルウェー、豪州、台湾、サウジアラビアの有識者
　　　・JAXA SAMRAIプロジェクトチーム長　冨井　直弥　氏
　　　　『持続的かつ安心・安全な海洋デジタル未来社会を支える
　　　　　SAMRAI衛生ミッションについて』
　　　・Beyond Next Ventures(株)　有馬　暁澄　氏
　　　　『ブルーテックスタートアップへの期待』　　など　23名

（２）海のＥＸＰＯ
　　　海洋分野の最先端の技術を有する企業、大学、研究機関等が出展する展示会

　（国内外の海洋スタートアップなど46社・団体が出展）
　　　会場で出展者と県内企業、投資家等との商談、マッチング

（３）その他
　　・ローカルエリアネットワーク会議：海洋産業の振興に取り組む自治体の事例紹介
　　・Ｏｃｅａｎ Ｂｉｚ ２０２４：水中ドローン等のデモンストレーション
　　・ＳＤＧｓアクアリウム：活魚輸送トラックを用いた移動水族館

　５　入場料等
　　・入場無料、特設ウェブサイトより事前申込受付中

担当 ： 経済産業部 産業革新局新産業集積課

連絡先 ： 新産業集積第２班　TEL 054-221-2985



提 供 日 2024/06/28

タイトル ７月６日（土）に肝炎ウイルス検査受検を呼びかける
ため街頭キャンペーンを実施します。

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 感染症対策班

TEL 055-928-7271

７月28日の「日本肝炎デー」に合わせ、７月６日（土）に
肝炎ウイルス検査受検を呼びかけるため街頭キャンペーンを実施します。

（ウイルス検査・エコー検査・肝硬度検査を無料で実施）

１　要旨
　　肝疾患の原因の多くは肝炎ウイルスです。肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ自覚症状が現れにくいため「体がだるい」といった症状が現れる

頃には重症となっていることが多く、適切な治療をしないまま放置すると肝炎、肝硬変、肝臓がんへと進行するおそれがあります。そのため肝
炎ウイルスの感染を早く見つけることが重要です。

　　厚生労働省は、肝炎の予防、治療に関する正しい理解を促進するため、平成24年度から７月28日を「日本肝炎デー」としています。
　　そこで静岡県では、「日本肝炎デー」に合わせ、令和６年７月６日（土）に肝炎ウイルス検査の受検を呼びかける街頭キャンペーン、無料検査

及び市民公開講座を開催します。

２　街頭キャンペーン及び市民公開講座の実施
　　日時：令和６年７月６日（土）13:00～16:00

時間 内容 場所
13:00～16:00

※配布物が無く
なり次第、また
検査枠が埋まり
次第終了

(1)街頭キャンペーン
以下のキャラクター（着ぐるみ）と一緒に配布物を

配ります。（配布物：啓発チラシ＋瞬間冷却剤）
・『ふじっぴー』

（静岡県のイメージキャラクター）
・はままつ福市長『出世大名家康君』
・『出世法師直虎ちゃん』

　（浜松市マスコットキャラクター）
(2)無料検査
・肝炎ウイルス検査：先着50名
・肝臓エコー検査：先着12名
・肝硬度検査：先着12名

(1)
浜松市
ギャラリー
モール
ソラモ

(2)
受付：ソラモ
検査：
遠鉄百貨店
新館
13階会議室
2・3・7

14：30～
16:00

市民公開講座　※要事前申込
・県肝疾患診療連携拠点病院の肝臓専門医がウイ

ルス性肝炎、脂肪肝、肝がんの各肝疾患につい
て講演します。

遠鉄百貨店
新館８階
えんてつホー
ル

　　従事者：県職員、浜松市職員、県肝疾患診療連携拠点病院（順天堂大学医学部附属静岡病院及び浜松医科大学医学部附属病院）医
師・職員、
浜松医科大学生　等

 ※ 当日現地連絡先 ： 感染症対策班 　 勝間田 （090-7608-7378 ）



提 供 日 2024/06/28

タイトル 「手足口病」が流行しています！（２年ぶりの警報レ
ベル）

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 静岡県感染症管理センター

TEL 055-928-7220

－危機管理情報－
「手足口病」が流行しています！

（２年ぶりの警報レベル）

　手足口病は、エンテロウイルス属による、乳幼児を中心に手や足、口腔粘膜などに現れる水疱性の発疹を主症状とした感染症で
す。
　2024年第25週(6/17～6/23)の定点当たり患者数は、県全体で前週の４．２８から６．４０に増加し、「警報レベル」の基準値５
を超えました。
　今後、さらに流行が拡大する可能性も考えられますので、感染予防に努めましょう。

２.８４ ⇒ ４.２８ ⇒  ６. ４０
(6/3～6/9)   (6/10～6/16)   (6/17～6/23)

※定点当たり患者数とは、県内の小児科定点（89機関）の１医療機関当たりの１週間の患者数です。
※手足口病の警報レベル開始基準値は５、終息基準値は２です。

【手足口病の流行について】
前回、手足口病が警報レベルとなったのは、2022年第35週（8/29～9/4）（定点当たり患者数６．３１）で、第39週（9/26～
10/2）まで警報レベルが継続しました。
過去の流行では７月頃に流行のピークとなり、９月頃までに終息する傾向が多いです。
年齢別の患者数は、５歳以下の未就学児が90％以上で、２歳以下の患者数が60％以上です。

【症状等】
患者の多くが２歳以下の乳幼児ですが、大人でも感染することがあります。
３～５日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や甲などに水疱性発疹が現れます。
発熱は高くても38℃程度で、発熱しないこともあります。
のどや口内の痛み、それに伴う食欲不振が見られることがあります。
まれに髄膜炎や脳炎などを合併し、重症化することもありますが、通常は軽症で、数日間のうちに自然に治る病気です。原因
ウイルスに効く薬剤はありません。

【予防等】
口からの飛沫感染、便や水疱内容物からの接触感染などがありますので、手洗いを徹底するとともに、排泄物を適切に処理す
ることが大切です 。

※ ウイルスの便への排出は、治癒後も３～４週間続きます。
乳幼児は口内に病変がある場合には、飲食に痛みを伴い、食欲不振となることがあります。口の中の水疱に当たっても痛みが
少ない薄味で軟らかい食事にしたり、少量ずつ分けて食べる等、水分補給、栄養補給に努めましょう。それでも水分が摂れ
ず、尿の回数や量が減ってきたら、医療機関を受診してください。
高熱や嘔吐でぐったりしたり、頭痛が強いときは、医療機関を受診してください。

【手足口病に関する情報】
<厚生労働省HP>https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html
<国立感染症研究所HP>https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/441-hfmd.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/441-hfmd.html


感染症発生動向調査における手足口病の状況（平成29年～令和6年：定点当たり患者数）
【警報開始基準値　５　終息基準値　２】 　 　 　 　 　

週 平成29年
(2017)

平成30年
(2018)

令和元年
(2019)

令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

1 0.17 0.01 0.08 0.07 0.00 0.15 0.04 0.03 
2 0.07 0.06 0.08 0.13 0.01 0.09 0.00 0.04 
3 0.04 0.03 0.11 0.10 0.00 0.09 0.02 0.04 
4 0.11 0.08 0.01 0.11 0.01 0.11 0.02 0.11 
5 0.07 0.04 0.01 0.04 0.00 0.21 0.00 0.09 
6 0.12 0.08 0.03 0.12 0.01 0.04 0.02 0.15 
7 0.11 0.02 0.02 0.11 0.00 0.02 0.01 0.04 
8 0.04 0.04 0.07 0.02 0.03 0.03 0.01 0.03 
9 0.03 0.08 0.09 0.00 0.03 0.03 0.01 0.03 
10 0.11 0.04 0.13 0.04 0.00 0.00 0.02 0.10 
11 0.06 0.02 0.34 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 
12 0.06 0.00 0.11 0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 
13 0.13 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.09 0.12 
14 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.08 0.03 
15 0.07 0.03 0.01 0.01 0.01 0.06 0.13 0.11 
16 0.09 0.08 0.03 0.03 0.06 0.12 0.13 0.07 
17 0.06 0.10 0.04 0.01 0.02 0.10 0.09 0.11 
18 0.03 0.03 0.04 0.01 0.00 0.09 0.15 0.13 
19 0.10 0.15 0.08 0.03 0.02 0.08 0.29 0.15 
20 0.22 0.34 0.16 0.15 0.07 0.02 0.39 0.62 
21 0.35 0.19 0.35 0.07 0.04 0.08 0.43 0.78 
22 0.48 0.24 0.49 0.09 0.15 0.17 0.61 1.43 
23 0.60 0.33 0.64 0.15 0.04 0.13 0.88 2.84 
24 0.89 0.42 0.90 0.08 0.04 0.08 0.99 4.28 
25 0.98 0.49 1.78 0.10 0.06 0.29 1 .0 1  6 .4 0  
26 1.65 0.98 3.18 0.07 0.02 0.65 0.93 　
27 3.71 1.26 7.70 0.07 0.02 1.28 0.90 　
28 6.48 1 .6 3  14.91 0.08 0.02 2.07 0.92 　
29 8.94 1.58 14.89 0.13 0.03 2.84 0.80 　
30 12.62 1.06 18 . 5 7  0.08 0.02 4.00 0.67 　
31 13 .8 4  1.07 14.52 0 .17  0.03 4.27 0.64 　
32 9.80 0.73 8.69 0.12 0.03 3.50 0.62 　
33 8.94 0.56 4.29 0.08 0.07 3.84 0.33 　
34 6.01 0.44 2.85 0.11 0.03 4.24 0.35 　
35 5.26 0.64 3.46 0.03 0.02 6 .3 1  0.47 　
36 4.04 0.54 3.09 0.06 0.03 6.28 0.65 　
37 3.35 0.49 2.74 0.04 0.06 5.19 0.62 　
38 2.79 0.51 2.51 0.03 0.06 3.11 0.53 　
39 1.56 0.33 2.17 0.04 0.03 2.69 0.79 　
40 1.75 0.35 2.09 0.06 0.06 1.28 0.73 　
41 1.67 0.43 1.52 0.01 0.12 0.83 0.52 　
42 1.26 0.34 1.39 0.02 0.03 0.85 0.49 　
43 1.66 0.21 1.11 0.02 0.03 0.45 0.43 　
44 0.94 0.17 1.31 0.01 0.10 0.30 0.33 　
45 0.83 0.22 1.48 0.01 0.06 0.25 0.30 　
46 0.63 0.24 0.84 0.00 0.13 0.27 0.35 　
47 0.66 0.28 0.93 0.01 0.09 0.16 0.34 　
48 0.36 0.30 0.81 0.01 0.18 0.28 0.24 　
49 0.42 0.36 0.87 0.02 0.09 0.39 0.19 　
50 0.40 0.47 0.76 0.03 0 .2 1  0.24 0.11 　
51 0.37 0.37 0.58 0.00 0.00 0.17 0.09 　
52 0.18 0.21 0.47 0.01 0.00 0.08 0.10 　
53 　 　 　 0.00 　 　 　 　

　 　 は警報レベルの週 　 　
　 　 は各年の最高数値を示す 　 　



提 供 日 2024/06/28

タイトル 県医師会会長が知事を表敬訪問

担　　当 健康福祉部 医療局医療政策課

連 絡 先 医療企画班

TEL 054-221-2341

一般社団法人静岡県医師会会長が知事を表敬訪問します

一般社団法人静岡県医師会（静岡市葵区鷹匠３丁目６番３号）では、任期満了に伴う役員の交代が行われ、令和６年６月15日か
ら、加陽直実会長（新任）、齋藤昌一副会長（再任）、福地康紀副会長（再任）及び髙倉英博副会長（新任）を筆頭四役とする新
体制となりました。
これに伴い、加陽会長、齋藤副会長、福地副会長及び髙倉副会長が、就任挨拶や県医師会の事業活動報告等のために知事を表敬

訪問します。

１　日所等
　　・訪問日時　令和６年７月４日（木）午後２時15分から
　　・訪問場所　県庁東館５階　知事室

２　団体概要
　　・名　称　　一般社団法人静岡県医師会
　　・所在地　　静岡市葵区鷹匠３丁目６番３号　静岡県医師会館
　　・設　立　　昭和22年11月１日
　　　　　　　　(平成25年４月１日社団法人から一般社団法人に移行)
　　・会員数　　4,682人

３　新役員
　　・会  長　　加陽　直実（かよう　なおみ）　　　（69歳）※新任
　　・副会長　　齋藤　昌一（さいとう　しょういち）（69歳）※再任
　　・副会長　　福地　康紀（ふくち　やすのり）　　（64歳）※再任
　　・副会長　　髙倉　英博（たかくら　ひでひろ）　（72歳）※新任

（参考）
　　・会長、副会長の任期は、令和６年６月15日の定時代議員会終結後から
　　　令和８年６月定時代議員会終結時までの２年間



提 供 日 2024/06/28

タイトル 【訂正】県病院協会会長が知事を表敬訪問します

担　　当 健康福祉部 医療局医療政策課

連 絡 先 医務班

TEL 054-221-2418

公益社団法人静岡県病院協会会長が知事を表敬訪問します

※団体概要の年号を訂正しました。（７月１日14時訂正）

公益社団法人静岡県病院協会では、任期満了に伴う役員の交代が行われ、令和６年５月29日から、毛利博会長、鈴木昌八副会長、岡本
好史副会長及び佐藤洋副会長を筆頭四役とする新体制となりました。

これに伴い、毛利会長、鈴木副会長、岡本副会長及び佐藤副会長が、就任挨拶や県病院協会の事業活動報告等のために知事を表敬訪
問します。

１　日所等
　・訪問日時　令和６年７月２日（火）午後４時30分から
　・訪問場所　県庁東館５階　知事室

２　団体概要
　　・名   称　公益社団法人静岡県病院協会
　　・所在地　静岡市葵区追手町４４－１（静岡県産業経済会館６階）
　　・設   立　平成９年５月１日( 昭和　平成２４年４月１日社団法人から公益社団法人に移行)
　　・会員数　正会員：１２７　賛助会員：４１

３　訪問者
　　・会長　 　毛利　博（もうり　ひろし）（74歳）※再任
　　　　　　　 　藤枝市立総合病院　事業管理者　名誉院長

　　・副会長　鈴木　昌八（すずき　しょうはち）（68歳）※再任
　　　　　　　 　磐田市立総合病院　事業管理者

　　・副会長　岡本　好史（おかもと　よしちか）（62歳）※再任
　　　　　　 　　静岡済生会総合病院　病院長

　　・副会長　佐藤　洋（さとう　ひろし）（63歳）※新任
　　　　　　 　　富士宮市立病院　病院長

（参考）
　　・会長及び副会長の任期は令和６年５月29日から令和８年５月通常総会終結時までの２年間



提 供 日 2024/06/28

タイトル ダウン症モデルとして活躍する菜桜氏が副知事を表敬
訪問します

担　　当 スポーツ・文化観光部 政策管理局企画政策課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-3507

ダウン症モデルとして活躍する菜桜氏が副知事を表敬訪問します

　ダウン症モデルとして活躍し、令和６年３月にはフランス・パリで開催された『ファッションウィーク（通称：パリコレクション）』に出演した、富士
市出身・在住の菜桜（本名：齊藤 菜桜）氏が森副知事を表敬訪問します。

１　日　時
　　令和６年７月４日（木）　午後１時10分から午後１時30分まで（20分間）

２　場　所
　　森副知事室（県庁東館５階）

３　訪問者
　　ダウン症モデル　齊藤 菜桜（さいとう なお）氏

４　訪問目的
　　パリコレクションでの経験や、令和６年７月14日に出演する着物ファッションショー（静岡市内）など、今後の新たな活動の展開について森
副知事に報告する。

５　次第
　　(1)　来訪者紹介
　　(2)　来訪者による自己紹介
　　(3)　歓談
　　(4)　記念撮影

《参考》菜桜氏略歴
　平成16年３月11日生まれ（20歳）　富士市出身・在住
　平成31年２月、静岡市内で開催された障害者モデルファッションショーへの参加を機にモデル活動を開始。テレビ番組、雑誌などで活躍。
魅力的な笑顔と明るいキャラクターが人気で、Instagramのフォロワー数は6.4万人を超える。（令和６年６月26日現在）



提 供 日 2024/06/28

タイトル 山梨県・静岡県・神奈川県　富士箱根伊豆地域不法投
棄防止連絡会議を開催します

担　　当 くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課

連 絡 先 不法投棄対策班

TEL 054-221-3810

山梨県・静岡県・神奈川県
富士箱根伊豆地域不法投棄防止連絡会議を開催します

平成18年10月の三県知事による「三県サミット」において、富士箱根伊豆地域における不法投棄対策に関する連携について合意
しました。
この合意事項を踏まえ、本年度で18回目となる「山梨県・静岡県・神奈川県富士箱根伊豆地域不法投棄防止連絡会議」を開催し

ます。

１　日時
　　令和６年７月５日(金)　午後２時から午後４時まで

２　場所
　　神奈川県庁東庁舎11階111会議室(横浜市中区日本大通１東庁舎)

３　参加機関
　　山梨県・静岡県・神奈川県の廃棄物対策担当部署
　　　山 梨 県　環境・エネルギー部環境整備課廃棄物不法投棄対策担当　055-223-1517
　　　静 岡 県　くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課不法投棄対策班　054-221-3810
　　　 神奈川県 　 環境農政局環境部資源循環推進課適正処理 グループ 　045-210-4151

４　主な議題
　(1) 各県の不法投棄の現状と対策について
　(2) 不法投棄対策等に関する意見交換について
　(3) 富士箱根伊豆地域不法投棄防止キャンペーンの実施について

５　取材について
　　取材を希望される場合は、事前に 今年度 の 幹事県 となる 神奈川県 の 上記担当部署宛に御連絡をお願いします。
　なお、個別事案等の個人情報が議題に含まれるため、会議は非公開としますが、 会議 の 頭撮 り （ 挨拶 まで ） は 可能です。



提 供 日 2024/06/28

タイトル 特定外来生物等研修会の開催

担　　当 くらし・環境部 環境局自然保護課

連 絡 先 鳥獣捕獲管理班

TEL 054-221-3332

特定外来生物等研修会の開催

～県内市町と連携して、ストップ！特定外来生物～

　海外等から侵入した外来生物は、生態系等に影響を及ぼす可能性があり、その中でも人の生命・身体及び農林水産業に係る深刻な被害を
生じるおそれのある特定外来生物について、近年、特に課題となっています。

そこで、県では、特定外来生物等が与える影響について理解し、科学的知見を踏まえて適切に防除していくため、市町職員等を対象にし
た研修会を開催します。

本研修会では、静岡県と包括連携協定を締結しているアース製薬株式会社に御協力いただき、効果的な駆除方法等の講義を行います。

　 １　日　時 令和６年７月12日（金）午後１時30分から午後４時00分まで

２　会　場 静岡県庁別館２階第１会議室Ａ（オンライン併用）

３　対象者　　市町職員、県農林事務所職員　等（30名程度）

４　内　容

時間 分 内容（予定） 講師

13:30
～13:35 5 開会

13：35
～14:00 25 特定外来生物の基礎知識

14：00
～14:20 20 特定外来生物の問合せ対応方法

（静岡県自然保護課）

14:20
～14:50

30 近年増加している外来生物（ヤンバル
トサカヤスデ）の分布と生態について

環境衛生科学研究所
神谷　貴文　主査

14:50
～15:00 10 ＜休憩＞

15：00
～15：40

40 害虫の効果的な駆除方法　
～外来生物を中心に～

アース製薬株式会社
貞森　邦生　様

15：40
～16：00 20 質疑応答

５　取材について
　　取材を希望する場合は、直接、会場にお越しください。



提 供 日 2024/06/28

タイトル 令和５年度「ふじのくにワーク・ライフ・バランス推
進計画」の取組状況を公表－男性職員の育児休業取得
率が大幅に上昇－

担　　当 経営管理部 人事課

連 絡 先 勤務条件班

TEL 054-221-2018

ふじのくにワーク・ライフ・バランス推進計画の取組状況を公表
～男性職員の育児休業取得率が大幅に上昇～

１　趣旨

職員の仕事と生活の調和を実現するため策定した「ふじのくにワーク・ライフ・バランス推進計画」について、令和５年度にお
ける取組状況及び数値目標に対する実績を、静岡県ホームページで公表しました。

【県公式ホームページ】
　　https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/jinji/1040669/1011682.html

※これは、県が特定事業主として、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定に基づき、行動計画の「実施
状況の公表」等を公表するものです。

２　令和５年度の主な取組

　育児休業等の制度に関する研修の実施や、「育児に伴う休暇等の取得計画書」の活用等により、男性職員の育児休業等の取得を
促進した。また、育児休業から復職した女性職員に対し、仕事と家庭の両立のための情報発信や職員同士の交流機会を提供し、女
性職員の活躍に資する取組を行った。

３　主な数値目標と実績

　　　　　　　　　　　　　年　　度　

目標項目

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

目標

(令和６年度)

配偶者出産休暇又は
育児参加休暇の取得率　 82.9％ 84.0％ 87.6％ 100％

育児休業取得率（女性職員）
　 100％(※) 99.1％ 99.1％ 100％

育児休業取得率（男性職員）
 45.0％ 63.5％ 77.9％ 60％

管理職に占める女性職員
の割合　 14.0％ 14.2％ 15.2％ 16％以上

年次有給休暇平均取得
日数　 11.4日 11.6日 12.5日 12.0日

※産後休暇取得後、育児休業を取得せずに退職した職員を除く

４　問合せ先

　静岡県経営管理部　人事課

　電話：054-221-2018

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/jinji/1040669/1011682.html


提 供 日 2024/06/28

タイトル 大学生に向けて水難事故防止の啓発活動を実施しま
す！

担　　当 危機管理部 消防保安課

連 絡 先 静岡県水難事故防止対策協議会事務局　匂坂

TEL 054-221-2269

大学生に向けて水難事故防止の啓発活動を実施します！
～水難事故を未然に防止する注意喚起～

１　要　旨
　７月、８月は水難事故防止強化月間です。
 今般、水難事故防止の取組の一環として、下記のとおり県内３大学の構内で水難事故防止の注意喚起を行います。

２　日時及び場所
実 施 日 時   間 場   所

７月８日(月) 12：15～12：45
静岡文化芸術大学　２Ｆ屋外通路付近（予定）

浜松市中区中央2-1-1

７月11日(木) 12：20～12：50
日本大学国際関係学部　桜アリーナ前（予定）

三島市文教町２丁目31-145

７月12日(金) 12：15～12：45
静岡県立大学　コミュニティプラザ（予定）

静岡市駿河区谷田52-1

※ 上記 の 取材 を 希望 する 場合 には 、 各実施日 の 前日 までに 必 ず 静岡県水難防止対策協議会事務局 へ 御連絡下 さい 。 連絡 がない 場
 合 は 、 当日 の 取材 はできませんので 、 あらかじめ 御了承 ください 。

３　内　容
　　ポケットティッシュ及びリーフレットの配布　
　　（県のキャラクターである「ふじっぴー」も参加します）
　　（７月11日（木）と７月12日（金）は清水海上保安部も参加予定です）

４　参　考
　＜令和４、５年　水難事故発生状況（７月から８月）＞

年
発生件数

（件）

死亡者

(人）

行方不明者

（人）

負傷者

（人）

無事救出者

（人）

事故者総数

（人）

令和５年 22 6 0 5 14 25

令和４年 25 9 0 4 14 27



提 供 日 2024/06/28

タイトル ７、８月は「水難事故防止強化月間」です！

担　　当 危機管理部 消防保安課

連 絡 先 静岡県水難事故防止対策協議会事務局　匂坂

TEL 054-221-2269

－ 危機管理情報 －

７、８月は「水難事故防止強化月間」です！
ルールを守って、海や川で安全に楽しもう！

　　　　　　　　　　　　　

　静岡県水難事故防止対策協議会では、本格的に水に親しむシーズンとなる７月１日から８月31日までの２か月間を「水難事故防
止強化月間」と定め、関係機関並びに各市町と連携し、水難事故防止の取組を強化します。

〈水難の事故を防ぐための注意事項〉
１　危険な場所には近づかない。

〈例〉・遊泳区域と水上バイク運転区域等が不明確な場所

　　　・ライフセーバーや監視員等が常駐していない場所　　　

２　飲酒後、睡眠不足、疲労時等の体調不良時には水に入らない。

３　子供から目を離さない。

４　気象状況に注意し、悪天候時は水場に近づかない。

〈例〉台風の余波が残っている場合や波浪注意報が出ているなど、波や風が強いとき。

５　魚釣りやボートに乗る時は必ずライフジャケットを着用する。

「水難事故注意報」を延長します。

　例年夏期に水難事故が増加する傾向にあるため、６月１日から水難事故防止の強化期間として注意喚起を行い、概ね１か月間の
期間で「水難事故注意報」を発令しています。
　今回、６月１日から発令していました注意報を７月31日まで延長します。
　また、８月においても、水難事故の発生状況によっては延長となる可能性がございます。

　※本件「水難事故注意報」は５月31日に既報です。

【参考】
１　水難事故防止強化月間について
・昨年は７、８月の２か月間に 22件の水難事故が発生。
〈令和５年県内の月別水難事故発生件数〉

事　故　者（人）月 発生件数（件）
死亡者 行方不明者 負傷者 無事救出者 総数

１月 0 0 0 0 0 0
２月 2 1 0 1 0 2
３月 1 0 0 1 0 1
４月 5 2 0 2 1 5
５月 4 1 0 0 3 4
６月 1 0 0 0 1 1
７月 7 2 0 1 5 8
８月 15 4 0 4 9 17
９月 13 3 0 2 9 14
10月 4 2 0 2 1 5
11月 0 0 0 0 0 0
12月 1 0 0 0 1 1
合計 53 15 0 13 30 58

２　水難事故発生状況（１月１日から６月24日まで）
・令和６年は、12件の事故が発生し、死亡者５人、負傷者３人、無事救出者４人

　 ・令和５年同期間と比較すると、事故件数は１件減少しているが、死者は１人多い５人となっている。
年 月 発生件数（件） 死亡者(人） 行方不明者

（人）
負傷（人） 無事救出者

（人）
事故者数（人）

１月～５月 7 4 0 1 2 7
６月

(24日まで） 5 1 0 2 2 5令和６年

合計 12 5 0 3 4 12
１月～５月 12 4 0 4 4 12

６月
(26日まで）

１ 0 0 0 1 1令和５年

合計 13 4 0 4 5 13



※令和６年の状況は速報値。

３　行為別水難事故発生状況（１月１日から６月24日まで）
・令和５年同期間と同様に、魚とり・釣り中の事故が多い。

行為別 令和６年 令和５年
水泳 0件 0件

ボート遊び 2件 0件
水遊び 1件 1件

魚とり・釣り 4件 7件
通行中 2件 1件
作業中 0件 0件
救助中 2件 0件

シュノーケリング 0件 0件
スキューバダイビング 0件 2件

サーフィン
（ウィンドサーフィン）

0件 1件

その他（陸上遊戯含む） 1件 1件
合計(件) 12件 13件

※令和６年の状況は速報値



提 供 日 2024/06/28

タイトル 景気動向指数は下方への局面変化を示す～静岡県景気
動向指数（令和６年４月分）～

担　　当 知事直轄組織 デジタル戦略局データ活用推進課

連 絡 先 データ活用推進班

TEL 054-221-2298

　　　　　　　景気動向指数は下方への局面変化を示す

　　　　　　　～静岡県景気動向指数（令和６年４月分）～





詳しくは「統計センターしずおか」(https://toukei.pref.shizuoka.jp/)を御覧ください。

https://toukei.pref.shizuoka.jp/


提 供 日 2024/06/29

タイトル ６月２８日の大雨による被害状況について【最終報】
（６月２９日１４時現在）

担　　当 危機管理部 危機対策課

連 絡 先 静岡県危機報道官

TEL 054-221-3594

 ※ 被害状況報告 については 、 本報告 をもって 最終報 といたします 。「 ２ 　 人的 ・ 物的被害 の 状況 」 については 、 確定値 ではございませんが 、 特段
 の 事案 が 発生 しない 限 りは 、 今後 の 報道提供 は 行 いません 。

１　概　況
・県内では、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になり、静岡県中部、西部で
は、線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続く等、県内各地で大雨となった。

 ２　人的・物的被害の状況

人的被害（単位：人） 物的被害（単位：棟数）

死者 住家 非住家市　町
うち災害
関連死

行方
不明

重傷 軽傷
全壊 半壊

一部
損壊

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物 その他

島田市 － － － － － － － － － ５ － －

浜松市 － － － － － － － － － ２ － －

磐田市 － － － － － － － － １ 10 － －

計 － － － － － － － － １ 17 － －

[物的被害の非住家は、半壊以上の被害である。]
※その他被害として、倒木や土砂の流出による通行障害　15件報告あり。

 ３　避難情報等の発表状況

情報種別
地
区 市町

対象世帯数（世
帯）

対象人数
（人）

西
部 磐田市 0 0

計 0 0

緊急安全確保
(警戒レベル

５)
参考：最大時 1,598 4,180

中
部 静岡市 0 0

西
部

浜松市、磐田
市 0 0

計 0 0

避難指示
(警戒レベル

４)

参考：最大時 352,004 835,980
東
部 沼津市 0 0

西
部 浜松市 0 0

計 0 0

高齢者等避難
(警戒レベル

３)

参考：最大時 199,042 462,809

 ４　避難所の開設状況
地
区

市　町 箇所数（箇所） 避難世帯数（世
帯）

避難者数（人）

浜松市 0　（39） 0 （2) 　　　0 （2）
磐田市 0　　(3) 0　　 0　　　

西
部

森町 0　　(1） 0　　 0　　　
中
部 静岡市 0　（47） 0 (10) 0  (10)

東
部 沼津市 0　　(5) 0　　 0　　　

計 ５市町 0　（95） 0 (12) 0　(12)
※括弧内は最大時の数値

 ５　ライフライン等の状況
種　別 状　況

（１）停　電

【東京電力管内】100 戸
・函南町　100 戸（最大時560戸）
・裾野市（最大時2,580戸）
・下田市（最大時約60戸）

【中部電力管内】なし
・掛川市（最大時20戸）
・静岡市葵区、藤枝市（最大時480戸）
・浜松市浜名区（最大時100戸）
・浜松市天竜区（月、横山町、最大時100戸）
・浜松市天竜区（只来、横川、最大時90戸）
・島田市（伊久美、最大時1,420戸）

（２）通　信 障害なし
（３）断　水 なし

６　その他（休校）
　　県立高等学校２校が６月28日の授業を休校



学校名
静岡県立新居高等学校　（定時制）
静岡県立浜松北高等学校（定時制）



【参考資料】
１　 気象及び河川等の状況
（ １）雨の状況(代表地点:各地区における最大の連続雨量を観測した観測所)

地
区 市　町

観測所
名

連続雨
量

時間最
大雨量

観測期
間

県内時間最
大雨量

伊
豆 伊豆市 湯ヶ島 217mm 56mm

東
部 裾野市 須山 236mm 35mm

中
部 島田市 川根 269mm 69mm

西
部 森町 大河内 292mm 75mm

6/28 
00時～
6/29 
06時

75mm
森町大河内

6/28
10～11時

（ ２）風の状況

種　別 観測地
点 風速(観測日時)

最大瞬間風速 浜松 24.7m/s （28日９時46分）
最大風速 浜松 16.9m/s （28日９時55分）

（ ３）河川の状況
河川名 情報名 発表日時 内　容

黄瀬川 氾濫危険水
位 28日12時30分 氾濫危険水位に到達

→13時10分に解除

足久保川 氾濫危険水
位 28日11時30分 氾濫危険水位に到達

→12時10分に解除
太田川・
原野谷川

氾濫注意情
報 28日13時10分 氾濫注意水位に到達

→14時40分に解除

馬込川 氾濫危険水
位 28日09時30分 氾濫危険水位に到達

→12時35分に解除

安倍川 氾濫注意情
報 28日13時30分 氾濫注意水位に到達

→14時10分に解除
　※上野部川（磐田市）で氾濫を確認



（ ４）現在の気象警報等
６月29日4時41分までに全ての警報は注意報へ切替えられた。

地域 大雨
警報

洪水
警報

土砂災
害警戒
情報

地域
大雨
警報

洪水
警報

土砂
災害
警戒
情報

静岡市南部 － － － 沼津市 － － －

島田市 － － 三島市 － －

焼津市 御殿場市 －

藤枝市 － － 裾野市 － －

牧之原市 － － 清水町

吉田町 － 長泉町 － －

静岡市北部 － 小山町

中
部

川根本町 富士宮市

熱海市 － －

東
部

富士市 － －

伊東市 － － 浜松市北部 － － －

伊豆市 － － － 浜松市南部 － － －

伊豆の国市 － － 磐田市 － － －

函南町 掛川市 － －

下田市 袋井市 － －

東伊豆町 湖西市 － －

河津町 御前崎市

南伊豆町 菊川市 － －

西
部

伊
豆



松崎町 森町 － － －

西伊豆町 － －

　（●：発表中（再発表含む）、－：解除　、空欄：発表なし）

２　交通機関等の状況
（１）鉄　道

路線名 現在の状況
JR御殿場線
JR東海道線
JR伊東線
伊豆急行
伊豆箱根鉄道（駿豆線）
天竜浜名湖鉄道（天浜線）

平常通り運行

（２）その他公共交通（航空機・船舶）
種別 社名・区間 現在の状況
航空
機 フジドリームエアラインズ 6/28 一部欠航、6/29平常通り運航

駿河湾フェリー 6/28 一部欠航、6/29平常通り運航
東海汽船船舶
神新汽船

6/28 一部欠航、6/29平常通り運航

（３）高速道路の規制状況
　　　通行止め、規制ともなし

（４）国道・県道の全面通行止の状況
管理
者 路　線 区　間 原因 規制状況

(国)473号 島田市抜里 崩土 28日11:00全面通行
止

（主）藤枝
天竜線 森町三倉 崩土 28日13:00全面通行

止
静岡
県

（一）大河
内森線

森町大河内
～森町亀久保

 崩土 28日09:00全面通行
止

静岡
市

(主）南アル
プス公園線

静岡市葵区笠張
～静岡市葵区大間 大雨 28日10:40全面通行

止
(主)藤枝天

竜線
浜松市天竜区只来
～浜松市天竜区只来

 路肩
 決壊

28日11:30全面通行
止

浜松
市 (一)鮎釣東

雲名春野線

浜松市天竜区小川
1297-2
～浜松市天竜区小川
1381-1

法面
崩壊

28日10:00全面通行
止

３　配備体制
（１）県（ピーク時の体制)

所　属 配備体制 所　属 配備体制
賀茂地域局 廃止(情報収集体制)

危機管理部  廃止
(警戒体制) 東部地域局 廃止(情報収集体制)

中部地域局  廃止( 情報収集体制)
交通基盤部  廃止

（第一次非常配備） 西部地域局 廃止(情報収集体制)



（２）市　町

地域・市町 現在の体制
（ピーク時の体制）

地域・市町 現在の体制
（ピーク時の体制）

下田市 － 静岡市  廃止( 情報収集体制)

東伊豆町 － 島田市 廃止(情報収集体制)

河津町 － 焼津市 廃止(情報収集体制)

南伊豆町 － 藤枝市 廃止(情報収集体制)

松崎町 － 牧之原市 廃止(情報収集体制)

賀
茂

西伊豆町 廃止(情報収集体制) 吉田町 廃止(情報収集体制)

沼津市 廃止(情報収集体制)

中
部

川根本町 －

熱海市 廃止(情報収集体制) 浜松市 廃止(情報収集体制)

三島市 廃止(情報収集体制) 磐田市 廃止(災害対策本部)

富士宮市 － 掛川市 廃止(情報収集体制)

伊東市 廃止(情報収集体制) 袋井市 廃止(情報収集体制)

富士市 廃止(情報収集体制) 湖西市 廃止（情報収集体制）

御殿場市 廃止(情報収集体制) 御前崎市 －

裾野市 廃止(情報収集体制) 菊川市 廃止(情報収集体制)

伊豆市 廃止(情報収集体制)

西
部

森町 廃止(情報収集体制)

伊豆の国市 廃止(情報収集体制)

函南町 －

清水町 廃止(情報収集体制)

長泉町 廃止(情報収集体制)

東
部

小山町 －


